
支
那
人
間
に
於
け
る
食
人
肉
の
風
習

桑
原
隲
藏
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(一)緒
言
(二)

　　
一
國
の
歴
史
を
闡
明
す
る
に
は
、
そ
の
一
國
の
記
録
だ
け
で

は
不
足
を
免
れ
ぬ
。
是
非
そ
の
國
と
關
係
深
き
他
國
の
記
録
を

も
、
比
較
參
考
す
る
必
要
が
あ
る
。
支
那
歴
史
の
研
究
者
と
し

て
は
、
支
那
本
國
の
史
料
の
外
に
、
日
本
、
朝
鮮
、
安
南
等
の

記
録
を
參
考
す
る
は
勿
論
、
遠
く
西
域
諸
國
の
記
録
を
も
利
用
せ

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
兩
漢
以
來
、
支
那
の
國
威
が
四
表
に
張
る

と
共
に
、
そ
の
國
情
が
次
第
に
キ
リ
ス
ト
教
國
や
、
マ
ホ
メ
ッ
ト

教
國
の
間
に
傳
は
り
、
又
此
等
遠
西
の
諸
國
民
も
極
東
に
觀
光
し

て
、
そ
の
見
聞
を
公
に
し
た
。
此
等
の
見
聞
録
の
中
に
は
支
那
の

風
俗
世
態
等
に
關
し
て
、
往
々
本
國
の
記
録
に
見
當
ら
ぬ
貴
重
な

材
料
を
供
給
す
る
も
の
も
尠
く
な
い
。
極
東
に
關
係
あ
る
ギ
リ
シ

ア
、
ラ
テ
ン
の
記
録
は
、
略C

o
ed

ès

氏
のT

ex
tes

d
’A

u
teu

rs

G
recs

et
L
a
tin

s
rela

tifs
à

L
’E

x
trêm

e-O
rien

t

に
備
は
り
、

マ
ホ
メ
ッ
ト
教
徒
の
記
録
―――
そ
の
地
理
に
關
係
あ
る
部
分
を
主

と
し
て
あ
る
が
―――
は
、
大
體

F
erra

n
d

氏
の

R
ela

tio
n
s

d
e

V
oy

a
g
es

et
T
ex

tes
g
éo

g
ra

p
h
iq

u
es

A
ra

b
es,

P
ersa

n
s

et

T
u
rk

s
rela

tifs
a

L
’E

x
trêm

e-O
rien

t

に
纏
め
ら
れ
て
あ
る
。

　
ギ
リ
シ
ア
、
ラ
テ
ン
の
記
録
は
、
し
ば
ら
く
措
き
、
マ
ホ
メ
ッ

ト
教
徒
の
そ
れ
は
中
々
價
値
が
多
い
。
數
あ
る
マ
ホ
メ
ッ
ト
教
徒

の
記
録
の
中
で
、
そ
の
内
容
の
豐
か
な
る
點
よ
り
觀
て
も
、
將
た

又
そ
の
年
代
の
古
き
點
よ
り
觀
て
も
、
所
謂
『
印
度
支
那
物
語
』

を
第
一
に
推
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
物
語
は
前
後
の
二
篇
に
分
か

れ
、
前
篇
はS

o
lay

m
a
n

の
記
録
で
、
後
篇
はA

b
û

Z
ay

d

の

そ
れ
で
あ
る
。

　S
o
lay

m
a
n

は
東
洋
貿
易
商
で
、
親
し
く
支
那
に
出
掛
け
て
そ

の
風
俗
人
情
を
視
察
し
た
。
彼
の
記
録
は
彼
自
身
に
執
筆
し
た
も

の
で
な
く
、
多
分
彼
の
見
聞
を
材
料
と
し
て
、
他
の
無
名
の
作
者

が
筆
録
し
た
も
の
と
想
は
れ
る
が
、
兔
に
角
ヘ
ヂ
ラ
暦
二
三
七
年

即
ち
西
暦
八
五
一
年
に
出
來
た
こ
と
は
疑
を
容
れ
ぬ
。A

b
û

Z
ay

d

はŜ
ırâ

f

の
産
で
、
彼
自
身
支
那
の
地
を
踏
ま
ぬ
け
れ
ど
、
當
時

Ŝ
ırâ

f

は
ペ
ル
シ
ア
灣
頭
第
一
の
貿
易
港
と
し
て
、
東
洋
貿
易
に

從
事
す
る
商
賈
の
出
入
頻
繁
で
あ
つ
た
か
ら
、
彼
は
此
等
の
商
賈

に
就
い
て
傳
聞
せ
る
所
を
筆
録
し
た
も
の
で
、
ヘ
ヂ
ラ
暦
三
〇
三

年
、
即
ち
西
暦
九
一
六
年
頃
の
作
と
認
め
ら
れ
て
居
る
。
要
す
る

に
『
印
度
支
那
物
語
』
は
、
大
體
に
於
て
西
暦
九
世
紀
、
即
ち
唐

の
後
半
期
に
於
け
る
、
支
那
人
の
風
俗
習
慣
を
知
る
べ
き
、
尤
も
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有
益
な
る
尤
も
面
白
き
材
料
で
あ
る
。

『
印
度
支
那
物
語
』
の
ア
ラ
ブ
語
原
本
は
、
今
日
パ
リ
の
國
民
文

庫
に
現
存
し
て
居
る
。
こ
の
原
本
の
來
歴
は
、
委
細
はR

ein
a
u
d

の
著
書
（R

ela
tio

n
d
es

V
oy

a
g
es

etc.
T
o
m

e
I,

p
p
.

iii-v
i

）

に
載
せ
て
あ
る
か
ら
、
態
〻
こ
こ
に
紹
介
す
る
必
要
が
な
い
。
こ

の
物
語
は
今
日
ま
で
尠
く
と
も
左
の
如
く
三
度
歐
洲
語
に
譯
出
さ

れ
た
。

　
（一）
　
西
暦
一
七
一
八
年
に
、
フ
ラ
ン
ス
のR

en
a
u
d
o
t

が
初
め
て

之
を
佛
語
に
飜
譯
し
た
。
そ
の
表
題
をA

n
cien

n
es

R
ela

tio
n
s
d
e

l’In
d
e

et
d
e

la
C

h
in

e
d
e

d
eu

x
V

oy
a
g
eu

rs
M

a
h
o
m

eta
n
s

q
u
i
y

a
llèren

t
d
a
n
s

le
IX

ièm
e

(三)siécle
と
い
ふ
。
彼
は
同
時

に
そ
の
本
文
に
對
し
て
若
干
の
註
解
を
加
へ
た
。R

en
a
u
d
o
t

の

佛
譯
は
間
も
な
く
一
七
三
三
年
に
英
譯
せ
ら
れ
、
そ
の
英
譯
は
更

に
明
治
四
十
三
年
（
西
暦
一
九
一
〇
）
に
我
が
東
京
で
飜
刻
さ
れ

た
。
東
京
版
の
英
譯
は
間
々
誤
植
が
あ
る
。
吾
が
輩
はR

en
a
u
d
o
t

佛
譯
を
有
せ
ぬ
。
ま
た
一
七
三
三
年
版
の
英
譯
も
左
右
に
備
付
け

て
な
い
。
故
に
已
む
を
え
ず
東
京
版
の
英
譯
を
使
用
し
て
居
る
。

そ
の
後
本
論
文
の
ほ
ぼ
脱
稿
す
る
頃
に
、
岩
崎
家
の
東
洋
文

庫
の
好
意
に
よ
りR

en
a
u
d
o
t

の
佛
譯
及
び
そ
の
一
七
三
三

年
版
の
英
譯
を
借
覽
す
る
こ
と
が
出
來
た
。
併
し
東
京
版
の

英
譯
の
方
が
、
我
が
學
界
に
普
及
し
て
居
る
で
あ
ら
う
と
い

ふ
斟
酌
も
あ
り
、
旁
〻
本
論
文
中
に
引
用
せ
るR

en
a
u
d
o
t

譯
は
、
す
べ
て
東
京
版
の
英
譯
の
頁
數
を
指
示
す
る
こ
と
に

し
た
。
尚
ほ
東
洋
文
庫
か
ら
以
上
の
外
、
三
四
の
著
者
、
雜

誌
、
論
文
の
融
通
を
受
け
、
尠
か
ら
ざ
る
裨
益
を
得
た
。
茲

に
附
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
す
る
。

　
（二）
　
西
暦
一
八
四
五
年
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
有
名
な
る
ア
ラ
ブ

學
者
の

R
ein

a
u
d

が
、
ア
ラ
ブ
語
の
原
本
に
添
へ
て
、
新
に
そ

の
佛
譯
を
公
に
し
た
。R

ela
tio

n
d
es

V
oy

a
g
es

fa
its

p
a
r

les

A
ra

b
es

et
les

P
ersa

n
s

d
a
n
s

l’In
d
e

et
à

la
C

h
in

e
d
a
n
s

le
IX

e

(四)siècle
d
e

l’ère
ch

rètien
n
e

が
、
こ
の
新
佛
譯
の
表
題

で
あ
る
。R

ein
a
u
d

は
こ
の
物
語
の
序
論
と
し
て
、
中
世
に
於
け

る
ア
ラ
ブ
人
の
東
洋
貿
易
界
に
於
け
る
活
躍
の
歴
史
を
附
し
、
又

そ
の
本
文
に
對
し
て
尠
か
ら
ざ
る
註
解
を
施
し
た
。

　
（三）
　
一
昨
年
（
西
暦
一
九
二
二
）
の
末
に
、
同
じ
く
フ
ラ
ン

ス
の

F
erra

n
d

氏
が
、
『
東
洋
古
典
叢
書
』
（L

es
C

la
ssiq

u
es

d
e

l’O
rien

t

）
の
第
七
卷
と
し
て
、
新
に
こ
の
物
語
の
佛
譯
を

公
に
し
た
。
表
紙
に
は
單
に

V
oy

a
g
e

d
u

M
a
rch

a
n
d

A
ra

b
e
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S
o
lay

m
a
n

en
In

d
e

et
en

C
h
in

e
réd

ig
é

en
8
5
1

と
題
し
て

あ
る
が
、
そ
の
内
容
はR

en
a
u
d
o
t

やR
ein

a
u
d

の
そ
れ
と
同

樣
で
、
前
篇
は

S
o
lay

m
a
n

後
篇
は

A
b
û

Z
ay

d

の
記
録
を
收

め
て
あ
る
。

『
印
度
支
那
物
語
』
は
し
か
く
早
く
し
か
く
廣
く
、
學
界
に
紹
介

さ
れ
た
に
拘
ら
ず
、
そ
の
内
容
は
未
だ
十
分
に
研
究
さ
れ
て
居
ら

ぬ
と
思
ふ
。
尠
く
と
も
こ
の
物
語
中
に
紹
介
さ
れ
て
あ
る
、
支
那

人
の
風
俗
、
習
慣
等
に
關
し
て
は
、
從
來
何
等
權
威
あ
る
研
究
が

發
表
さ
れ
て
居
ら
ぬ
。R

en
a
u
d
o
t

やR
ein

a
u
d

の
古
き
註
解
が

こ
の
點
に
就
い
て
不
十
分
な
る
こ
と
は
、
特
に
言
明
す
る
迄
も
な

い
。

　
吾
が
輩
は
こ
の
缺
陷
を
遺
憾
に
思
ひ
、
最
近
四
五
年
來
、
ア
ラ

ビ
ア
と
支
那
と
の
交
通
を
研
究
す
る
と
共
に
、
こ
の
物
語
中
に
見

え
て
居
る
支
那
人
の
風
俗
、
習
慣
の
研
究
に
も
手
を
着
け
た
。
研

究
の
方
針
と
し
て
吾
が
輩
は
、

　
（１）
　
こ
の
物
語
と
時
代
を
同
じ
く
す
る
、
唐
時
代
の
事
蹟
に
關

す
る
支
那
人
の
記
録
に
對
照
し
て
、
こ
の
物
語
の
記
事
の
確
實
な

る
こ
と
を
證
明
す
る
こ
と
。

　
（２）
　
不
幸
に
し
て
唐
時
代
に
關
す
る
支
那
人
の
記
録
に
、
直
接

の
證
據
見
當
ら
ぬ
場
合
に
は
、
唐
以
前
の
、
若
く
ば
唐
以
後
の
事

蹟
で
、
こ
の
物
語
の
記
事
と
相
發
明
す
る
に
足
る
も
の
を
、
支
那

人
の
記
録
中
か
ら
探
求
し
、
こ
れ
よ
り
推
し
て
、
ア
ラ
ブ
人
の
所

傳
の
信
憑
す
べ
き
程
度
を
明
瞭
に
す
る
こ
と
。

　
（３）
　
『
印
度
支
那
物
語
』
の
記
事
に
も
間
々
誤
謬
が
あ
る
。
こ

の
誤
傳
を
支
那
人
の
記
録
に
據
つ
て
證
明
す
る
こ
と
。

　
（４）
　
ア
ラ
ブ
人
の
所
傳
と
發
明
す
べ
き
、
若
く
ば
關
係
あ
り
と

思
は
る
る
記
事
が
、
諸
外
國
人
の
記
録
中
に
見
當
る
場
合
は
、
成

る
べ
く
之
を
蒐
集
し
て
參
考
に
供
す
る
こ
と
。

以
上
の
四
點
、
殊
に
最
初
の
三
點
に
重
き
を
置
い
た
。

　
吾
が
輩
は
『
印
度
支
那
物
語
』
に
據
つ
て
、
唐
代
の
支
那
人
の

風
俗
、
習
慣
を
研
究
す
る
序
に
、
出
來
得
べ
く
ん
ば
、
更
に
溯
つ

て
そ
の
風
習
の
起
源
、
又
は
沿
革
を
も
探
討
し
た
い
と
心
掛
け
て

居
る
。
之
が
爲
に
問
題
に
よ
つ
て
は
、
先
秦
時
代
よ
り
現
時
に
至

る
ま
で
、
上
下
三
千
餘
年
に
亙
つ
て
、
支
那
文
獻
を
渉
獵
す
る
は

勿
論
、
時
に
は
廣
く
諸
外
國
人
の
記
録
を
も
參
考
せ
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
場
合
も
尠
く
な
い
。
か
か
る
事
情
の
下
に
、
注
意
に
價
す
る
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程
の
結
果
を
收
め
る
こ
と
は
、
豫
期
以
上
の
困
難
を
感
じ
た
が
、

併
し
今
日
で
は
こ
の
未
開
の
學
田
か
ら
、
多
少
の
收
獲
を
得
た
か

と
思
ふ
。
故
に
不
十
分
を
自
覺
し
つ
つ
、
そ
の
收
獲
の
一
部
を
發

表
す
る
こ
と
に
し
た
。

　
支
那
人
間
に
於
け
る
食
人
肉
の
風
習
は
、
獨
立
し
た
一
論
文
と

し
て
茲
に
掲
載
し
た
が
、
實
は
上
述
の
如
き
研
究
の
一
端
に
過
ぎ

ぬ
。
從
つ
て
發
表
の
形
式
も
、
普
通
の
場
合
と
異
に
し
て
、『
印
度

支
那
物
語
』
の
記
事
を
論
文
の
冒
頭
に
掲
載
す
る
こ
と
に
し
た
。

爾
後
若
し
引
續
き
こ
の
物
語
に
關
す
る
研
究
の
結
果
を
發
表
す
る

場
合
に
は
、
之
と
同
樣
の
形
式
を
採
り
た
い
と
思
ふ
。『
印
度
支
那

物
語
』
の
記
事
に
就
い
て
は
、R

en
a
u
d
o
t,

R
ein

a
u
d
,
F
erra

n
d

三
氏
の
譯
文
を
參
考
し
た
が
、
大
體
に
於
て
學
界
に
廣
く
用
ひ
ら

れ
て
居
る

R
ein

a
u
d

譯
に
據
る
こ
と
に
し
た
。
但
し
彼
此
の
譯

文
に
、
注
意
に
價
す
る
程
の
相
違
が
あ
る
場
合
に
は
、
特
に
そ
の

旨
を
附
記
す
る
。

　(五)一
(六)

　　
(七)（
）
(八)　
支
那
で
は
時
々
地
方
の
都
督
（g

o
u
v
ern

eu
r

）
が
、

そ
の
最
高
の
王
（
即
ち
皇
帝
）
に
對
し
て
盡
す
べ
き
服
從
を
缺
く

こ
と
が
あ
る
。
か
か
る
場
合
に
は
、
彼
（
そ
の
都
督
）
は
首
を
刎
ら

れ
、
食
べ
ら
れ
て
仕
舞
ふ
。
支
那
人
は
刀
劍
で
殺
害
さ
れ
た
（
即
ち

病
死
に
あ
ら
ざ
る
）、
す
べ
て
の
人
の
肉
を
食
用
す
る
（R

ein
a
u
d
;

T
o
m

e
I,

p
p
.

5
2
-5

3
.

F
erra

n
d
;
p
.

6
7

）。

　R
en

a
u
d
o
t

の
譯
は
、
單
に
、

支
那
皇
帝
の
領
土
内
に
あ
る
都
督
が
罪
を
犯
す
時
は
、
彼
は

死
に
處
せ
ら
れ
、
食
べ
ら
れ
て
仕
舞
ふ
。
概
し
て
い
へ
ば
、

支
那
人
は
死
に
處
せ
ら
れ
た
、
す
べ
て
の
（
罪
）
人
を
食
用

す
る
（p

.
2
5

）。

と
な
つ
て
居
る
。

　
(九)（
）
一
〇

　
支
那
帝
國
は
こ
れ
（
黄
巣
の
亂
）
以
來
、
か
つ
て
ア

レ
キ
サ
ン
ダ
ー
が
ダ
リ
ウ
ス
を
殺
さ
せ
、
ペ
ル
シ
ア
の
土
地
を
そ

の
（
部
下
）
將
軍
達
（g

én
éreu

x

）
に
分
つ
た
時
に
、
ペ
ル
シ
ア

が
陷
つ
た
と
同
樣
の
状
態
と
な
つ
た
。
支
那
の
各
地
方
の
（
割
據

せ
る
）
都
督
達
は
、
一
層
そ
の
勢
力
を
増
進
せ
ん
が
爲
に
、
君
主

（so
u
v
era

in

即
ち
皇
帝
）
の
許
可
も
命
令
も
な
し
に
、
各
自
（
勝

手
）
に
同
盟
を
結
ん
だ
。
彼
等
の
一
人
が
（
よ
り
劣
勢
な
る
）
他

（
の
都
督
）
を
討
ち
滅
ぼ
す
に
從
ひ
、
彼
は
後
者
の
所
領
を
併
せ
、
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そ
の
土
地
を
す
べ
て
荒
し
、
そ
の
住
民
を
食
ひ
盡
く
し
た
。
事
實
支

那
人
の
法
律
は
、
人
肉
を
食
ふ
こ
と
を
認
可
し
、
人
肉
が
諸
市
場

（m
a
rch

és
）
で
、
公
然
と
販
賣
さ
れ
て
居
る
（R

en
a
u
d
o
t;

p
p
.

3
4
-3

5
.

R
ein

a
u
d
;
T
o
m

e
I,

p
p
.

6
7
-6

8
.F

erra
n
d
;
p
.

7
8

）。

　R
en

a
u
d
o
t

譯
は
、「
支
那
人
の
法
律
」（la

lo
i
ch

in
o
ise

）
の

代
り
に
「
彼
等
の
宗
教
の
法
規
」（th

e
law

s
o
f
th

eir
relig

io
n

）

と
な
つ
て
居
る
。
そ
の
他
は
大
同
小
異
に
過
ぎ
ぬ
。

　F
erra

n
d

譯
は
こ
の
文
章
の
前
半
に
於
て
多
少
の
相
違
が
あ
つ

て
、

支
那
は
キ
ス
ラ
ー
（K

isrâ

）
の
時
、
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
が
ダ

リ
ウ
ス
大
王
を
殺
さ
し
め
て
、
ペ
ル
シ
ア
を
そ
の
將
軍
達
の

間
に
分
つ
た
時
に
、
ペ
ル
シ
ア
が
陷
つ
た
と
同
樣
の
状
態
と

な
つ
た
。
支
那
の
（
各
）
地
方
の
行
政
權
を
簒
つ
た
叛
徒
達

（reb
elles

）（
即
ち
獨
立
せ
る
地
方
都
督
達
）
は
、
國
王
の
許

可
も
命
令
も
な
し
に
、（
勝
手
に
）
彼
等
の
目
的
を
貫
徹
す
べ

く
、
相
互
に
助
け
合
つ
た
。
彼
等
の
一
人
が
よ
り
強
大
と
な
つ

て
、
よ
り
劣
勢
の
者
を
打
ち
倒
す
と
、
征
服
者
（V

a
in

q
u
eu

r

）

は
そ
の
國
を
奪
ひ
、
す
べ
て
を
荒
し
、
そ
の
住
民
の
す
べ
て

を
食
ひ
盡
く
し
た
。

と
な
つ
て
居
る
。
以
下
の
文
句
に
は
殆
ど
相
違
が
な
い
。

　
一
一

（
）
一
二

　
支
那
で
は
既
婚
の
男
子
が
既
婚
の
女
子
と
姦
通
す

る
時
は
、（
彼
等
は
）
死
刑
に
處
せ
ら
れ
る
。
泥
棒
（v

o
leu

rs

）
及

び
人
殺
（
を
行
う
た
人
）
達
（m

eu
rtriers

）
も
、
之
と
同
樣
で

あ
る
。
彼
等
（
死
刑
犯
罪
者
）
を
殺
す
方
法
を
茲
に
示
す
。
…
…

罪
人
を
望
み
通
り
の
状
態
に
置
く
と
、
特
に
そ
の
用
途
に
定
め
ら

れ
て
居
る
笞
を
以
て
、
罪
人
の
身
體
の
中
で
、
致
命
を
與
へ
得
べ

き
部
分
を
毆
打
す
る
。
毆
打
の
數
は
一
定
し
て
居
つ
て
、
そ
れ
を

超
過
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
か
く
て
そ
の
罪
人
は
蟲
の
息
を

餘
す
ば
か
り
で
あ
る
か
ら
、
彼
を
食
べ
る
に
違
ひ
な
い
人
々
（
の

手
）
に
引
渡
し
て
仕
舞
ふ
（R

en
a
u
d
o
t;

p
p
.

3
5
-3

6
.

R
ein

a
u
d
;

T
o
m

e
I,

p
p
.

6
9
-7

0
.

F
erra

n
d
;
p
p
.

7
9
-8

0

）。

　F
erra

n
d

譯
の
前
半
は
、

以
前
身
持
の
良
か
つ
た
二
人
の
男
女
が
、
姦
通
を
行
ふ
と
、（
彼

等
は
）
死
刑
に
處
せ
ら
れ
る
。
泥
棒
及
び
刺
客
達
（a

ssa
ssin

s

）

も
同
一
の
罰
を
受
け
る
。（
此
等
の
）
死
刑
犯
罪
者
は
次
の
如

き
方
法
で
、
刑
を
執
行
さ
れ
る
。

と
な
つ
て
居
る
。

　
以
上
が
『
印
度
支
那
物
語
』
中
に
見
え
て
居
る
、
支
那
人
の



8

C
a
n
n
ib

a
lism

に
關
す
る
記
事
の
す
べ
て
で
あ
る
。
こ
の
物
語
を

佛
譯
し
た
フ
ラ
ン
ス
の

R
ein

a
u
d

は
、
こ
の
記
事
に
疑
惑
を
挾

み
、
當
時
支
那
は
紛
亂
を
極
め
て
、
殆
ど
無
政
府
と
も
い
ふ
べ
き

時
代
で
あ
つ
た
か
ら
、
或
は
一
時
的
現
象
と
し
て
、
か
か
る
蠻
風

が
存
在
し
た
か
も
知
れ
ぬ
が
、
恐
ら
く
は
マ
ホ
メ
ッ
ト
教
徒
―――

A
b
û

Z
ay

d

―――
訛
傳
で
、
事
實
に
非
ざ
る
べ
し
と
解
釋
し
て
居

る
（R

ela
tio

n
d
es

V
oy

a
g
es.

T
o
m

e
II,

p
p
.

4
1
-4

2
.

N
o
te

1
3
9

）。
併
し
こ
はR

ein
a
u
d

が
、
支
那
に
古
代
か
ら
食
人
肉
の

風
習
が
存
在
し
、
殊
に
こ
の
物
語
の
時
代
、
即
ち
唐
末
に
於
て
、

こ
の
蠻
風
が
尤
も
廣
く
尤
も
盛
に
流
行
し
た
事
實
を
知
ら
ざ
る
故

で
、S

o
lay

m
a
n

やA
b
û

Z
ay

d

の
所
傳
に
は
、
何
等
誤
謬
が
な

い
の
で
あ
る
。

　一三
二
一
四

　　
支
那
人
は
世
界
に
誇
負
す
べ
き
悠
遠
な
る
文
化
を
有
せ
る
に
拘

ら
ず
、
彼
等
は
古
代
か
ら
現
時
に
至
る
ま
で
、
上
下
三
千
餘
年
に

亙
つ
て
、
繼
續
的
にC

a
n
n
ib

a
lism

の
蠻
習
を
も
つ
て
居
る
。
恐

ら
く
世
界
の
中
で
支
那
人
程
、
豐
富
な

C
a
n
n
ib

a
lism

の
史
料

を
傳
へ
て
居
る
國
民
は
他
に
あ
る
ま
い
。
古
代
か
ら
支
那
人
が
食

人
肉
の
風
習
を
有
し
た
こ
と
は
、
經
史
に
歴
然
た
る
確
證
が
存
在

し
て
、
毫
も
疑
惑
の
餘
地
が
な
い
。『
韓
非
子
』
の
難
言
篇
に
據
る

と
、
殷
の
紂
王
は
自
分
の
不
行
跡
を
諫
め
た
人
々
を
罪
し
、
翼
侯

を
炙
と
し
、
鬼
侯
を
腊
と
し
、
梅
伯
を
醢
に
し
た
と
い
ふ
。
炙
は

人
肉
を
炙
る
こ
と
、
腊
は
人
肉
を
乾
す
こ
と
、
醢
は
人
肉
を
　き
ざ莝　
み
、

麹
や
鹽
を
雜
へ
て
酒
漬
に
す
る
こ
と
で
、
何
れ
も
人
肉
を
食
用
に

供
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
調
理
法
に
過
ぎ
ぬ
。
紂
王
は
又
文
王

の
子
の
伯
邑
考
と
い
ふ
を
烹
て
　
あ
つ
も
の
羹　
と
な
し
、
そ
の
羹
を
文
王
に
食

せ
し
め
た
と
い
ふ
こ
と
で
、
西
晉
の
　ク
ワ
ウ
ホ
ヒ
ツ

皇
甫
謐　
の
『
帝
王
世
紀
』
――

―
『
史
記
正
義
』
の
殷
本
紀
の
注
に
引
く
所
に
據
る
―――
に
、

文
王
之
長
子
曰
㆓

伯
邑
考
㆒

。
質
㆓

於
殷
㆒

。
爲
㆓

紂
御
㆒

。
紂
烹

爲
㆑

羹
賜
㆓

文
王
㆒

曰
。
聖
人
當
㆑

不
㆑

食
㆓

其
子
羹
㆒

。
文
王
食
㆑

之
。
紂
曰
誰
謂
㆓

西
伯
聖
者
㆒

。
食
㆓

其
子
羮
㆒

尚
不
㆑

知
也
。

と
記
し
て
あ
る
。

『
帝
王
世
紀
』
や
『
韓
非
子
』
は
、
殷
末
を
距
る
こ
と
遠
い
記
録

で
、
そ
れ
ら
の
記
事
は
、
そ
の
儘
に
信
憑
出
來
ぬ
と
し
て
も
、
春

秋
戰
國
時
代
に
降
る
と
、
支
那
人
間
に
食
人
肉
の
風
習
の
行
は
れ

た
こ
と
は
、
そ
の
當
時
の
記
録
に
明
記
さ
れ
て
居
つ
て
疑
ふ
こ
と



9

が
出
來
ぬ
。
第
一
春
秋
の
霸
者
を
代
表
す
る
齊
桓
晉
文
、
何
れ
も

人
肉
を
食
用
し
た
。
齊
の
桓
公
が
魯
國
に
對
し
て
、
そ
の
仇
敵
た

る
管
仲
の
引
渡
し
を
要
求
し
た
時
の
口
上
を
、『
左
傳
』
の
莊
公
九

年
の
條
に
、「
管
仲
讎
也
。
請
受
而
甘
心
焉
」
と
記
し
て
あ
る
。『
史

記
』
の
齊
世
家
に
同
一
事
を
、「
請
得
而
醢
㆑

之
」
と
記
し
て
居
る
。

怨
あ
る
人
若
く
は
罪
あ
る
人
の
肉
を
醢
に
す
る
こ
と
は
、
春
秋
戰

國
時
代
を
通
じ
て
、
支
那
で
は
決
し
て
稀
有
で
な
か
つ
た
。
例
へ

ば
宋
人
が
宋
の
閔
公
を
弑
し
た
南
宮
萬
や
猛
護
を
醢
に
し
た
こ
と

が
、『
左
傳
』
莊
公
十
二
年
の
條
に
見
え
て
居
る
。
孔
門
の
子
路
が

衞
國
の
内
亂
の
際
に
、
そ
の
反
對
黨
の
爲
に
殺
さ
れ
て
肉
を
醢
に

せ
ら
れ
（『
禮
記
註
疏
』
卷
六
、
檀
弓
上
）、
又
齊
の
湣
王
の
軍
が

燕
に
侵
入
し
た
時
、
燕
の
奸
臣
子
之
を
醢
に
し
た
と
い
ふ
（『
史
記

集
解
』
燕
世
家
の
註
に
引
く
所
の
『
汲
冢
周
書
』）。
人
肉
食
用
の

風
習
の
存
在
を
承
認
せ
ず
に
は
、
人
肉
を
醢
に
す
る
と
い
ふ
記
事

を
了
解
す
る
こ
と
が
六
ヶ
敷
い
。

　
『
韓
非
子
』
に
、

桓
公
好
㆑

味
。
易
牙
蒸
㆓

其
首
子
㆒

而
進
㆑

之
（
二
柄
篇
）。

と
い
ひ
、
又
、

易
牙
爲
㆑

君
主
㆑

味
。
君
之
所
㆑

未
㆓

嘗
食
㆒

。
唯
人
肉
耳
。
易
牙

蒸
㆓

其
首
子
㆒

而
進
㆑

之
。
君
所
㆑

知
也
（
十
過
篇
）。

と
い
ふ
に
據
る
と
、
桓
公
は
そ
の
嬖
臣
易
牙
の
調
理
し
た
、
子
供

の
肉
を
食
膳
に
上
せ
て
、
舌
鼓
を
打
つ
た
も
の
と
認
め
ね
ば
な
ら

ぬ
。

　
晉
の
文
公
は
天
下
を
周
游
し
た
際
、
齊
に
往
き
桓
公
の
女
を
娶

つ
て
、
茲
に
一
生
を
託
せ
ん
と
し
た
。
彼
の
舅
に
し
て
從
臣
た
る

狐
偃
は
之
を
憂
ひ
、
彼
に
酒
を
勸
め
、
そ
の
沈
醉
中
に
齊
を
引
き

拂
つ
た
。
酒
覺
め
て
後
ち
、
此
の
處
置
に
不
滿
を
懷
い
た
文
公
は

狐
偃
を
罵
つ
て
、「
吾
食
㆓

舅
氏
之
肉
㆒

其
知
㆑

厭
乎
」（『
國
語
』
晉

語
四
）
と
い
ひ
、
之
れ
と
對
し
て
狐
偃
は
、「
偃
之
肉
腥
臊
。
將
焉

用
㆑

之
」（
同
上
）
と
申
し
て
居
る
。
こ
の
問
答
の
裡
に
も
、
髣
髴

と
し
て
當
時
食
人
肉
の
風
習
の
存
在
せ
し
こ
と
を
肯
定
せ
し
む
る

で
は
な
い
か
。
し
か
の
み
な
ら
ず
文
公
は
そ
の
周
游
中
、
食
盡
き

た
時
に
、
從
臣
の
一
人
な
る
介
子
推
の
股
肉
を
食
し
て
飢
を
凌
い

だ
こ
と
が
、『
莊
子
』
の
盜
跖
篇
に
、

介
子
推
至
忠
也
。
自
割
㆓

其
股
㆒

。
以
食
㆓

文
公
㆒

。

と
記
し
て
あ
る
。

　
晉
の
文
公
の
子
襄
公
の
時
、
晉
が
秦
と
兵
を
交
へ
た
。
秦
軍
大

敗
し
て
そ
の
大
將
の
百
里
奚
孟
明
視
等
が
捕
虜
と
な
つ
た
。
秦
の
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方
で
は
襄
公
に
こ
の
孟
明
視
等
の
引
渡
し
を
願
つ
て
、
自
分
の
手

で
嚴
重
な
處
分
を
加
へ
た
い
希
望
を
申
出
た
。『
左
傳
』
の
僖
公
三

十
三
年
の
條
に
、
そ
の
事
實
を
「
寡
君
若
得
而
食
㆑

之
不
㆑

厭
」
と

記
し
て
あ
る
。
秦
の
君
（
穆
公
）
が
、
孟
明
視
等
の
肉
を
食
う
て

も
、
飽
き
足
ら
ぬ
程
怒
つ
て
居
る
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
。
又
楚
の

莊
王
の
時
、
楚
が
晉
に
會
戰
す
る
こ
と
の
可
否
に
就
い
て
、
楚
の

令
尹
た
る
孫
叔
敖
と
、
莊
王
の
嬖
臣
の
伍
參
と
、
意
見
を
異
に
し

て
爭
論
せ
し
有
樣
を
、『
左
傳
』
の
宣
公
十
二
年
の
條
に
、

嬖
人
伍
參
欲
㆑

戰
。
令
尹
孫
叔
敖
弗
㆑

欲
。
曰
。
…
…
戰
而
不
㆑

捷
。
參
之
肉
其
足
㆑

食
乎
。
參
曰
。
…
…
不
㆑

捷
。
參
之
肉
將
㆑

在
㆓

晉
軍
㆒

可
㆑

得
㆑

食
乎
。

と
記
載
し
て
あ
る
。『
戰
國
策
』
の
中
山
策
の
條
を
見
る
と
、
中
山

の
君
が
そ
の
臣
下
に
外
國
に
内
通
す
る
噂
あ
る
者
に
對
し
て
、
吾

食
㆓

其
肉
㆒

。
不
㆓

以
分
㆒㆑

人
と
申
し
て
居
る
。
此
の
如
き
不
忠
な
る

者
に
は
殺
戮
を
加
へ
、
そ
の
肉
は
自
分
一
人
に
て
飽
食
す
る
と
い

ふ
こ
と
で
、
惡
む
こ
と
甚
し
き
意
味
を
述
べ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

齊
人
魯
仲
連
が
邯
鄲
城
内
で
、
趙
を
し
て
秦
を
尊
ん
で
帝
を
稱
せ

し
む
べ
く
運
動
中
の
、
梁
の
將
軍
新
垣
衍
に
面
會
し
て
、
そ
の
運

動
の
不
可
な
る
所
以
を
説
き
、「
吾
將
㆑

使
㆔

秦
王
。
烹
㆓

醢
梁
王
㆒

」

と
申
し
て
居
る
（『
史
記
』
卷
八
十
三
、
魯
仲
連
傳
）。
秦
の
帝
と
な

り
天
下
を
統
一
し
た
曉
に
は
、
趙
や
梁
（
魏
）
の
國
王
の
生
殺
の

權
は
、
秦
王
の
掌
握
に
歸
す
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
。
此
等
の
記
事

を
以
て
、
當
時
の
支
那
人
が
人
肉
を
食
用
し
た
、
直
接
の
證
據
に

供
す
る
こ
と
は
、
或
は
多
少
早
計
か
も
知
れ
ぬ
。
併
し
此
の
如
き

食
㆑

肉
と
か
醢
㆑

肉
と
か
い
ふ
言
顯
法
の
慣
用
さ
る
る
こ
と
は
、
そ

の
根
柢
に
、
人
肉
食
用
の
事
實
の
存
在
を
前
提
と
せ
ね
ば
、
理
會

し
難
い
と
思
ふ
。
か
か
る
文
句
の
疊
見
す
る
こ
と
は
、
や
が
て
古

代
の
支
那
人
間
に
、C

a
n
n
ib

a
lism

の
行
は
れ
た
、
間
接
の
證
據

に
供
し
て
差
支
あ
る
ま
い
。

　
東
周
の
定
王
の
十
三
年
（
西
暦
前
五
九
四
）
に
、
楚
の
莊
王
が

宋
を
圍
ん
だ
。
宋
軍
は
糧
食
空
乏
し
て
、
遂
に
和
を
願
ひ
出
で
た

が
、『
左
傳
』
に
そ
の
事
を
記
し
て
、

敝
邑
易
㆑

子
而
食
。
析
㆑

骸
而
爨
（
宣
公
十
五
年
）。

と
い
ひ
、『
列
子
』
の
説
符
篇
に
同
一
事
を
記
し
て
、

楚
攻
㆑

宋
圍
㆓

其
城
㆒

。
民
易
㆑

子
而
食
㆑

之
。
析
㆑

骸
而
炊
㆑

之
。

と
い
ふ
。『
戰
國
策
』
の
齊
策
に
、
齊
の
田
單
が
聊
城
に
燕
軍
を
攻

圍
し
た
時
の
有
様
を
記
し
て
、
食
㆑

人
炊
㆑

骨
と
あ
る
。
秦
漢
以
後

の
記
録
に
も
、
よ
く
此
等
と
同
一
、
若
く
は
類
似
の
文
句
が
見
當
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る
。
此
等
の
文
句
は
何
れ
も
城
守
困
乏
の
甚
し
き
状
況
を
形
容
し

た
も
の
と
も
解
し
得
る
け
れ
ど
も
、
後
世
飢
饉
の
際
に
、
支
那
人

は
彼
此
そ
の
子
を
易
へ
て
食
に
充
て
た
實
例
に
照
ら
す
と
、
又
籠

城
久
し
き
に
亙
る
場
合
、
支
那
人
は
よ
く
人
肉
を
糧
食
に
供
し
た

實
例
に
照
ら
す
と
、
此
等
の
文
句
は
、
單
な
る
形
容
以
上
に
、
幾

分
の
事
實
を
傳
へ
た
も
の
と
斷
ぜ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
『
莊
子
』
の
盜
跖
篇
に
據
る
と
、
孔
子
が
大
泥
棒
の
盜
跖
を
説

諭
に
出
掛
け
た
時
、
盜
跖
は
人
肉
を
肴
に
晝
食
を
取
り
な
が
ら
、

孔
子
を
恫
喝
し
て
、

疾
走
歸
。
不
㆑

然
。
我
將
㆘

以
㆓

子
肝
㆒

益
㆗

晝
餔
之
膳
㆖

。

と
い
う
た
。『
莊
子
』
に
は
寓
言
が
多
い
か
ら
、
孔
子
と
盜
跖
の
問

答
な
ど
は
、
勿
論
そ
の
儘
に
事
實
と
受
取
る
こ
と
が
出
來
ぬ
け
れ

ど
も
、
盜
跖
篇
の
作
者
が
、
此
の
如
き
文
句
を
使
用
し
て
居
る
點

が
、C

a
n
n
ib

a
lism

の
研
究
者
に
と
つ
て
、
一
顧
の
價
あ
る
と
思

ふ
。
荀
子
が
陵
墓
發
掘
の
こ
と
を
論
じ
て
、

雖
㆓

此
倮
而
埋
㆒㆑

之
。
猶
且
必
※
也
。
安
得
㆓

葬
埋
㆒

也
。
彼
乃

將
㆘

食
㆓

其
肉
㆒

。
而
齕
㆗

其
骨
㆖

也
（『
荀
子
』
正
論
篇
）。

と
い
へ
る
は
、
假
定
の
推
理
で
、
當
面
の
事
實
を
述
べ
た
も
の
で

は
な
い
が
、
併
し
彼
が
澆
季
の
時
勢
を
憤
慨
し
て
、「
故
脯
㆓

巨
人
㆒

而
炙
㆓

嬰
兒
㆒

矣
」（
正
論
篇
）
と
述
べ
た
る
所
は
、
彼
が
見
聞
し
た

事
實
と
認
む
べ
き
で
あ
ら
う
。『
戰
國
策
』
の
中
山
策
に
、
魏
の
樂

羊
が
中
山
を
圍
ん
だ
時
、
中
山
の
人
は
そ
の
城
中
に
居
つ
た
樂
羊

の
子
を
烹
て
羮
を
作
り
、
之
を
樂
羊
に
贈
つ
た
こ
と
を
記
し
て
、

樂
羊
爲
㆓

魏
將
㆒

攻
㆓

中
山
㆒

。
其
子
時
在
㆓

中
山
㆒

。
中
山
君
烹
㆑

之
作
㆑

羮
致
㆓

於
樂
羊
㆒

。
樂
羊
食
㆑

之
。

と
い
ひ
、
ほ
ぼ
同
一
の
記
事
が
『
韓
非
子
』（
説
林
上
篇
）
に
も
見

え
て
居
る
の
は
、
明
か
に
人
肉
食
用
の
事
實
で
あ
る
。

　
若
し
仔
細
に
先
秦
の
經
傳
諸
子
を
點
檢
し
た
な
ら
ば
、
更
に
幾

多
の
材
料
を
提
供
し
得
る
で
あ
ら
う
が
、
上
來
の
憑
據
だ
け
で
も
、

十
分
に
支
那
古
代
に
於
け
る

C
a
n
n
ib

a
lism

の
存
在
を
證
明
す

る
に
足
る
と
思
ふ
。

　一五
三
一
六

　　
秦
漢
以
後
も
歴
代
の
正
史
記
録
に
、C

a
n
n
ib

a
lism

の
事
實
が

疊
出
し
て
居
つ
て
、
支
那
人
の
人
肉
を
食
用
す
る
の
は
、
決
し
て

一
時
の
偶
發
で
な
く
、
寧
ろ
そ
の
傳
統
的
慣
習
な
る
こ
と
を
發
見

す
る
こ
と
が
出
來
る
。『
史
記
』
の
項
羽
本
紀
を
見
る
と
、
漢
楚
交
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戰
時
代
に
、
楚
の
項
羽
は
漢
の
高
祖
の
父
太
公
を
擒
と
し
て
、
之

を
俎
上
に
置
い
て
高
祖
を
威
嚇
し
た
。
高
祖
は
之
に
對
し
て
「
幸

分
㆓

我
一
桮
羮
㆒

」
と
對
へ
て
居
る
。
高
祖
は
又
彭
越
を
誅
戮
し
、

そ
の
肉
を
醢
に
し
て
、
徧
く
諸
侯
に
賜
う
た
（『
史
記
』
卷
九
十

一
、
黥
布
傳
）。
こ
の
應
對
、
こ
の
處
分
は
、
何
れ
も
食
人
肉
の
風

習
と
關
係
あ
る
も
の
で
あ
る
ま
い
か
。

　
支
那
に
は
古
來
飢
饉
が
多
い
。
飢
饉
の
場
合
に
は
一
般
に
人
肉

食
用
が
行
は
れ
る
。
試
に
『
前
漢
書
』『
後
漢
書
』
に
據
つ
て
、
兩

漢
時
代
に
於
け
る
實
例
を
示
す
と
下
の
如
く
で
あ
る
。

　

年
代
　
「
記
事
」（
出
典
）

｛
高
祖
二
年
（
西
暦
前
二
〇
五
）？
｝
　
「
漢
興
接
㆓

秦
之
敝
㆒

。

諸
侯
竝
起
。
民
失
㆓

作
業
㆒

。
而
大
飢
饉
。
凡
米
石
五
千
。
人
相

食
。
死
者
過
半
。
高
祖
乃
令
㆜

民
得
㆛

賣
㆑

子
。
就
㆚

食
蜀
漢
㆙

。」

（『
前
漢
書
』
食
貨
志
）

高
祖
二
年
（
前
二
〇
五
）
六
月
　
「｛
關
中
大
飢
。
米
斛
萬
錢
。

人
相
食
。
令
㆘

民
就
㆗

食
蜀
漢
㆖

。｝」（『
前
漢
書
』
高
祖
本
紀
）

武
帝
建
元
三
年
（
前
一
三
八
）
春
　
「
河
水
溢
㆓

于
平
原
㆒

。
大

飢
。
人
相
食
。」（『
前
漢
書
』
武
帝
本
紀
）

武
帝
｛
建
元
六
年
（
前
一
三
五
）？
｝
　
「
河
南
貧
人
傷
㆓

水

旱
㆒

。
萬
餘
家
。
或
父
子
相
食
。」（｛『
資
治
通
鑑
』
建
元
六
年

條
｝）

武
帝
｛
鼎
元
三
年
（
前
一
一
四
）
四
月
｝
　
「
關
東
郡
國
十

餘
飢
。
人
相
食
。」（『
前
漢
書
』
武
帝
本
紀
）

元
帝
初
元
元
年
（
前
四
八
）
九
月
　
「
關
東
郡
國
十
一
。
大

水
。
飢
。
或
人
相
食
。
轉
㆓

旁
郡
錢
穀
㆒

。
以
相
救
。」（『
前
漢

書
』
元
帝
本
紀
）

元
帝
初
元
二
年
（
前
四
七
）
六
月
　
「
齊
地
飢
。
穀
石
三
百

（
？
）
餘
。
民
多
餓
死
。
琅
邪
郡
人
相
食
。」（『
前
漢
書
』
食

貨
志
）

成
帝
永
始
二
年
（
前
一
五
）
　
「
梁
國
平
原
郡
。
比
年
傷
㆓

水

災
㆒

。
人
相
食
。」（
同
右
）

王
莽
天
鳳
元
年
（
一
四
）
　
「
縁
邊
大
饑
。
人
相
食
。」（『
前

漢
書
』
王
莽
傳
）

王
莽
地
皇
三
年
（
二
二
）
二
月
　
「
關
東
人
相
食
。」（
同
右
）

｛
王
莽
時
｝
　
「｛
北
邊
及
青
徐
地
。
人
相
食
。
雒
陽
以
東
米

石
二
千
。｝」（『
前
漢
書
』
食
貨
志
）

｛
光
武
帝
建
武
元
年
（
二
五
）？
｝
　
「
民
饑
餓
相
食
。
死
者
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數
十
萬
。
長
安
爲
㆑

虚
。
城
中
無
㆓

人
行
㆒

。」（『
前
漢
書
』
王

莽
傳
）

光
武
帝
建
武
二
年
（
二
六
）
　
「
三
輔
大
饑
。
人
相
食
。
城

郭
皆
空
。
白
骨
蔽
㆑

野
。」（｛『
資
治
通
鑑
』
建
武
二
年
條
｝）

安
帝
永
初
二
年
（
一
〇
八
）
正
月
　
「
時
州
郡
大
饑
。
米
石

二
千
。
人
相
食
。
老
弱
相
㆓

棄
道
路
㆒

。」（『
後
漢
書
』
安
帝
本

紀
註
）

同
三
年
（
一
〇
九
）
三
月
　
「
京
師
大
饑
。
民
相
食
。
…
…

詔
曰
。
朕
…
…
至
㆑

令
㆘

百
姓
饑
荒
。
更
相
噉
食
㆖

。
永
懷
㆓

悼

歎
㆒

。」（『
後
漢
書
』
安
帝
本
紀
）

同
三
年
（
一
〇
九
）
十
二
月
　
「
并
涼
二
州
大
饑
。
人
相
食
。」

（
同
右
）

桓
帝
元
嘉
元
年
（
一
五
一
）
四
月
　
「
任
城
梁
國
饑
。
民
相

食
。」（『
後
漢
書
』
桓
帝
本
紀
）

桓
帝
永
壽
元
年
（
一
五
五
）
二
月
　
「
司
隷
冀
州
饑
。
人
相

食
。」（
同
右
）

靈
帝
建
寧
三
年
（
一
七
〇
）
正
月
　
「
河
内
人
婦
食
㆑

夫
。
河

南
人
夫
食
㆑

婦
。」（『
後
漢
書
』
靈
帝
本
紀
）

獻
帝
興
平
元
年
（
一
九
四
）
　
「
是
歳
穀
一
斛
五
十
萬
。
豆

麥
一
斛
二
十
萬
。
人
相
食
啖
。
白
骨
委
積
。」（『
後
漢
書
』
獻

帝
本
紀
）

獻
帝
建
安
二
年
（
一
九
七
）
　
「
是
歳
饑
。
江
淮
間
民
相
食
。」

（
同
右
）

　　
就
中
王
莽
の
末
年
天
下
騷
擾
の
際
に
、C

a
n
n
ib

a
lism

が
尤
も

廣
い
範
圍
に
行
は
れ
た
。『
後
漢
書
』
卷
六
十
九
あ
た
り
の
列
傳
を
一

瞥
し
て
も
、
容
易
に
當
時
の
光
景
を
想
像
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
三

國
兩
晉
以
來
隋
唐
時
代
に
か
け
て
も
、
支
那
人
のC

a
n
n
ib

a
lism

の
證
據
は
澤
山
見
え
る
。
一
々
の
歴
擧
は
餘
り
に
煩
雜
な
る
を
恐

れ
て
見
合
せ
、
そ
の
泰
甚
な
る
實
例
四
五
だ
け
を
紹
介
し
た
い
。

東
晉
の
末
に
孫
恩
と
い
ふ
海
賊
が
あ
つ
て
、
東
南
沿
海
地
方
を
暴

掠
し
𢌞
つ
た
。
彼
は
各
地
方
の
縣
令
を
擒
に
す
る
と
、
そ
の
肉
を

醢
に
し
て
縣
令
の
妻
子
に
食
は
し
め
、
躊
躇
す
る
者
は
支
解
し
た

―――
「
醢
㆓

諸
縣
令
㆒

。
以
食
㆓

其
妻
子
㆒

。
不
㆓

肯
食
㆒

者
。
輙
支
㆓

解

之
㆒

。」（『
資
治
通
鑑
』
晉
紀
三
十
、
隆
安
三
年
の
條
）
―――
と
い

ふ
。
慘
酷
至
極
の
話
で
は
な
い
か
。

　
君
に
反
き
上
に
逆
ふ
不
忠
の
輩
は
、
之
を
殺
戮
し
て
そ
の
肉
を

食
ひ
、
若
く
は
官
民
を
し
て
そ
の
肉
を
食
は
し
む
る
こ
と
は
、
支
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那
の
古
代
か
ら
實
行
さ
れ
て
居
つ
て
、
決
し
て
珍
ら
し
い
事
實
で

な
い
。
隋
の
煬
帝
が
叛
臣
の
斛
斯
政
を
捕
へ
て
之
を
誅
戮
し
、
そ

の
肉
を
烹
て
、
百
官
を
し
て
之
を
食
せ
し
め
た
。
百
官
の
或
る
者

は
、
成
る
べ
く
多
量
に
そ
の
肉
を
飽
食
し
て
、
煬
帝
の
歡
心
を
買

つ
た
と
い
ふ
（『
資
治
通
鑑
』
隋
紀
六
、
大
業
十
年
の
條
）。
や
や

事
情
を
異
に
す
る
が
、
宋
の
文
帝
を
弑
し
て
、
一
時
帝
位
を
簒
つ

た
劉
劭
の
羽
翼
と
な
つ
た
張
超
之
は
、
や
が
て
失
敗
す
る
と
、
將

校
士
卒
の
爲
に
殺
害
せ
ら
れ
、
且
つ
彼
等
の
餌
食
と
な
つ
た
。

｛
張
超
之
｝
…
…
爲
㆓

亂
兵
所
㆒㆑

殺
。
割
㆑

腸
胯
㆑

心
。
臠
㆓

剖
其

肉
㆒

。
諸
將
生
㆓

噉
之
㆒

。
焚
㆓

其
頭
骨
㆒

（『
宋
書
』
卷
九
十
九
、

二
凶
傳
）。

こ
れ
が
當
時
の
記
載
で
あ
る
。

　
『
資
治
通
鑑
』
貞
觀
十
七
年
（
西
暦
六
四
三
）
の
條
に
、
太
宗

が
そ
の
猛
將
丘
行
恭
が
逆
臣
の
心
肝
を
食
し
た
こ
と
を
責
め
て
、

※
尉
游
文
芝
。
告
㆓

代
州
都
督
劉
蘭
成
謀
反
㆒

。
…
…
蘭
成
坐
㆓

腰
斬
㆒

。
右
武
侯
將
軍
丘
行
恭
。
探
㆓

蘭
成
心
肝
㆒

食
㆑

之
。
上

聞
而
讓
㆑

之
曰
。
蘭
成
謀
反
。
國
有
㆓

常
刑
㆒

。
何
至
㆑

如
㆑

此
。

若
以
爲
㆓

忠
孝
㆒

。
則
太
子
諸
王
。
先
食
㆑

之
矣
。
豈
至
㆑

卿
邪
。

行
恭
慙
而
拜
謝
。

と
あ
る
。
太
宗
の
見
識
は
流
石
で
あ
る
が
、
唐
一
代
を
見
渡
す
と
、

依
然
と
し
て
こ
の
野
蠻
な
私
刑
（
？
）
が
、
實
行
さ
れ
又
は
默
許

さ
れ
た
。
玄
宗
時
代
の
宦
官
揚
思
勖
が
、
賊
臣
に
内
通
し
た
官
吏

を
處
分
し
た
時
の
状
況
が
、『
舊
唐
書
』
に
「
探
㆓

取
其
心
㆒

。
截
㆓

去

手
足
㆒

。
割
㆑

肉
而
啖
㆑

之
」（
卷
百
八
十
四
、
宦
官
傳
）
と
記
さ
れ

て
あ
る
。
徳
宗
時
代
の
大
將
李
懷
光
は
、
そ
の
養
子
の
石
演
芬
が
、

己
に
反
對
す
る
の
を
怒
つ
て
、
そ
の
左
右
に
命
じ
て
之
を
臠
食
せ

し
め
ん
と
し
た
（『
資
治
通
鑑
』
唐
紀
四
十
六
、
興
元
元
年
の
條
、

『
舊
唐
書
』
卷
百
八
十
七
、
下
、
忠
義
傳
）。
さ
れ
ばS

o
lay

m
a
n

の
傳
ふ
る
所
（
）
は
悉
く
事
實
と
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
隋
唐
時
代

の
支
那
人
は
反
逆
者
を
殺
し
て
、
そ
の
肉
を
食
し
た
こ
と
も
事
實

で
あ
れ
ば
、
彼
等
は
病
死
の
者
を
除
き
、
杖
殺
さ
れ
た
又
は
斬
殺

さ
れ
た
者
の
肉
を
、
平
氣
で
食
用
し
た
こ
と
も
事
實
で
あ
る
。

　
支
那
人
のC

a
n
n
ib

a
lism

の
實
例
を
擧
ぐ
る
場
合
に
、
決
し
て

隋
末
唐
初
に
出
た
朱
粲
の
こ
と
を
逸
し
て
は
な
ら
ぬ
。
彼
は
劇
賊

の
首
領
で
、
二
十
萬
の
部
下
を
率
ゐ
て
中
原
を
横
行
し
、
到
る
所

で
居
人
を
掠
奪
殺
戮
し
て
粮
食
に
充
て
た
。『
舊
唐
書
』
に
こ
の
事

實
を
次
の
如
く
記
述
し
て
あ
る
。

｛
朱
粲
｝
軍
中
罄
竭
。
無
㆑

所
㆓

虜
掠
㆒

。
乃
取
㆓

嬰
兒
㆒

蒸
而
噉
㆑
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之
。
因
令
㆓

軍
士
㆒

曰
。
食
之
美
者
。
寧
過
㆓

於
人
肉
㆒

乎
。
但

令
㆓

他
國
有
㆒㆑

人
。
我
何
所
㆑

慮
。
即
勒
㆓

所
部
㆒

。
有
㆓

略
得
婦

人
小
兒
㆒

。
皆
烹
㆑

之
分
給
㆓

軍
士
㆒

。
乃
税
㆓

諸
城
堡
㆒

。
取
㆓

小

弱
男
女
㆒

。
以
益
㆓

兵
粮
㆒

（
卷
五
十
六
、
朱
粲
傳
）。

　
有
名
な
る
顏
之
推
の
子
の
顏
愍
楚
は
、
朱
粲
の
軍
に
囚
は
れ
て

そ
の
幕
僚
と
な
つ
た
が
、
後
に
軍
中
食
に
乏
し
く
な
る
と
、
彼
の

一
家
を
擧
げ
て
朱
粲
に
噉
ひ
盡
さ
れ
た
と
い
ふ
。
彼
は
人
か
ら
人

肉
の
滋
味
を
聞
か
れ
た
時
、「
若
噉
㆓

嗜
㆑

酒
之
人
㆒

。
正
似
㆓

糟
藏
猪

肉
㆒

」
と
答
へ
て
居
る
。
誠
に
驚
く
べ
き
食
人
鬼
で
は
な
い
か
。

　一七
四
一
八

　　
古
來
支
那
で
革
命
の
起
る
際
に
は
、
國
内
の
秩
序
が
立
た
ず
、

又
擾
亂
の
爲
に
農
耕
が
廢
し
て
、
穀
物
が
缺
乏
す
る
か
ら
、
自
然

人
肉
の
食
用
が
盛
に
行
は
る
る
の
が
一
の
慣
例
と
な
つ
て
居
る
。

既
に
東
漢
の
王
充
が
、「
敗
亂
之
時
。
人
相
啖
食
」（『
論
衡
』
卷
二

十
、
論
死
篇
）
と
公
言
し
た
程
で
あ
る
。
就
中
唐
の
末
期
に
、
こ

の
蠻
風
が
前
代
の
慣
例
以
上
に
甚
し
く
流
行
し
た
。
こ
の
事
實
が

當
時
支
那
に
往
來
し
た
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
教
徒
の
見
聞
に
觸
る
る
の

は
、
當
然
と
申
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
今
試
に
『
資
治
通
鑑
』
に
據
つ

て
、A
b
û

Z
ay

d

の
時
代
に
當
該
す
る
、
四
十
年
間
に
起
つ
た
食

人
肉
に
關
す
る
記
事
を
左
に
開
列
す
る
。
勿
論
こ
は
『
資
治
通
鑑
』

一
書
に
見
え
た
記
事
の
み
で
、
他
の
公
私
の
記
録
を
廣
く
渉
獵
し

た
も
の
で
な
い
か
ら
、
必
し
も
當
時
に
於
け
る
人
肉
食
用
の
事
實

を
、
悉
く
網
羅
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
を
、
特
に
附
記
し
て
置
く
。

　

年
代
　
「
記
事
」

（１）
唐
僖
宗
中
和
二
年
（
八
八
二
）
四
月
　
「
長
安
城
中
。
斗

米
直
三
十
緡
。
賊
賣
㆓

（
買
？
）
人
於
官
軍
㆒

以
爲
㆑

糧
。
官
軍

或
執
㆓

山
寨
之
民
㆒

（
良
民
避
㆑

亂
入
㆑

山
築
㆑

柵
自
保
者
）
鬻
㆑

之
。
人
直
數
百
緡
。
以
㆓

肥
瘠
㆒

論
㆑

價
。」

（２）
僖
宗
中
和
三
年
（
八
八
三
）
六
月
　
「
時
民
間
無
㆓

積
聚
㆒

。

｛
黄
巣
｝
賊
掠
㆑

人
爲
㆑

糧
。
生
投
㆓

於
碓
磑
㆒

。
併
㆑

骨
食
㆑

之
。

號
㆓

給
糧
之
處
㆒

。
曰
㆓

舂
磨
寨
㆒

。」

（３）
僖
宗
光
啓
三
年
（
八
八
七
）
六
月
　
「｛
揚
州
｝
城
中
乏
㆑

食
。
樵
採
路
絶
。
宣
州
軍
始
食
㆑

人
。」

（４）
同
年
九
月
　
「
高
駢
在
㆓

｛
揚
州
城
内
｝
道
院
㆒

。
秦
彦
供

給
甚
薄
。
左
右
無
㆑

食
。
至
㆘

然
㆓

木
像
㆒

。
煮
㆓

束
帶
㆒

食
㆑

之
。
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有
㆗

相
啗
者
㆖

。」

（５）
同
年
十
月
　
「
楊
行
密
圍
㆓

廣
陵
（
揚
州
）
㆒

。
且
㆓

半
年
㆒

。

城
中
無
㆑

食
。
米
斗
直
錢
五
十
緡
。
草
根
木
實
皆
盡
。
以
㆓

菫

泥
㆒

爲
㆑

食
㆑

之
。
餓
死
者
大
半
。
宣
｛
州
｝
軍
掠
㆑

人
。
詣
㆑

肆

賣
㆑

之
。
驅
縛
屠
割
。
如
㆓

羊
豕
㆒

。
訖
無
㆓

一
聲
㆒

。
積
骸
流
血
。

滿
㆓

於
坊
市
㆒

。」

（６）
僖
宗
文
徳
元
年
（
八
八
八
）
二
月
　
「｛
李
｝
罕
之
。
所

部
。
不
㆓

耕
稼
㆒

。
專
以
㆓

剽
掠
㆒

爲
㆑

貨
。
啗
㆑

人
爲
㆑

糧
。」

（７）
昭
宗
龍
紀
元
年
（
八
八
九
）
六
月
　
「
楊
行
密
圍
㆓

宣
州
㆒

。

城
中
食
盡
。
人
相
啗
。」

（８）
昭
宗
大
順
二
年
（
八
九
一
）
四
月
　
「｛
王
｝
建
陰
令
㆘

東
川
將
唐
友
通
等
。
擒
㆓

｛
韋
｝
昭
度
親
吏
駱
保
於
行
府
門
㆒

。

臠
㆗

食
之
㆖

。」

（９）
）
同
年
七
月
　
「｛
孫
儒
｝
悉
焚
㆓

揚
州
廬
舍
㆒

。
盡
驅
㆓

丁

壯
及
婦
女
㆒

度
㆑

江
。
殺
㆓

老
弱
㆒

以
充
㆑

食
。」

（10）
昭
宗
景
福
二
年
（
八
九
三
）
二
月
　
「｛
李
｝
克
用
逆
㆓

｛
王
鎔
軍
｝
㆒

。
戰
㆓

於
叱
日
嶺
下
㆒

。
大
破
㆑

之
。
斬
首
萬
餘

級
。
河
東
軍
無
㆑

食
。
脯
㆓

其
尸
㆒

而
啗
㆑

之
。」

（11）
）
昭
宗
乾
寧
元
年
（
八
九
四
）
五
月
　
「
王
建
攻
㆓

彭
州
㆒

。

城
中
人
相
食
。」

（12）
昭
宗
天
復
二
年
（
九
〇
二
）
十
一
月
　
「
是
冬
大
雪
。｛
鳳

翔
｝
城
中
食
盡
。
凍
餒
死
者
。
不
㆑

可
㆑

勝
㆑

計
。
或
臥
未
㆑

死
。

已
爲
㆓

人
所
㆒㆑

※
。
市
中
賣
㆓

人
肉
㆒

。
斤
直
錢
百
。
犬
肉
直
五

百
。｛
李
｝
茂
貞
儲
※
亦
竭
。
以
㆓

犬
彘
㆒

供
㆓

御
膳
㆒

。
上
鬻
㆓

御
衣
及
小
皇
子
衣
於
市
㆒

。
以
充
㆑

用
。」

（13）
昭
宜
帝
天
祐
三
年
（
九
〇
六
）
九
月
　
「
汴
軍
築
㆑

壘
圍
㆓

滄
州
㆒

。
…
…
城
中
食
盡
。
丸
㆑

土
而
食
。
或
互
相
掠
啖
。」

（14）
後
梁
太
祖
開
平
三
年
（
九
〇
九
）
十
二
月
　
「
劉
守
光
圍
㆓

滄
州
㆒

。
…
…
城
中
食
盡
。
民
食
㆓

菫
泥
㆒

。
軍
士
食
㆑

人
。
…
…

呂
兗
選
㆓

男
女
羸
弱
者
㆒

。
飼
以
㆓

麹
麪
㆒

而
烹
㆑

之
。
以
給
㆓

軍

食
㆒

。
謂
㆓

之
宰
殺
務
㆒

。」

（15）
太
祖
乾
化
元
年
（
九
一
一
）
八
月
　
「｛
劉
｝
守
光
怒
㆓

｛
孫
鶴
之
諫
㆒㆑

己
｝。
伏
㆓

諸
質
上
㆒

。
令
㆓

軍
士
※
而
噉
㆒㆑

之
。」

（16）
末
帝
貞
明
二
年
（
九
一
六
）
九
月
　
「
晉
人
圍
㆓

貝
州
㆒

踰
㆑

年
。
…
…
城
中
食
盡
。
噉
㆑

人
爲
㆑

糧
。」
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（17）
末
帝
龍
徳
二
年
（
九
二
二
）
九
月
　
「
鎭
州
食
竭
力
盡
。
…
…

｛
晉
軍
入
㆑

城
｝
執
㆓

｛
張
｝
處
瑾
兄
弟
家
人
。
及
其
黨
高
濛
、

李
翥
、
齊
儉
㆒

。
送
㆓

行
臺
㆒

。
趙
人
皆
請
而
食
㆑

之
。」

　　
上
の
（２）
に
紹
介
し
た
黄
巣
の
賊
徒
の
狼
藉
は
、『
舊
唐
書
』
卷

二
百
下
の
黄
巣
傳
に
、
今
少
し
く
詳
細
に
、

關
東
仍
歳
無
㆓

耕
稼
㆒

。
人
餓
倚
㆓

牆
壁
間
㆒

。
賊
俘
㆑

人
而
食
。

日
殺
㆓

數
千
㆒

。
賊
有
㆓

舂
磨
砦
㆒

。
爲
㆓

巨
碓
數
百
㆒

。
生
納
㆓

人

於
臼
㆒

碎
㆑

之
。
合
㆑

骨
而
食
。

と
記
し
て
あ
る
。
數
千
幾
萬
の
無
辜
の
良
民
を
、
生
き
な
が
ら
碓

に
て
舂
き
、
磑
に
て
磨
し
て
食
用
に
供
す
る
と
は
、
誠
に
前
代
未

聞
の
慘
事
と
申
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
殊
に
又
賊
軍
討
伐
の
任
に
當
れ

る
官
軍
が
、
却
つ
て
良
民
を
執
へ
、
之
を
金
に
換
へ
て
賊
軍
の
糧

食
に
資
す
る
が
如
き
は
、
支
那
以
外
の
他
國
で
は
、
到
底
見
當
ら

ぬ
　と
つ
と
つ

咄
　々
怪
事
と
思
ふ
。

　
唐
の
中
世
以
後
揚
州
は
支
那
第
一
の
大
都
會
で
あ
つ
た
。
當
時

揚
一
と
い
ふ
諺
が
あ
つ
て
、
富
庶
繁
華
を
以
て
天
下
に
冠
絶
し
て

居
つ
た
。
所
が
唐
末
紛
擾
の
際
に
、
殊
に
當
時
の
軍
界
の
元
勳
た

る
淮
西
節
度
使
の
高
駢
が
失
勢
し
て
以
來
、
揚
州
は
群
雄
爭
奪
の

區
と
な
り
、
多
年
修
羅
の
巷
と
な
つ
た
。『
舊
唐
書
』
に
そ
の
光
景

を
傳
へ
て
、
次
の
如
く
記
し
て
あ
る
。

廣
陵
（
揚
州
）
大
鎭
。
富
甲
㆓

天
下
㆒

。
自
㆓

｛
畢
｝
師
鐸
、
秦

彦
之
後
㆒

。
孫
儒
｛
楊
｝
行
密
。
繼
踵
相
攻
。
四
五
年
間
。
連
㆑

兵
不
㆑

息
。
廬
舍
焚
蕩
。
民
戸
喪
亡
。
廣
陵
之
雄
富
掃
㆑

地
矣

（
卷
百
八
十
二
、
秦
彦
傳
）。

　
こ
の
間
揚
州
の
住
民
は
、
文
字
通
り
に
塗
炭
の
苦
を
受
け
、
魚

肉
の
厄
に
罹
つ
た
。『
五
代
史
記
』
に
上
の

（５）
に
紹
介
し
た
同
一

事
實
を
記
し
て
、

是
時
城
中
倉
庫
空
虚
。
飢
民
相
殺
而
食
。
其
夫
婦
父
子
。
自

相
牽
。
就
㆑

屠
賣
㆑

之
。
屠
者
※
剔
如
㆓

羊
豕
㆒

（
卷
六
十
一
上
、

呉
世
家
）。

と
傳
へ
て
居
る
。
酸
鼻
至
極
の
記
事
で
は
な
い
か
。

　
揚
州
は
唐
代
の
外
國
貿
易
港
の
一
で
、
多
數
の
マ
ホ
メ
ッ
ト
教

徒
が
茲
に
滯
在
し
て
居
つ
た
（
大
正
八
年
十
月
の
『
史
學
雜
誌
』
に

掲
げ
た
拙
稿
「
イ
ブ
ン
・
コ
ル
ダ
ー
ド
ベ
ー
に
見
え
た
る
支
那
の
貿

易
港
」
六
二
―
六
四
頁
一
九

）。
黄
巣
の
反
亂
は
廣
く
且
つ
詳
に
、
マ

ホ
メ
ッ
ト
教
徒
の
間
に
知
ら
れ
て
居
つ
た
（R

ein
a
u
d
;
R

ela
tio

n
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d
es

V
oy

a
g
es.

T
o
m

e
I,

p
p
.

（６）
（９）
（10）
の
李
克
用
の
場
合
の
ご

と
き
は
、
大
體
に
於
て
後
者
に
屬
す
べ
き
も
の
で
、A

b
û

Z
ay

d

の
記
事
の
正
確
な
る
こ
と
を
保
證
す
べ
き
實
例
で
あ
る
。
敵
國
を

侵
略
若
く
ば
併
合
す
る
際
に
、
敵
の
捕
虜
を
噉
食
す
る
と
い
ふ
蠻

習
は
、
こ
の
以
後
で
も
時
々
支
那
で
實
行
さ
れ
た
。
北
宋
の
初
期

の
乾
徳
元
年
（
西
暦
九
六
三
）
に
、
宋
軍
が
湖
南
征
伐
を
行
う
た

際
、
宋
の
兵
馬
都
監
李
處
耘
の
部
下
は
敵
の
捕
虜
を
噉
食
し
た
。

『
宋
史
』
に
こ
の
事
實
を
、

｛
宋
軍
｝
至
㆓

敖
山
砦
㆒

。
賊
棄
㆑

砦
走
。
俘
獲
甚
衆
。｛
李
｝

處
耘
釋
㆓

所
㆑

俘
體
肥
者
數
十
人
㆒

。
令
㆔

左
右
分
㆓

啗
之
㆒

。
黥
㆓

其
少
健
者
㆒

。
令
㆔

先
入
㆓

朗
州
㆒

。
…
…
黥
者
先
入
㆑

城
。
言
㆔

被
㆑

擒
者
悉
爲
㆓

大
軍
所
㆒㆑

啗
。
朗
人
大
懼
。
縱
㆑

火
焚
㆑

城
而
潰

（
卷
二
百
五
十
七
、
李
處
耘
傳
）。

と
記
し
て
あ
る
。
こ
の
李
處
耘
は
實
に
宋
の
太
宗
の
皇
后
、
即
ち

明
徳
皇
后
の
實
父
に
當
る
か
ら
驚
く
。

　
李
處
耘
と
關
聯
し
て
憶
ひ
出
さ
れ
る
の
は
、
同
時
代
の
王
繼
勳

で
あ
る
。
彼
は
宋
の
太
祖
の
皇
后
即
ち
孝
明
皇
后
の
近
親
で
あ
る

が
、
性
疎
暴
で
屡
〻
そ
の
使
役
せ
る
子
女
を
殺
し
食
し
た
と
い
ふ
。

こ
の
人
に
關
し
て
は
、
南
宋
の
趙
與
時
の
『
賓
退
録
』
卷
七
に
下

の
如
く
傳
へ
て
あ
る
。

本
朝
王
繼
勳
。
孝
明
皇
后
母
弟
。
太
祖
時
屡
以
㆑

罪
貶
。
後

以
㆓

右
監
門
衞
率
府
副
率
㆒

。
分
㆓

司
西
京
㆒

。
殘
暴
愈
甚
。
強

市
㆓

民
間
子
女
㆒

。
以
備
㆓

給
使
㆒

。
小
不
㆑

如
㆑

意
。
即
殺
而
食
㆑

之
。
以
㆓

※
櫝
㆒

貯
㆓

其
骨
㆒

。
棄
㆓

之
野
外
㆒

。
女
僧
及
鬻
㆑

棺

者
。
出
㆓

入
其
門
㆒

不
㆑

絶
。
太
宗
即
位
。
會
有
㆓

訴
者
㆒

。
斬
㆓

于
洛
陽
市
㆒

。

　
但A

b
û

Z
ay

d

が
支
那
人
の
法
律
は
人
肉
を
食
す
る
こ
と
を
認

可
す
と
い
へ
る
一
節
は
、
多
少
の
説
明
を
要
す
る
。
既
に
孟
子
も

「
獸
相
食
。
且
人
惡
㆑

之
」（
梁
惠
王
上
）
と
申
し
て
居
る
位
で
、
支

那
人
と
て
人
肉
の
相
食
む
の
を
尋
常
の
出
來
事
と
し
て
看
過
す
る

筈
が
な
い
。
現
に
唐
の
張
巡
が
忠
義
の
爲
と
は
い
へ
、
人
肉
を
食

し
た
こ
と
に
對
し
て
す
ら
、
一
部
の
非
難
が
あ
つ
た
（『
新
唐
書
』

卷
百
九
十
二
、
張
巡
傳
）。
支
那
人
の
法
律
が
主
義
と
し
て
人
肉

食
用
を
公
認
す
る
筈
が
な
い
。
さ
れ
どA

b
û

Z
ay

d

の
時
代
、
即

ち
唐
末
か
ら
五
代
の
初
期
に
か
け
て
、
支
那
國
内
の
秩
序
亂
れ
綱

紀
壞
ぶ
れ
、
所
在
の
市
場
で
人
肉
の
公
賣
さ
れ
た
こ
と
は
、
疑
な

き
事
實
で
あ
る
。『
五
代
史
記
』
も
『
資
治
通
鑑
』
も
、
揚
州
の
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市
場
で
公
然
人
肉
の
販
賣
さ
れ
た
事
實
を
明
記
し
て
あ
る
。
即
ち

事
實
と
し
て
は
、
當
時
の
支
那
官
憲
は
、
人
肉
の
食
用
と
販
賣
に

對
し
て
、
何
等
の
禁
制
を
加
へ
な
か
つ
た
。
此
の
如
く
し
てA

b
û

Z
ay

d

傳
ふ
る
所
の
こ
の
一
節
も
、
亦
大
體
に
於
て
事
實
と
認
め

ね
ば
な
ら
ぬ
。

　二〇
五
二
一

　　
唐
末
五
代
以
後
も
、
支
那
人
の

C
a
n
n
ib

a
lism

は
依
然
行
は

れ
た
、
こ
の
一
千
年
間
に
於
け
る
正
史
野
乘
を
遍
ね
く
探
つ
た
な

ら
ば
、C

a
n
n
ib

a
lism

の
例
證
は
恐
ら
く
は
山
に
も
比
し
得
る
程

と
思
ふ
。
吾
が
輩
は
か
か
る
例
證
を
一
々
探
討
す
る
餘
暇
も
な
く
、

又
か
か
る
例
證
を
一
々
羅
列
す
る
必
要
を
も
感
ぜ
ぬ
。
た
だ
こ
の

期
間
に
起
つ
た
尤
も
酷
烈
な
る

C
a
n
n
ib

a
lism

の
記
事
二
三
を

茲
に
掲
げ
て
、
全
貌
窺
測
の
資
料
に
供
し
た
い
。

　
北
宋
末
か
ら
南
宋
の
初
期
に
か
け
て
、
女
眞
人
の
入
寇
に
よ
り
、

支
那
を
擧
げ
て
紛
擾
の
裡
に
陷
つ
た
。
こ
の
際
例
に
よ
つ
て
所
在

に
人
肉
食
用
が
流
行
し
た
。
就
中
南
宋
の
莊
綽
の
『
雞
肋
編
』（『
説

郛
』
※
二
十
七
所
收
）
に
記
す
る
所
、
尤
も
酸
鼻
を
極
め
て
居
る
。

自
㆓

靖
康
丙
午
歳
（
西
暦
一
一
二
六
）。
金
狄
亂
㆒㆑

華
。
六
七
年

間
。
山
東
、
京
西
、
淮
南
等
路
。
荊
榛
千
里
。
米
斗
至
㆓

數
十

千
㆒

。
且
不
㆑

可
㆑

得
。
盜
賊
官
兵
以
至
㆓

民
居
（
居
民
？
）
㆒

更

相
食
。
人
肉
之
價
賤
㆓

于
犬
豕
㆒

。
壯
者
一
枚
。
不
㆑

過
㆓

十
五

斤
㆒

。
躯
暴
以
爲
㆑

腊
。
登
州
范
温
率
㆓

忠
義
之
人
㆒

。
紹
興
癸

丑
歳
（
西
暦
一
一
三
三
）。
汎
㆑

海
到
㆓

錢
塘
㆒

。
有
㆘

至
㆓

行
在

（
杭
州
）
㆒

猶
食
者
㆖

。
老
嫂
（
痩
？
）
男
子
婦
女
。
更
謂
㆓

之

饒
把
火
㆒

。
婦
人
少
艾
者
。
名
㆓

之
下
羹
羊
㆒

。
小
兒
呼
爲
㆓

和

骨
爛
㆒

。
又
通
目
爲
㆓

兩
脚
羊
㆒

。
　タ

ダ

唐
止　
朱
粲
一
賊
。
今
百
㆓

倍

于
前
數
㆒

。
殺
戮
、
焚
溺
、
飢
餓
、
疾
疫
、
陷
墮
。
其
死
已

衆
。
又
加
㆑

之
以
㆓

相
食
㆒

。
…
…
不
㆑

意
以
㆓

老
眼
㆒

。
親
見
㆓

此

時
㆒

。
嗚
呼
痛
哉
。

　
こ
の
兩
脚
羊
と
は
兩
脚
を
有
す
る
羊
の
意
味
で
、
人
間
を
羊
同

樣
に
食
用
す
る
か
ら
起
つ
た
名
稱
で
あ
る
。
和
骨
爛
と
は
骨
と
肉

を
併
せ
て
火
食
す
る
、
下
羮
羊
は
『
輟
耕
録
』
卷
九
に
引
け
る
も

の
は
不
美
羹
と
な
つ
て
居
る
。
こ
れ
は
羹
の
料
に
供
す
る
よ
り
起

つ
た
名
稱
で
、
饒
把
火
と
は
肉
硬
く
し
て
燃
料
を
多
く
要
す
る
よ

り
起
つ
た
名
稱
か
と
想
ふ
。

　
元
朝
の
末
期
に
出
た
陶
宗
儀
の
『
輟
耕
録
』
卷
九
に
も
、
そ
の
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當
時
の
事
實
と
し
て
、『
雞
肋
編
』
に
劣
ら
ざ
る
、
否
遙
に
そ
れ
以

上
と
認
む
べ
き
悲
慘
な
記
事
を
傳
へ
て
居
る
。

天
下
兵
甲
方
殷
。
而
淮
右
之
軍
。
嗜
食
㆑

人
。
以
㆓

小
兒
㆒

爲
㆑

上
。
婦
女
次
㆑

之
。
男
子
又
次
㆑

之
。
或
使
㆑

坐
㆓

兩
缸
間
㆒

。
外

逼
以
㆑

火
。
或
於
㆓

鐵
架
上
㆒

生
炙
。
或
縛
㆓

其
手
足
㆒

。
先
用
㆓

沸
湯
㆒

澆
溌
。
却
以
㆓

竹
帚
㆒

刷
㆓

去
苦
皮
㆒

。
或
乘
㆓

夾
袋
中
㆒

。

入
㆓

巨
鍋
㆒

。
活
煑
。
或
※
㆓

作
事
件
㆒

（
？
）
而
淹
㆑

之
。
或

男
子
則
止
斷
㆓

其
雙
腿
㆒

。
婦
女
則
特
剜
㆓

其
兩
乳
㆒

酷
毒
萬
状
。

不
㆑

可
㆓

具
言
㆒

。

　
活
人
を
そ
の
儘
火
炙
に
す
る
と
か
、
袋
に
入
れ
鍋
で
煑
る
と
か
、

そ
の
手
足
を
縛
し
熱
湯
を
か
け
て
皮
膚
を
爛
ら
し
、
竹
帚
に
て
そ

の
皮
膚
を
洗
刷
す
る
等
、
千
歳
の
下
猶
ほ
聞
く
者
を
し
て
毛
髮
竦

然
た
ら
し
む
る
で
は
な
い
か
。
此
の
記
事
の
如
き
は
、
單
に
支
那

人
の
食
人
肉
の
一
材
料
の
み
で
な
く
、
又
支
那
人
の
殘
忍
性
を
證

明
す
る
べ
き
一
材
料
と
思
ふ
。

　
明
の
謝
肇
淛
の
『
文
海
披
沙
』
卷
七
に
、
左
の
如
き
記
事
が
あ

る
。

我
太
祖
高
皇
帝
時
。
開
平
王
常
遇
春
妻
甚
妬
。
上
賜
㆓

侍
女
㆒

。

王
悦
㆓

其
手
㆒

。
妻
即
斷
㆑

之
。
王
憤
且
惧
。
入
朝
而
色
不
㆑

懌
。

上
詰
再
三
。
王
始
具
對
。
上
大
笑
曰
。
此
小
事
耳
。
再
賜
何

妨
。
且
飮
㆑

酒
寛
㆑

懷
。
密
令
㆓

校
尉
數
人
㆒

至
㆓

王
第
㆒

。
誅
㆓

其
妻
㆒

支
㆓

解
之
㆒

。
各
以
㆓

一
臠
㆒

賜
㆓

群
臣
㆒

。
題
曰
㆓

悍
婦
之

肉
㆒

。
肉
至
。
王
尚
在
㆑

座
。
即
以
賜
㆑

之
。
王
大
驚
謝
歸
。
怖

惋
累
日
。
此
事
千
古
之
快
。
其
過
㆓

唐
太
宗
㆒

萬
萬
矣
。

　
唐
の
太
宗
は
、
曾
て
兵
部
尚
書
の
任
環
に
二
宮
女
を
賜
ふ
た
が
、

任
環
の
妻
柳
氏
は
妬
※
で
、
二
宮
女
を
虐
待
し
た
。
太
宗
は
態
〻

柳
氏
を
招
き
て
懇
諭
し
た
が
、
柳
氏
は
頑
と
し
て
聽
入
れ
ぬ
。
一

天
萬
乘
の
太
宗
も
、
已
む
を
得
ず
し
て
二
宮
女
を
別
宅
に
安
置
さ

せ
た
こ
と
が
、
唐
の
張
鷟
の
『
朝
野
僉
載
』
に
見
え
て
居
る
。
謝

肇
淛
は
明
の
太
祖
と
比
較
す
べ
く
、
こ
の
故
事
を
引
用
し
た
の
で

あ
る
。
さ
る
に
て
も
天
子
の
尊
に
居
る
明
の
太
祖
が
、
公
然
か
か

る
蠻
行
を
敢
て
す
る
と
は
驚
く
べ
き
で
な
い
か
。
更
に
一
代
の
達

識
を
以
て
稱
せ
ら
る
る
謝
肇
淛
が
、
こ
の
蠻
行
を
稱
揚
し
て
千
古

の
快
事
な
ど
放
言
す
る
に
至
つ
て
は
、
愈
〻
呆
る
る
外
な
い
。

　
明
末
清
初
に
流
賊
横
行
の
際
に
、
例
に
よ
つ
て
、
到
る
處
で
人

肉
食
用
の
蠻
行
が
起
つ
た
。
こ
の
事
實
は
、
當
時
の
支
那
人
及
び

外
國
人
の
記
録
に
散
見
し
て
居
る
が
、
そ
の
代
表
と
し
て
、
清
初

の
顧
山
貞
の
『
客
滇
述
』
の
一
節
を
紹
介
す
る
。
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｛
明
永
明
王
永
暦
元
年
（
西
暦
一
六
四
七
）｝
四
川
大
飢
。
民

相
食
。
有
㆓

夫
婦
父
子
互
食
者
㆒

。
蓋
甲
申
（
西
暦
一
六
四
四
）

以
來
。
大
亂
三
年
。
民
皆
逃
竄
。
無
㆓

人
耕
種
㆒

。
而
宿
糧
棄
廢

又
盡
。
故
飢
荒
至
㆑

此
。
…
…
嘉
定
州
則
斗
米
三
十
金
。
成
都
、

重
慶
。
倶
五
十
金
。
…
…
成
都
人
多
逃
入
㆓

雅
州
㆒

。
採
㆓

野

菓
㆒

而
食
。
亦
多
㆘

流
㆓

入
土
司
㆒

者
㆖

。
死
亡
滿
㆑

路
。
屍
纔
倒
㆑

地
。
即
爲
㆓

人
割
去
㆒

。
雖
㆑

斬
㆑

之
不
㆑

可
㆑

止
。
…
…
成
都
食
㆑

人
尤
甚
。
強
者
聚
㆓

衆
數
百
㆒

。
掠
㆑

人
而
食
。
若
㆑

屠
㆓

羊
豕
㆒

然
。
綿
州
大
學
士
劉
宇
亮
少
子
。
亦
爲
㆓

強
盜
所
㆒㆑

食
。
…
…

男
子
肉
毎
斤
七
錢
。
女
子
肉
毎
斤
八
錢
。
塚
中
枯
骨
。
皆
掘

出
爲
㆑

屑
以
食
焉
。

　二二
六
二
三

　　
支
那
の
雜
劇
、
稗
史
、
小
説
等
の
う
ち
に
も
、
人
肉
食
用
の
記

事
の
尠
か
ら
ざ
る
こ
と
は
、
有
名
な
フ
ラ
ン
ス
のB

a
zin

が
夙
に

注
意
し
て
居
る
（C

h
in

e
M

o
d
ern

e.
p
p
.

4
6
0
,
4
6
1

）。
此
等
の

記
事
を
、
そ
の
儘
に
事
實
と
し
て
受
取
り
難
く
と
も
、
か
か
る
記

事
の
存
在
そ
の
者
を
、
支
那
人
間
に

C
a
n
n
ib

a
lism

の
行
は
れ

た
、
一
旁
證
と
認
め
て
差
支
あ
る
ま
い
。
吾
が
輩
は
こ
の
方
面
の

智
識
誠
に
貧
弱
で
あ
る
が
、
そ
の
貧
弱
な
智
識
の
中
か
ら
二
三
の

例
を
左
に
紹
介
す
る
。

　
元
曲
中
に
「
趙
禮
讓
肥
」
が
あ
る
。
王
莽
の
末
年
に
於
け
る
天

下
騷
亂
の
際
に
、
趙
孝
、
趙
禮
と
い
ふ
二
人
の
兄
弟
が
、
亂
を
宜

秋
山
下
に
避
け
て
、
母
親
に
孝
養
を
盡
し
て
居
つ
た
。
所
が
一
日

弟
の
趙
禮
が
、
馬
武
と
い
ふ
盜
賊
の
頭
目
の
手
に
捕
獲
さ
れ
た
。

馬
武
は
彼
自
身
、

某
今
在
㆓

這
宜
秋
山
虎
頭
寨
㆒

。
　
ミ
ヲ
オ
ト
シ
テ

落
草　
爲
㆑

寇
。
　マ
タ也　
是
不
㆑

得
㆑

已
而
爲
㆑

之
。
毎
㆓

一
日
㆒

要
㆑

喫
㆓

一
副
人
心
肝
㆒

。
今
日
拿
㆓

住

一
頭
牛
㆒

。
欲
㆑

待
㆑

殺
㆓

壞
他
㆒

。

と
告
白
し
て
居
る
通
り
、
こ
の
趙
禮
を
料
理
し
て
食
に
充
て
ん
と

し
た
。
弟
の
不
運
を
聞
き
知
つ
た
趙
孝
は
、
早
速
馬
武
の
營
下
に

到
つ
て
、
弟
の
身
代
り
に
立
た
ん
こ
と
を
哀
求
し
た
。
か
く
て
馬

武
の
面
前
で
、
趙
孝
、
趙
禮
の
兄
弟
が
、
身
の
肥
痩
を
競
ひ
死
を

爭
う
た
。
さ
し
も
鐵
心
腸
の
馬
武
も
、
二
人
の
友
情
に
感
動
し
て
、

之
を
放
免
し
た
。
や
が
て
東
漢
一
統
の
世
と
な
る
と
、
馬
武
は
用

ひ
ら
れ
て
天
下
兵
馬
大
元
帥
と
な
り
、
彼
の
推
擧
で
趙
孝
趙
禮
兄

弟
も
、
そ
れ
ぞ
れ
出
世
す
る
と
い
ふ
の
が
、
こ
の
劇
の
筋
書
で
あ
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る
（『
元
曲
選
』
第
二
十
九
册
參
看
）。
こ
の
趙
孝
趙
禮
の
墓
は
、
今

も
直
隷
省
昌
平
縣
の
西
北
の
賢
莊
口
に
あ
る
と
い
ふ
（『
光
緒
昌
平

州
志
』
卷
十
）。
趙
孝
趙
禮
の
事
蹟
は
『
後
漢
書
』
に
、

及
㆓

天
下
亂
㆒

。
人
相
食
。（
趙
）
孝
弟
禮
爲
㆓

餓
賊
所
㆒㆑

得
。
孝

聞
㆑

之
即
自
縛
。
詣
㆑

賊
曰
。
禮
久
餓
羸
痩
。
不
㆑

如
㆓

孝
肥
飽
㆒

。

賊
大
驚
竝
放
㆑

之
。
謂
曰
可
㆘

且
歸
。
更
持
㆓

米
糒
㆒

來
㆖

。
孝
求

不
㆑

能
㆑

得
。
復
往
報
㆑

賊
。
願
㆑

就
㆑

烹
。
衆
異
㆑

之
。
遂
不
㆑

害

（
卷
六
十
九
、
趙
孝
傳
）

と
見
え
て
居
る
。「
趙
禮
讓
肥
」
一
劇
は
こ
の
史
實
に
本
づ
く
こ
と

が
わ
か
る
。

　
食
人
肉
の
風
習
の
行
は
る
る
支
那
で
は
、
趙
孝
趙
禮
の
如
く
、

兄
弟
若
く
は
父
子
夫
婦
の
間
に
、
肥
を
讓
つ
た
事
例
は
必
し
も
稀

有
で
な
い
。『
後
漢
書
』
一
書
の
中
か
ら
で
も
、
幾
多
の
實
例
を
擧

ぐ
る
に
難
く
な
い
。「
趙
禮
讓
肥
」
の
作
者
秦
簡
夫
と
、
ほ
ぼ
時
代

を
同
く
す
る
李
仲
義
の
妻
劉
氏
の
如
き
も
、
か
か
る
代
表
の
一
人

と
し
て
擧
ぐ
る
こ
と
が
出
來
る
。

劉
氏
名
翠
哥
。
房
山
人
。
至
正
二
十
年
（
西
暦
一
三
六
〇
）
縣

大
饑
。
平
章
劉
哈
剌
不
花
乏
㆑

食
。
執
㆓

｛
李
｝
仲
義
㆒

欲
㆑

烹
㆑

之
。
…
…
劉
氏
…
…
涕
泣
伏
㆑

地
。
告
㆓

於
兵
㆒

曰
。
所
㆑

執
者

是
吾
夫
也
。
乞
矜
㆓

憐
之
㆒

。
貸
㆓

其
生
㆒

。
吾
家
有
㆓

醤
一
甕
。

米
一
斗
五
升
㆒

。
窖
㆓

于
地
中
㆒

。
可
㆘

掘
㆓

取
之
㆒

以
代
㆗

吾
夫
㆖

。

兵
不
㆑

從
。
劉
氏
曰
。
吾
夫
痩
小
不
㆑

可
㆑

食
。
吾
聞
婦
人
肥
黒

者
味
美
。
吾
肥
且
黒
。
願
就
㆑

烹
以
代
㆑

夫
死
。
兵
遂
釋
㆓

其

夫
㆒

而
烹
㆓

劉
氏
㆒

。
聞
者
莫
㆑

不
㆑

哀
㆑

之
。（『
元
史
』
卷
二
百

一
、
列
女
傳
）。

『
演
義
三
國
志
』
第
十
九
囘
に
、
劉
備
が
呂
布
の
爲
に
小
沛
を
陷

ら
れ
て
、
敗
走
の
途
中
、
獵
戸
の
劉
安
の
家
に
宿
せ
し
時
、
劉
安

は
劉
備
に
そ
の
妻
の
肉
を
進
め
た
こ
と
を
記
し
て
、

　ソ
ノ
ト
キ

當
下　
劉
安
聞
㆓

豫
州
牧
至
㆒

。
欲
㆘

尋
㆓

野
味
㆒

供
食
㆖

。
一
時
不
㆑

能
㆑

得
。
乃
殺
㆓

其
妻
㆒

以
食
㆑

之
。
玄
徳
曰
。
此
何
肉
也
。
安

曰
。
乃
狼
肉
也
。
玄
徳
不
㆑

疑
。
遂
飽
食
了
一
頓
。
天
晩
就

宿
。
至
㆑

曉
將
㆑

去
。
往
㆓

後
院
㆒

取
㆑

馬
。
忽
見
㆔

一
婦
人
殺
㆓

於

廚
下
㆒

。
臂
上
肉
已
都
割
去
。
玄
徳
驚
問
。
方
知
㆓

昨
夜
食
者
。

乃
其
妻
之
肉
㆒

也
。

と
あ
る
。

　
ま
た
『
隔
簾
花
影
』
の
第
三
十
八
囘
に
、
南
宋
の
岳
飛
が
揚
州

を
囘
復
し
て
、
か
ね
て
金
軍
の
手
先
と
な
つ
て
支
那
人
を
虐
待
し

た
、
所
謂
漢
奸
の
重
な
る
者
を
捕
へ
て
處
分
し
た
時
の
光
景
を
描
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い
て
、　ソ

ノ
ト
キ

那
時　
百
姓
。
　
セ
ン
ト
ナ
ク
マ
ン
ト
ナ
ク

上
千
上
萬　
。
…
…
走
致
㆓

揚
州
府
前
。
市
心
裏
㆒

。

那
裏
等
㆓

得
開
刀
㆒

。
早
被
㆓

百
姓
　ド
モ們　
上
來
㆒

。
儞
一
刀
。
我
一

刀
。
零
分
碎
※
去
吃
了
。
只
　
ノ
コ
ス
落　
㆓

得
　ヒ
ト
ツ
ノ
ポ
ウ

一
個
孤
椿　
㆒

。
　
シ
バ
ラ
レ
テ

※　
在
㆓

市

心
㆒

。
開
㆓

了
※
㆒

取
㆓

心
肝
五
臟
㆒

。
纔
割
㆓

下
頭
㆒

來
。

と
あ
る
。『
水
滸
傳
』
に
は
隨
所
に
食
人
肉
の
記
事
が
見
え
て
、
一
々

開
列
す
る
に
堪
へ
ぬ
。
そ
の
第
十
囘
に
、
朱
貴
が
梁
山
泊
畔
に
酒

店
を
開
き
、
往
來
の
富
商
を
劫
略
す
る
こ
と
を
記
し
て
、

輕
則
　
シ
ビ
レ
ク
ス
リ
ニ
テ

蒙
汗
藥　
麻
翻
。
重
則
　ス
グ
サ
マ
コ
ロ
シ

登
時
結
果　
。
將
㆓

精
肉
㆒

爲
㆓

※
子
㆒

。

肥
肉
煎
㆑

油
點
㆑

燈
。

と
あ
る
。
第
二
十
六
囘
に
は
張
青
夫
婦
が
行
人
を
殺
害
し
て
、
そ

の
肉
に
て
肉
饅
頭
を
作
つ
て
販
賣
す
る
こ
と
を
記
し
て
、

　コ
ノ
フ
ト
ツ
タ
ヤ
ツ

這
等
肥
胖　
。
好
做
㆓

黄
牛
肉
㆒

賣
。
　カ
ノ那　
兩
箇
　
ヤ
セ
タ
ミ
ナ
ミ
シ
ナ
ジ
ン

痩
蠻
子　
。
只
好

做
㆓

水
牛
肉
㆒

賣
。

と
い
ひ
、
そ
の
人
肉
料
理
場
の
有
樣
を
描
き
て
、

張
青
便
引
㆓

武
松
㆒

。
到
㆓

人
肉
作
坊
裏
㆒

看
時
。
見
㆘

壁
上
　ハ
リ※　

㆓

　ツ
ケ着　
幾
張
人
皮
㆒

。
梁
上
　ツ
リ吊　

㆗

　サ
ゲ着　
五
七
條
人
腿
㆖

。
見
㆓

那
兩
箇
公

人
㆒

。
一
顛
一
倒
。
挺
著
在
㆓

剥
人
凳
上
㆒

。

と
い
ふ
。
第
三
十
五
囘
に
掲
陽
嶺
の
酒
店
裏
で
、
宋
江
一
行
が
、

如
今
江
湖
上
　ワ
ル
モ
ノ

歹
人　
。
多
有
。
萬
千
好
漢
。
着
㆓

了
道
兒
㆒

的
。
酒

店
裏
下
㆓

了
蒙
汗
藥
㆒

。
麻
翻
了
。
劫
㆓

了
財
物
㆒

。
人
肉
把
來

做
㆓

饅
頭
餡
子
㆒

。

と
取
沙
汰
し
て
居
る
。
そ
の
第
四
十
二
囘
に
李
逵
が
李
鬼
を
殺
害

し
て
、
そ
の
肉
を
肴
に
食
事
す
る
光
景
を
描
い
て
、

李
逵
盛
㆑

飯
來
。
喫
了
一
囘
。
看
着
自
笑
道
。
好
癡
漢
。
放
㆓

著

好
肉
㆒

。
在
㆓

面
前
㆒

。
却
不
㆑

會
㆑

喫
。
拔
㆓

出
腰
刀
㆒

。
便
去
㆓

李
鬼
腿
上
㆒

。
割
㆓

下
兩
塊
肉
㆒

來
。
把
㆓

些
水
㆒

洗
淨
了
。
竈
裏

抓
㆓

些
炭
火
㆒

來
。
便
燒
。
一
面
燒
。
一
面
喫
。
喫
得
飽
了
。

と
あ
る
。

　二四
七
二
五

　　
上
來
紹
介
し
た
幾
多
の
例
證
の
明
示
す
る
如
く
、
支
那
人
が
古

來
人
肉
を
食
用
し
た
事
實
に
就
い
て
は
、
何
等
の
疑
惑
を
容
れ
ぬ
。

さ
て
更
に
一
歩
を
進
め
て
、
支
那
人
が
人
肉
を
食
用
す
る
動
機
を

た
づ
ね
る
と
、
中
々
複
雜
で
一
樣
で
な
い
。
或
は
人
肉
を
食
し
て
泥

棒
す
る
と
容
易
に
發
覺
せ
ぬ
と
い
ふ
迷
信
（
唐
の
段
成
式
の
『
酉

陽
雜
俎
』
卷
九
、
盜
侠
篇
參
看
）
か
ら
來
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
或
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は
金
の
元
帥
紇
石
烈
牙
忽
帶
の
如
く
、
一
部
將
の
妻
が
、
そ
の
與

へ
し
猪
肉
を
食
せ
ざ
る
を
憤
り
、
羊
肉
の
如
く
見
せ
か
け
て
、
之

に
人
肉
を
食
せ
し
め
て
、
自
己
の
　い
た
づ
ら

惡
戲　
氣
質
を
滿
足
せ
し
む
る
も

あ
れ
ば
（
金
の
劉
祁
の
『
歸
潛
志
』
卷
六
參
看
）、
更
に
唐
の
玄

宗
時
代
の
宦
官
の
楊
思
勖
の
如
く
、
自
分
の
殘
忍
性
を
滿
足
せ
し

む
る
爲
に
、
罪
人
の
心
肝
を
取
り
、
手
足
を
截
り
、
肉
を
割
い
て

之
を
食
ふ
も
の
も
あ
る
（『
舊
唐
書
』
卷
百
八
十
四
、
楊
思
勖
傳
）。

さ
れ
ど
比
較
的
普
通
な
動
機
は
、
大
約
（
一
）
飢
饉
の
時
に
、
人

肉
を
食
用
す
る
場
合
、（
二
）
籠
城
し
て
糧
食
盡
き
た
時
に
人
肉
を

食
用
す
る
場
合
、（
三
）
嗜
好
品
と
し
て
人
肉
を
食
用
す
る
場
合
、

（
四
）
憎
惡
の
極
、
怨
敵
の
肉
を
噉
ふ
場
合
、（
五
）
醫
療
の
目
的
で

人
肉
を
食
用
す
る
場
合
の
五
種
に
區
別
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
以

下
一
々
の
場
合
に
就
い
て
、
少
し
く
詳
論
し
て
見
た
い
。

　
（一）
飢
饉
の
時
人
肉
を
食
用
す
る
場
合
。

　
申
す
迄
も
な
く
こ
の
場
合
が
一
番
普
通
で
あ
る
。
所
が
支
那
殊

に
北
支
那
で
は
、
頻
繁
に
飢
饉
が
起
る
。
英
國
の

H
o
sie

が
曾

て

J
o
u
rn

a
l

o
f

C
h
in

a
B

ra
n
ch

o
f

R
oy

a
l

A
sia

tic
S
o
ciety

N
.S

.
X

II

にD
ro

u
g
h
ts

in
C

h
in

a
fro

m
A

.D
.
6
2
0

to
1
6
4
3

と
題
す
る
論
文
を
公
に
し
た
。
こ
の
論
文
は
『
欽
定
古
今
圖
書
集

成
』
の
庶
徴
典
の
旱
災
部
の
記
事
を
資
料
と
し
た
も
の
で
、
必
し

も
完
全
な
も
の
と
は
い
へ
ぬ
が
、
し
ば
ら
く
之
に
據
る
と
、
こ
の

一
千
二
十
三
年
間
に
於
け
る
五
百
八
十
三
年
は
、
旱
災
に
罹
つ
た

と
い
ふ
。
水
害
も
中
々
多
い
。
こ
の
水
旱
の
爲
に
飢
饉
の
頻
發
す

る
の
も
、
亦
已
む
を
得
ざ
る
次
第
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
一
旦
飢

饉
と
な
る
と
、
交
通
の
不
便
な
支
那
で
は
、
穀
物
の
價
が
想
像
以

上
に
暴
騰
す
る
。
古
代
の
支
那
に
於
け
る
米
の
價
は
一
斗
四
十
錢

乃
至
五
十
錢
を
普
通
と
し
、
最
も
賤
き
時
は
斗
米
一
錢
以
下
の
こ

と
も
あ
る
が
（『
漢
書
』
食
貨
志
上
）、
最
も
貴
き
時
は
、
斗
米
七

八
十
萬
錢
に
も
達
し
た
（『
通
鑑
』
梁
紀
十
七
、
太
清
二
年
の
條
）。

平
常
よ
り
大
約
二
萬
倍
の
暴
騰
に
當
る
。
此
の
如
き
場
合
に
貧
民

は
到
底
生
命
を
維
持
す
る
こ
と
が
出
來
ぬ
。

　
支
那
に
は
古
く
常
平
倉
義
倉
等
、
備
荒
の
用
意
が
出
來
て
居
つ

て
、
已
に

S
o
lay

m
a
n

も
こ
の
設
備
の
良
好
な
る
こ
と
を
紹
介

し
て
居
る
（R

ein
a
u
d
;
R

ela
tio

n
d
es

V
oy

a
g
es.

T
o
m

e
I,

p
.

3
9

）。
さ
れ
ど
こ
の
設
備
も
概
し
て
い
へ
ば
、
名
あ
つ
て
實
な
き
も

の
が
多
い
。
現
に
唐
時
代
の
實
際
を
觀
て
も
、
太
宗
時
代
に
設
置

し
た
義
倉
及
び
常
平
倉
は
、
高
宗
時
代
よ
り
次
第
に
壞
れ
、
玄
宗

時
代
に
一
旦
復
興
し
た
け
れ
ど
も
、
久
し
か
ら
ず
し
て
廢
し
て
居
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る
（『
新
唐
書
』
食
貨
志
二
）。
故
に
こ
の
方
面
よ
り
來
る
救
濟
の

實
效
も
表
面
程
多
く
な
い
。
歴
代
の
支
那
政
府
は
、
水
旱
毎
に
救

恤
を
怠
ら
ぬ
が
、
中
間
に
介
在
す
る
官
吏
の
私
利
に
よ
つ
て
、
上

惠
が
多
く
下
達
せ
ぬ
。
西
漢
の
汲
黯
が
專
斷
を
以
て
、
河
内
の
倉

粟
を
發
し
て
饑
民
を
救
濟
し
た
如
き
（『
漢
書
』
卷
五
十
、
汲
黯

傳
）、
明
の
王
竑
が
獨
斷
を
以
て
、
廣
運
倉
を
開
い
て
饑
民
を
全
活

し
た
如
き
（『
明
史
』
卷
百
七
十
七
、
王
竑
傳
）、
又
『
元
史
』
に

張
養
浩
が
私
錢
を
出
し
て
饑
民
を
賑
恤
し
た
こ
と
を
記
し
て
、

天
暦
二
年
（
西
暦
一
三
二
九
）
關
中
大
旱
。
饑
民
相
食
。
特

拜
㆓

陝
西
行
臺
中
丞
㆒

。
…
…
登
㆑

車
就
㆑

道
。
遇
㆓

餓
者
㆒

則
賑
㆑

之
。
死
者
則
葬
㆑

之
。
…
…
時
斗
米
直
十
三
緡
。
…
…
聞
㆘

民

間
有
㆗

殺
㆑

子
以
奉
㆑

母
者
㆖

。
爲
㆑

之
大
慟
。
出
㆓

私
錢
㆒

以
濟
㆑

之
（
卷
百
七
十
五
、
張
養
浩
傳
）。

と
い
へ
る
が
如
き
、
奇
特
な
官
吏
も
あ
る
が
、
こ
は
寧
ろ
寥
々
た

る
も
の
で
、
そ
の
大
多
數
は
之
を
機
會
に
中
飽
の
慾
を
恣
に
す
る

に
過
ぎ
ぬ
。
後
漢
の
獻
帝
の
興
平
元
年
（
西
暦
一
九
四
）
に
、
大

饑
饉
が
起
つ
た
時
、
獻
帝
は
太
倉
の
米
豆
を
出
し
て
饑
民
を
救
助

せ
し
め
た
に
拘
ら
ず
、
京
師
に
餓
莩
が
續
出
し
た
。
之
に
疑
惑
を

挾
ん
だ
獻
帝
は
、
そ
の
面
前
に
て
救
恤
の
米
豆
を
檢
覈
せ
し
め
て
、

關
係
官
吏
の
不
正
を
發
覺
し
、
そ
の
不
正
官
吏
を
處
罰
し
て
か
ら
、

救
助
の
實
績
が
擧
つ
た
と
い
ふ
（『
後
漢
書
』
卷
九
、
獻
帝
本
紀
）。

之
と
類
似
の
實
例
は
、
歴
代
の
記
録
に
疊
見
し
て
居
つ
て
、
一
々

列
擧
す
る
に
堪
へ
ぬ
。
兔
に
角
朝
廷
の
賑
恤
も
、
十
分
に
下
民
に

徹
底
せ
ぬ
場
合
が
多
い
。

　
以
上
の
如
き
事
情
の
下
に
、
支
那
で
は
大
饑
饉
の
時
に
、
他
國

人
の
到
底
想
像
し
得
ざ
る
程
多
數
の
餓
死
者
を
出
す
。
比
較
的
信

憑
す
べ
き
報
道
に
據
る
と
、
道
光
二
十
九
年
（
西
暦
一
八
四
九
）

の
凶
荒
に
は
、
一
千
三
百
七
十
五
萬
人
が
餓
死
し
、
光
緒
三
四

年
（
西
暦
一
八
七
七
―
一
八
七
八
）
の
饑
饉
に
は
、
九
百
五
十
萬

人
が
餓
死
し
た
と
傳
へ
ら
れ
て
居
る
（R

o
ck

h
ill;

In
q
u
iry

in
to

th
e

P
o
p
u
la

tio
n

o
f
C

h
in

a
.

｛S
m

ith
so

n
ia

n
M

iscella
n
eo

u
s

C
o
llectio

n
s,

V
o
l.

4
7
,
P
a
rt

3

｝p
p
.

3
1
3
,
3
1
6

）。
さ
れ
ば
大

饑
饉
の
時
に
、
支
那
人
の
間
に
人
相
食
と
い
ふ
事
件
の
現
出
す
る

の
は
、
當
然
と
申
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
最
近
民
國
九
年
（
西
暦
一
九

二
〇
）
に
於
け
る
北
支
那
の
饑
饉
に
は
、
諸
外
國
か
ら
の
救
助
も

相
當
に
行
き
渡
つ
た
か
ら
、
人
肉
食
用
の
蠻
行
は
起
ら
な
か
つ
た

樣
で
あ
る
が
、
光
緒
四
年
の
饑
饉
に
は
、
こ
の
蠻
行
が
實
現
し
て

居
る
（W

illia
m

s;
M

id
d
le

K
in

g
d
o
m

.
V

o
l.

II,
p
.

7
3
6

）。
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上
に
紹
介
し
て
置
い
たH

o
sie

の
論
文
に
、
唐
初
か
ら
明
末
に
至

る
、
約
一
千
年
間
に
於
け
る
饑
饉
に
伴
つ
て
起
つ
たC

a
n
n
ib

a
lism

の
事
蹟
を
も
注
意
し
て
あ
る
が
、
擧
一
漏
九
底
の
も
の
で
決
し
て
完

全
で
な
い
。
支
那
で
や
や
大
な
る
饑
饉
が
あ
れ
ば
、C

a
n
n
ib

a
lism

が
殆
ど
必
然
的
に
現
出
す
る
。
歴
代
正
史
の
食
貨
志
や
、
五
行
志

に
見
え
る
實
例
だ
け
で
も
驚
く
べ
き
程
多
い
。
正
史
以
外
の
野
乘

隨
筆
等
に
散
見
す
る
事
例
も
、
中
々
尠
く
な
い
。
饑
饉
に
伴
つ
て

起
るC

a
n
n
ib

a
lism

は
、
支
那
で
は
餘
り
に
普
通
で
、
態
〻
列
擧

す
る
必
要
を
見
ぬ
。
多
數
の
實
例
の
中
よ
り
、
二
三
の
場
合
だ
け

を
左
に
掲
げ
る
。

建
炎
三
年
（
西
暦
一
一
二
九
）
山
東
郡
國
大
饑
。
人
相
食
。
時

金
人
陷
㆓

京
東
諸
郡
㆒

。
民
聚
爲
㆑

盜
。
至
㆘

車
載
㆓

乾
尸
㆒

爲
㆖
㆑

糧
（『
宋
史
』
卷
六
十
七
、
五
行
志
五
）。

嘉
定
二
年
（
西
暦
一
二
〇
九
）
春
。
兩
淮
、
荊
襄
、
建
康
府

大
饑
。
斗
米
錢
數
千
。
人
食
㆓

草
木
㆒

。
淮
民
※
㆓

道
※
㆒

。
食

盡
。
發
㆓

瘞
※
㆒

。
繼
㆑

之
。
人
相
※
噬
（
同
上
）。

嘉
煕
四
年
（
西
暦
一
二
四
〇
）
正
月
。
臨
安
大
饑
。
饑
者
奪
㆓

食
于
路
㆒

。
市
中
殺
㆑

人
以
賣
。
盜
于
㆓

隱
處
㆒

掠
㆓

賣
人
㆒

以
徼
㆑

利
。
日
未
㆑

晡
。
路
無
㆓

行
人
㆒

（『
御
批
通
鑑
輯
覽
』
卷
九
十

二
）。

　
清
の
紀
昀
の
『
閲
微
草
堂
筆
記
五
種
』
所
收
の
『
如
是
我
聞
』
卷

二
に
、
明
末
饑
饉
の
際
に
起
つ
た
、
人
肉
發
賣
に
關
す
る
左
の
悲

慘
事
を
載
せ
て
あ
る
。

明
季
河
北
五
省
皆
大
飢
。
至
㆓

屠
㆑

人
鬻
㆒㆑

肉
。
官
弗
㆑

能
㆑

禁
。

有
㆑

客
在
㆓

徳
州
景
州
間
㆒

。
入
㆓

逆
旅
㆒

午
餐
。
見
㆘

有
㆓

少
婦
㆒

。

裸
體
伏
㆓

俎
上
㆒

。
※
㆓

其
手
足
㆒

。
方
汲
㆑

水
洗
滌
㆖

。
恐
怖
戰

悚
之
状
。
不
㆑

可
㆓

忍
視
㆒

。
客
心
憫
惻
。
倍
㆑

價
贖
㆑

之
。
釋
㆓

其

縛
㆒

助
㆑

之
。
著
㆑

衣
手
觸
㆓

其
乳
㆒

。
少
婦
艴
然
曰
。
荷
㆓

君
再

生
㆒

。
終
身
賤
役
無
㆑

所
㆑

悔
。
然
爲
㆓

婢
媼
㆒

則
可
。
爲
㆓

妾
媵
㆒

則
必
不
可
。
吾
惟
不
㆔

肯
事
㆓

二
夫
㆒

。
故
鬻
㆓

諸
此
㆒

也
。
君
何

遽
相
輕
薄
耶
。
解
㆑

衣
擲
㆑

地
。
仍
裸
體
伏
㆓

俎
上
㆒

。
瞑
目
受
㆑

屠
。
屠
者
恨
㆑

之
。
生
㆓

割
其
股
肉
一
臠
㆒

。
哀
號
而
已
。
終

無
㆓

悔
意
㆒

。
惜
亦
不
㆑

得
㆓

其
姓
名
㆒

。

　
こ
の
記
事
は
、
支
那
人
の

C
a
n
n
ib

a
lism

に
關
す
る
一
材
料

た
る
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
支
那
婦
人
の
貞
操
觀
を
知
る
べ
き
屈

竟
の
一
資
料
と
思
ふ
。
昔
楚
が
呉
の
爲
に
大
敗
し
て
、
楚
の
昭
王

は
妹
の
季
※
―――
十
四
五
歳
位
の
少
女
―――
を
伴
ひ
て
逃
亡
し
た

時
、
か
弱
き
季
※
は
、
從
者
鍾
建
と
い
ふ
者
に
負
は
れ
て
、
難
を
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避
け
た
。
難
平
い
で
後
、
季
※
の
結
婚
問
題
が
起
る
や
、
季
※
は

鍾
建
に
負
れ
て
、
既
に
彼
此
接
觸
し
た
か
ら
、
鍾
建
の
外
に
男
子

に
は
嫁
し
難
し
と
主
張
し
て
、
遂
に
鍾
建
に
降
嫁
し
た
こ
と
が
あ

る
（『
左
傳
』
定
公
五
年
條
、『
資
治
通
鑑
』
後
周
紀
二
參
觀
）。
こ

の
季
※
と
、
か
の
失
名
の
少
婦
と
の
間
に
、
そ
の
婦
徳
自
か
ら
相

通
ず
る
所
あ
る
と
思
ふ
。

　二六
八
二
七

　　
（二）
籠
城
し
て
糧
食
盡
き
た
時
に
、
人
肉
を
食
用
す
る
場
合
。

　
食
人
肉
の
風
習
を
有
す
る
支
那
人
は
、
若
し
彼
等
が
重
圍
の
中

に
陷
つ
て
、
糧
食
盡
く
る
際
に
は
、
人
肉
を
以
て
そ
の
不
足
を
補

充
す
る
の
が
、
古
來
殆
ど
一
種
の
慣
例
と
な
つ
て
居
る
。
さ
き
に

引
用
し
た
『
左
傳
』
の
宣
公
十
五
年
の
條
に
、
楚
が
宋
を
圍
ん
だ

時
の
記
事
に
、「
易
㆑

子
而
食
」
と
あ
る
を
始
め
、
同
樣
若
く
ば
、

類
似
の
記
事
が
歴
代
の
史
料
に
疊
見
し
て
居
る
が
、
し
ば
ら
く
そ

の
中
の
三
四
を
左
に
紹
介
す
る
。

　
後
漢
の
末
に
一
代
の
義
士
臧
洪
が
、
袁
紹
の
爲
に
雍
丘
に
圍
ま

れ
て
食
竭
き
た
時
、
彼
は
そ
の
愛
妾
を
殺
し
て
部
下
の
將
卒
の
食

に
充
て
た
（『
後
漢
書
』
卷
八
十
八
、
臧
洪
傳
）。
梁
の
武
帝
が
反

臣
侯
景
の
爲
に
建
康
の
臺
城
に
圍
ま
れ
た
時
、
官
軍
糧
食
に
乏
し

く
、
馬
肉
に
人
肉
を
雜
へ
て
飢
を
凌
い
た
（『
南
史
』
卷
八
十
、
侯

景
傳
）。
唐
の
安
禄
山
の
賊
軍
が
有
名
な
張
巡
、
許
遠
を
睢
陽
に
圍

ん
だ
時
、
城
中
食
竭
く
る
と
、
張
巡
は
そ
の
愛
妾
を
殺
し
、
許
遠

は
そ
の
奴
僕
を
殺
し
て
士
卒
に
饗
し
た
。『
舊
唐
書
』
卷
百
八
十
七

下
、
張
巡
傳
に
、
當
時
の
状
況
を
次
の
如
く
描
い
て
あ
る
。

攻
圍
既
久
（
睢
陽
）
城
中
粮
盡
。
易
㆑

子
而
食
。
折
㆑

骸
而
爨
。

人
心
危
恐
。
慮
㆓

將
有
㆒㆑

變
。｛
張
｝
巡
乃
出
㆓

其
妾
㆒

。
對
㆓

三

軍
㆒

殺
㆑

之
。
以
饗
㆓

軍
士
㆒

曰
。
諸
公
爲
㆓

國
家
㆒

。
戮
㆑

力
守
㆑

城
。
一
㆑

心
無
㆑

二
。
經
㆑

年
乏
㆑

食
。
忠
義
不
㆑

衰
。
巡
不
㆑

能
㆘

自
割
㆓

肌
膚
㆒

。
以
啖
㆗

將
士
㆖

。
豈
可
㆘

惜
㆓

此
婦
人
㆒

。
坐
視
㆗

危
迫
㆖

。
將
士
皆
泣
下
。
不
㆑

忍
㆑

食
。
巡
強
令
㆑

食
㆑

之
。｛
許

遠
初
殺
㆓

奴
僮
㆒

。
以
哺
㆑

卒
｝。
乃
括
㆓

城
中
婦
人
㆒

。
既
盡
。

以
㆓

男
夫
老
小
㆒

繼
㆑

之
。
所
㆑

食
人
口
二
三
萬
。
人
心
終
不
㆓

離

變
㆒

。

　
精
忠
義
烈
な
張
巡
の
後
に
、
か
か
る
悲
慘
な
陰
翳
が
伴
う
て
居

る
。
心
あ
る
支
那
人
の
中
に
は
、
早
く
當
時
か
ら
張
巡
の
不
慈
を

非
難
し
た
者
も
絶
無
で
は
な
い
が
（
李
肇
の
『
唐
國
史
補
』
卷
上
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の
李
翰
論
張
巡
の
條
參
看
）、
一
般
の
支
那
人
は
、
か
か
る
所
行
を

格
別
不
人
情
と
は
認
め
ぬ
や
う
で
あ
る
。

　
唐
末
か
ら
五
代
に
か
け
て
、
城
守
の
際
に
、
人
肉
食
用
の
蠻
行

が
頻
發
し
た
こ
と
は
、
さ
き
に
紹
介
し
た
『
資
治
通
鑑
』
の
（
５
）

二
八

（
７
）
二
九

（
（13）
（14）
（16）
等
の
記
事
に
據
つ
て
疑
ふ
餘
地
が
な
い
。

五
代
の
趙
思
綰
は
、
食
人
鬼
と
し
て
著
聞
し
て
居
る
が
、
彼
が
長

安
で
後
漢
の
攻
圍
を
受
け
た
時
の
光
景
を
、『
資
治
通
鑑
』
に
は
、

趙
思
綰
好
食
㆓

人
肝
㆒

。
嘗
面
剖
而
膾
㆑

之
。
膾
盡
人
猶
未
㆑

死
。

又
好
以
㆑

酒
呑
㆓

人
膽
㆒

。
謂
㆑

人
曰
。
呑
㆑

此
千
枚
。
則
膽
無
㆑

敵
矣
。
及
㆓

長
安
城
中
食
盡
㆒

。
取
㆓

婦
女
幼
稚
㆒

爲
㆓

軍
糧
㆒

。

日
計
㆑

數
而
給
㆑

之
。
毎
㆑

犒
㆑

軍
。
輙
屠
㆓

數
百
人
㆒

。
如
㆓

羊
豕

法
㆒

（
後
漢
紀
三
、
乾
祐
二
年
の
條
）。

と
記
し
、『
五
代
史
記
』
卷
五
十
三
の
趙
思
綰
傳
に
は
、

｛
長
安
｝
城
中
食
盡
。｛
趙
思
綰
｝
殺
㆑

人
而
食
。
毎
㆓

犒
宴
㆒

。

殺
㆓

人
數
百
㆒

。
庖
宰
一
如
㆓

羊
豕
㆒

。
思
綰
取
㆓

其
膽
㆒

。
以
㆑

酒

呑
㆑

之
。
語
㆓

其
下
㆒

曰
。
食
㆑

膽
至
㆑

千
。
則
勇
無
㆑

敵
矣
。

と
傳
へ
て
居
る
。

　
蒙
古
の
太
宗
が
、
金
を
伐
ち
、
そ
の
國
都
汴
京
を
攻
圍
し
た
時

も
、
城
民
は
饑
餓
に
苦
ん
だ
。『
歸
潛
志
』
の
著
者
の
劉
祁
は
籠
城

者
の
一
人
と
し
て
、
當
時
の
悲
慘
極
ま
る
光
景
を
詳
細
に
そ
の
書

中
に
記
載
し
て
あ
る
。

米
｛
一
｝
升
直
銀
二
兩
。
貧
民
往
々
食
㆑

人
。
殍
死
者
相
望
。

官
日
載
㆓

數
車
㆒

出
㆑

城
。
一
夕
皆
※
㆓

食
其
肉
㆒

淨
盡
。
縉
紳

士
女
。
多
行
㆓

※
于
街
㆒

。
民
間
有
㆑

食
㆓

其
子
㆒

。
錦
衣
寶
器
。

不
㆑

能
㆑

易
㆓

米
升
㆒

。
人
朝
出
不
㆓

敢
夕
歸
㆒

。
懼
爲
㆓

飢
者
殺
而

食
㆒

。
平
日
親
族
交
舊
。
以
㆓

一
飯
㆒

相
㆓

避
于
家
㆒

。
…
…
至
㆓

于
箱
、
篋
、
鞍
、
※
、
諸
皮
物
㆒

。
凡
可
㆑

食
者
。
皆
煑
而
食
㆑

之
（『
歸
潛
志
』
卷
十
一
、
録
大
梁
事
の
條
）。

　
元
末
天
下
騷
擾
の
際
、
張
巡
の
再
生
と
呼
ば
る
る
褚
不
華
が
、

淮
安
を
固
守
す
る
こ
と
五
年
に
亙
つ
た
が
、
至
正
十
六
年
（
西
暦

一
三
五
六
）
十
月
に
城
の
陷
る
頃
に
は
、
城
中
糧
盡
き
て
盛
に
人

肉
を
食
し
た
。

賊
｛
軍
｝
…
…
攻
圍
｛
淮
安
城
｝。
日
益
急
。｛
官
軍
｝
總
兵
者
。

屯
㆓

下
邳
㆒

。
相
去
五
百
里
。
按
㆑

兵
不
㆑

出
。
凡
遣
㆑

使
十
九
輩

告
㆑

急
。
皆
不
㆑

聽
。
城
中
餓
者
仆
㆓

道
上
㆒

。
即
取
啖
㆑

之
。
一

切
草
木
、
螺
蛤
、
魚
蛙
、
燕
烏
。
及
韡
皮
、
鞍
※
、
革
箱
、

敗
弓
之
筋
皆
盡
。
而
後
父
子
、
夫
婦
、
老
穉
更
相
食
。
撒
㆑

屋

爲
㆑

薪
。
人
多
露
處
。
…
…
城
陷
。
不
華
猶
據
㆓

西
門
㆒

力
鬪
。
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中
㆑

傷
見
㆑

執
。
爲
㆓

賊
所
㆒㆑

臠
（『
元
史
』
卷
百
九
十
四
、
褚
不

華
傳
）。

こ
れ
が
そ
の
當
時
の
記
録
で
あ
る
。

　
そ
の
後
約
三
百
年
を
經
て
、
明
末
の
李
自
成
が
開
封
を
攻
圍
し

た
時
の
慘
状
は
、
更
に
一
層
甚
し
い
者
が
あ
る
。
當
時
の
史
料
に

『
守
汴
日
志
』
が
あ
る
。
籠
城
者
の
一
人
李
光
※
の
筆
録
し
た
も
の

で
、
備
さ
に
開
封
城
中
の
糧
食
缺
乏
の
有
樣
を
傳
へ
、
そ
の
崇
禎

十
五
年
（
西
暦
一
六
四
二
）
八
月
初
八
日
の
條
に
、

人
相
食
有
㆓

誘
而
殺
㆑

之
者
㆒

。有
㆘

群
捉
㆓

一
人
㆒

殺
而
分
食
者
㆖

。

毎
㆔

擒
㆓

獲
一
輩
㆒

。
輒
折
㆑

脛
擲
㆓

城
下
㆒

。
兵
民
競
取
食
㆑

之
。

至
㆓

八
月
終
九
月
初
㆒

。
父
食
㆑

子
。
夫
食
㆑

妻
。
兄
食
㆑

弟
。
姻

親
相
食
。
不
㆑

可
㆑

問
矣
。

と
記
し
て
居
る
。
清
初
に
出
た
大
梁
（
開
封
）
の
人
周
在
浚
の
『
大

梁
守
城
記
』
に
は
、
同
一
事
を
一
層
詳
細
に
傳
へ
て
、

｛
崇
禎
十
五
年
｝
八
月
三
日
。
五
城
巡
兵
倶
割
級
。
獻
㆓

周

邸
㆒

。
挾
㆓

重
賞
㆒

。
仍
賣
㆓

民
間
㆒

爲
㆑

糧
。
一
首
率
三
四
金
。
或

云
皆
良
民
。
四
日
。
中
丞
勒
㆓

富
民
巨
室
㆒

追
㆓

買
糧
㆒

。
初
猶

公
擧
輸
勸
。
已
而
掲
告
。
已
而
搜
括
。
望
㆓

炊
烟
㆒

而
入
。
萬

竈
皆
冷
。
…
…
絶
者
折
㆑

金
。
毎
石
八
十
金
。
至
㆓

一
百
二
十

金
㆒

。
…
…
毎
㆑

至
㆓

一
家
㆒

。
以
㆓

大
針
數
百
㆒

鑽
㆓

稚
子
膚
㆒

。
鍛

錬
之
方
。
極
㆓

其
哀
慘
㆒

。
匿
㆑

糧
者
。
有
司
懸
㆑

賞
募
㆑

告
。
…
…

八
日
。
人
大
相
食
。
初
猶
食
㆓

死
人
㆒

。
死
者
戒
不
㆓

敢
哭
㆒

。

至
㆑

是
有
㆓

誘
殺
強
殺
者
㆒

。
九
月
初
。
則
父
子
兄
弟
更
相
食
。

白
骨
載
㆑

道
。
初
猶
熟
食
。
後
生
食
矣
。
…
…
十
六
日
。
命
㆓

郷
約
㆒

報
㆓

民
間
牛
驢
馬
驢
㆒

。
充
㆓

兵
餉
㆒

。
肉
一
斤
。
當
㆓

兵

糧
一
斤
㆒

。
五
日
而
盡
。
…
…
二
十
日
以
後
。
食
㆓

牛
羊
皮
襖
、

靴
箱
、
馬
鞍
㆒

。
…
…
未
㆑

幾
人
面
皆
腫
。
…
…
城
之
五
隅
。
皆

有
㆓

鹽
坡
㆒

。
坡
上
生
㆓

蔓
草
㆒

。
民
以
爲
㆑

美
。
爭
攫
之
。
以
㆓

絹

布
㆒

網
㆓

紅
蟲
㆒

。
一
斤
獲
㆓

錢
數
千
㆒

。
…
…
糞
蛆
盈
㆑

器
。
亦

數
百
錢
。
盡
則
食
㆓

膠
泥
馬
糞
㆒

。
有
㆓

騎
而
過
者
㆒

。
※
捨
而

隨
㆑

之
。
水
蟲
馬
糞
。
皆
煠
而
食
㆑

之
。
…
…
九
月
初
。
城
中

※
骼
山
積
。
斷
髮
滿
㆑

路
。
天
日
爲
昏
。
存
者
十
之
一
二
。
枯

垢
如
㆑

鬼
。
河
牆
下
敲
㆓

※
人
骨
㆒

。
吸
㆓

其
髓
㆒

。

と
い
ふ
。
明
末
に
は
可
な
り
多
數
の
宣
教
師
が
支
那
に
入
り
來
り
、

そ
の
若
干
は
開
封
に
も
滯
在
し
居
つ
た
。
そ
の
一
人
な
るR

o
d
eric

d
e

F
ig

u
ered

o

（
費
樂
徳
）
の
如
き
は
、
開
封
陷
落
の
時
に
城
と

運
命
を
共
に
し
て
溺
死
し
た
（C

o
rd

ier;
H

isto
ire

g
én

éra
le

d
e

la
C

h
in

e.
T
o
m

e
III,

p
.

8
4

）。
從
つ
て
こ
の
開
封
の
慘
事
は
、
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彼
ら
の
記
録
に
も
傳
へ
ら
れ
て
あ
る
。M

a
rtin

M
a
rtin

i

（
衞
匡

國
）
の
所
傳
は
、
下
の
如
く
大
體
に
於
て
『
守
汴
日
記
』
や
『
大

梁
守
城
記
』
と
よ
く
一
致
し
て
居
る
。

六
ヶ
月
間
に
亙
る
｛
賊
軍
の
｝
攻
圍
に
よ
つ
て
、
開
封
城
中
の

食
糧
が
竭
き
た
。
米
の
一
ポ
ン
ド
は
同
目
方
の
銀
と
交
換
せ

ら
れ
、
腐
敗
せ
る
古
皮
の
一
ポ
ン
ド
は
十
ク
ラ
ウ
ン
に
賣
買

さ
れ
る
と
い
ふ
有
樣
で
あ
る
。
死
人
の
肉
は
豚
肉
同
樣
に
公

然
と
市
場
で
販
賣
さ
れ
て
居
る
。
死
人
の
屍
を
通
衢
に
曝
ら

し
て
、
他
人
の
食
料
に
供
す
る
こ
と
は
、
大
な
る
功
徳
と
認
め

ら
れ
た
。
や
が
て
強
者
の
餌
食
と
な
る
べ
き
運
命
を
も
知
ら
ぬ

弱
き
饑
人
達
は
、
こ
の
屍
の
肉
で
露
命
を
　つ
な維　
い
だ
（B

ellu
m

T
a
rta

ricu
m

｛S
em

ed
o
;
H

isto
ry

o
f
C

h
in

a
｝p

.
2
7
0

）。

　
比
較
的
近
代
の
事
實
と
し
て
は
、
阿
片
戰
爭
の
時
（
西
暦
一
八
四

一
）
廣
東
で
も
人
肉
を
食
せ
し
事
あ
り
（C

h
in

ese
R

ep
o
sito

ry

V
o
l.

X

）、
同
治
年
間
に
起
つ
た
囘
教
徒
の
叛
亂
中
に
も
往
々

C
a
n
n
ib

a
lism

が
現
は
れ
た
。
同
治
五
六
年
（
西
暦
一
八
六
六
―

一
八
六
七
）
の
間
に
、
巴
里
坤
城
内
在
住
の
漢
民
は
、
囘
匪
に
糧

道
を
斷
た
れ
た
結
果
、
遂
に
人
肉
を
食
用
し
て
居
る
（
清
の
魏
光

燾
の
『
戡
定
新
疆
記
』
卷
一
）。
そ
の
約
二
年
前
の
同
治
三
四
年

（
西
暦
一
八
六
四
―
一
八
六
五
）
の
頃
に
、
カ
シ
ュ
ガ
ル
城
が
重
圍

の
裡
に
陷
つ
た
時
、
城
中
の
支
那
人
及
び
之
に
味
方
し
た
ト
ル
コ

人
等
は
、
糧
食
に
竭
き
て
人
肉
を
食
し
た
。

最
後
に
彼
等
は
五
人
又
は
六
人
づ
つ
組
を
作
り
、
蚤
取
り
眼

で
餌
食
を
搜
が
し
歩
く
。
單
獨
な
る
行
人
に
出
會
ふ
と
、
彼

等
は
こ
の
不
幸
な
る
犧
牲
者
を
物
蔭
に
引
き
込
み
て
殺
害
し
、

そ
の
骨
立
せ
る
躯
體
に
僅
に
殘
れ
る
肉
を
、
各
自
に
分
配
し

た
（V

isits
to

H
ig

h
T
a
rta

ry,
Y

a
rka

n
d

a
n
d

K
a
sh

g
a
r.

p
.

4
8

）。

　
こ
れ
が
そ
の
後
間
も
な
く
千
八
百
六
十
八
年
に
、
カ
シ
ュ
ガ
ル
地

方
を
觀
光
し
た
英
人S

h
aw

の
傳
へ
る
報
道
で
あ
る
。
咸
豐
十
一

年
（
西
暦
一
八
六
一
）
に
、
長
髮
賊
徒
の
一
根
據
地
た
る
安
慶
が
陷

る
頃
に
は
、
三
年
に
亙
つ
て
官
軍
の
攻
圍
を
受
け
た
城
中
の
住
民

は
、
人
肉
を
以
て
、
糧
食
に
當
て
、
人
肉
一
斤
は
銅
錢
四
十
文
に
て

市
場
に
賣
買
さ
れ
た
と
い
ふ
（W

ilso
n
;
T

h
e

E
v
er-V

icto
rio

u
s

A
rm

y.
p
.

7
9

）。

　三〇
九
三
一
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（三）
嗜
好
品
と
し
て
人
肉
を
食
用
す
る
場
合
。

　
こ
は
勿
論
特
別
の
場
合
に
限
る
。
所
が
支
那
で
は
、
こ
の
特
別

な
る
べ
き
場
合
が
、
存
外
頻
繁
に
起
る
か
ら
驚
く
。
已
に
紹
介
し

た
齊
の
桓
公
が
、
易
牙
の
子
を
食
し
た
の
は
、
異
味
を
賞
翫
す
る

と
い
ふ
理
由
で
、
こ
の
場
合
の
一
例
と
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
隋
の

朱
粲
や
五
代
の
趙
思
綰
も
亦
人
肉
愛
用
者
の
中
に
加
へ
ね
ば
な
る

ま
い
。
朱
粲
が
當
初
人
肉
に
口
を
着
け
た
の
は
、
食
糧
の
缺
欠
に

由
る
が
、
彼
が
人
肉
を
第
一
の
美
食
と
公
言
せ
る
以
上
、
彼
は
當

然
人
肉
愛
用
者
と
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
趙
思
綰
に
就
い
て
は
五
代

末
（
？
）
の
無
名
氏
の
『
玉
堂
閑
話
』（『
太
平
廣
記
』
卷
二
百
六

十
九
所
引
）
に
、

趙
思
綰
…
…
凡
食
㆓

人
肝
㆒

六
十
六
。
無
㆑

非
㆓

面
剖
而
膾
㆒㆑

之
。

至
㆓

食
欲
㆒㆑

盡
。
猶
宛
轉
叫
呼
。
而
戮
者
人
亦
一
二
萬
。
嗟
乎

　モ
シ儻　
非
㆘

名
將
仗
㆓

皇
威
㆒

而
勦
㆖
㆑

之
。
則
孰
能
翦
㆓

滅
黔
黎
之
※

※
㆒

。

と
傳
へ
て
居
る
。
隨
分
驚
く
べ
き
話
で
は
な
い
か
。

　
唐
の
張
鷟
の
『
朝
野
僉
載
』
に
、
薛
震
が
人
肉
を
愛
用
せ
し
事

を
記
し
て
、

武
后
時
。
杭
州
臨
安
尉
薛
震
。
好
食
㆓

人
肉
㆒

。
有
㆓

債
主
及

奴
㆒

。
詣
㆓

臨
安
㆒

。
止
㆓

於
客
舍
㆒

。
飮
㆑

之
醉
。
竝
殺
㆑

之
。
水

銀
和
煎
。
并
㆑

骨
銷
盡
。
後
又
欲
㆑

食
㆓

其
婦
㆒

。
婦
知
㆑

之
。
踰
㆑

墻
而
遯
。
以
告
㆓

縣
令
㆒

。
令
詰
㆑

之
。
具
得
㆓

其
情
㆒

。
申
㆑

州

録
㆑

事
奏
。
奉
㆑

勅
杖
一
百
而
死
。

と
い
ふ
。
同
書
に
同
時
代
に
施
州
刺
史
で
あ
つ
た
獨
孤
莊
と
い
ふ

者
が
、
病
中
に
人
肉
を
好
み
、
部
下
の
奴
婢
の
死
せ
る
者
の
肉
を

求
め
て
食
し
た
こ
と
を
傳
へ
て
居
る
。
薛
震
と
い
ひ
獨
孤
莊
と
い

ひ
、
泰
平
無
事
の
日
に
、
相
當
の
官
職
を
帶
べ
る
身
分
で
、
か
か

る
嗜
好
を
有
す
と
は
、
誠
に
不
思
議
と
申
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
唐
の

徳
宗
憲
宗
時
代
の
重
臣
に
張
茂
昭
が
あ
る
。
本
は
奚
種
族
で
あ
る

が
、
祖
父
の
時
代
か
ら
中
國
に
歸
化
し
て
居
り
、
彼
自
身
は
節
度

使
か
ら
中
書
令
に
進
み
、
死
後
太
師
ま
で
贈
ら
れ
た
。
唐
の
盧
言

の
『
盧
氏
雜
説
』（『
賓
退
録
』
卷
七
所
引
）
に
、
こ
の
張
茂
昭
に

就
い
て
次
の
如
く
傳
へ
て
居
る
。

張
茂
昭
爲
㆓

節
鎭
㆒

。
頻
喫
㆓

人
肉
㆒

。
及
㆘

除
㆓

統
軍
㆒

到
㆖
㆑

京
。

班
中
有
㆑

人
問
曰
。
尚
書
在
㆑

鎭
。
好
㆓

人
肉
㆒

虚
實
。
笑
曰
。
人

肉
腥
而
臊
。
　
イ
カ
デ
カ
爭　
堪
㆑

喫
。

所
謂
問
ふ
に
落
ち
ず
し
て
、
語
る
に
落
つ
る
も
の
で
あ
る
ま
い
か
。
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嗜
好
品
と
し
て
人
肉
を
食
し
た
者
の
代
表
と
し
て
、
五
代
の
高

澧
を
逸
す
る
こ
と
が
出
來
ぬ
。
元
末
の
陶
宗
儀
の
『
輟
耕
録
』
卷

九
に
、
古
來
食
人
の
事
實
を
列
記
せ
る
中
に
、

三
國
志
云
。
呉
將
高
澧
。
好
使
㆑

酒
。
嗜
㆓

殺
人
㆒

而
飮
㆓

其
血
㆒

。

日
暮
必
於
㆓

宅
前
後
㆒

。
掠
㆓

行
人
㆒

而
食
㆑

之
。

と
あ
る
。
併
し
『
三
國
志
』
に
は
一
切
か
か
る
記
事
が
載
せ
て
な

い
。
北
宋
の
路
振
の
『
九
國
志
』（『
粤
雅
堂
叢
書
』
本
）
卷
二
に
、

高
澧
を
傳
し
て
、

｛
高
｝
澧
嗜
㆑

酒
好
㆑

侠
。
殺
人
而
飮
㆓

其
血
㆒

。
日
暮
必
於
㆓

宅

前
後
㆒

。
掠
㆓

行
人
㆒

而
食
㆑

之
。

と
あ
る
。
疎
忽
な
陶
宗
儀
は
、『
九
國
志
』
を
『
三
國
志
』
と
間
違

へ
、
嗜
酒
好
侠
の
句
を
、
好
使
酒
嗜
と
書
き
誤
つ
た
に
相
違
な
い
。

支
那
人
の
著
録
に
、
往
々
『
輟
耕
録
』
の
記
事
を
そ
の
儘
に
襲
踏
せ

る
も
の
を
見
受
け
る
が
、
不
注
意
千
萬
と
申
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
高

澧
と
ほ
ぼ
時
を
同
く
し
て
萇
從
簡
が
あ
る
。
彼
は
後
唐
、
後
晉
に

歴
仕
し
て
、
節
度
使
、
上
將
軍
に
出
世
し
た
が
、
好
ん
で
人
肉
を

食
し
た
。『
五
代
史
記
』、
卷
四
十
七
に
、

｛
萇
｝
從
簡
好
食
㆓

人
肉
㆒

。
所
㆑

至
多
潛
捕
㆓

民
間
小
兒
㆒

。
以

食
。

と
記
し
て
あ
る
。
萇
從
簡
の
家
は
も
と
屠
羊
を
世
業
と
し
た
か
ら
、

顯
官
と
な
つ
て
後
も
、
か
か
る
野
蠻
な
習
癖
を
有
し
た
も
の
と
見

え
る
。
好
ん
で
人
肉
を
食
し
た
人
は
、
唐
代
か
ら
五
代
を
經
て
、

北
宋
初
期
の
人
に
多
い
。
宋
初
の
柳
開
は
歐
蘇
の
先
驅
者
と
し
て
、

文
學
史
上
相
當
名
の
聞
え
た
人
で
、
已
に
『
宋
史
』
の
文
苑
傳
（
卷

四
百
四
十
）
に
も
載
せ
ら
れ
て
あ
る
が
、
彼
も
亦
こ
の
嗜
好
を
有

し
て
居
つ
た
。
南
宋
初
期
の
蔡
絛
の
『
鐵
圍
山
叢
談
』
卷
三
に
、

「｛
柳
｝
開
喜
生
㆓

膾
人
肝
㆒

。
且
多
㆓

不
法
㆒

。
謂
尚
仍
五
季
亂
習
」
と

記
し
て
あ
る
。

　
明
初
の
新
安
王
有
熺
は
太
祖
の
第
五
子
な
る
周
定
王
の
子
で
、

太
祖
の
孫
に
當
る
皇
族
で
あ
る
が
、
平
常
人
肉
を
嗜
食
し
た
。
明

の
沈
徳
符
の
『
野
獲
編
』
卷
二
十
八
に
、
こ
の
王
に
就
い
て
、

性
狼
戻
。
嗜
生
㆓

食
人
肝
及
腦
膽
㆒

。
常
以
㆓

薄
暮
㆒

。
伺
㆑

有
㆓

過
㆑

門
者
㆒

。
輙
誘
入
殺
而
食
㆑

之
。
其
府
第
前
。
日
未
㆑

晡
。
即

斷
㆓

行
跡
㆒

。
…
…
※
※
梟
※
。
乃
出
㆓

帝
系
㆒

。
亦
宗
藩
異
事

也
。

と
述
べ
て
居
る
。
金
枝
玉
葉
の
身
で
、
か
か
る
嗜
好
を
有
す
る
と

は
、
眞
に
　と
つ
と
つ

咄
　々
怪
事
で
な
い
か
。

　M
a
rco

P
o
lo

（Y
u
le

a
n
d

C
o
rd

ier;
V

o
l.

II,
p
.

2
2
5

）
に
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據
る
と
、
福
建
地
方
の
或
る
住
民
は
、
好
ん
で
病
死
に
あ
ら
ざ
る

人
間
の
肉
を
食
ふ
。
か
く
て
彼
等
は
殺
害
さ
れ
た
人
間
の
肉
を
搜

索
し
ま
は
る
。
彼
等
は
人
肉
の
味
を
素
敵
（E

x
cellen

t

）
と
し
て

賞
美
す
る
と
い
ふ
。
既
にY

u
le

の
注
意
せ
し
如
く
、
こ
の
住
民

と
は
福
建
の
山
間
に
棲
息
す
る
原
住
種
族
を
、
指
す
も
の
で
あ
ら

う
。
此
等
の
原
住
種
族
は
、
早
く
支
那
人
間
に
、
山
魅
又
は
野
人

な
ど
と
稱
せ
ら
れ
、
人
肉
を
食
す
と
傳
へ
ら
れ
て
居
る
（『
太
平
寰

宇
記
』
卷
一
百
、
福
州
の
條
參
看
）。
從
つ
て
こ
の
記
事
は
支
那
人

のC
a
n
n
ib

a
lism

の
資
料
に
利
用
し
難
い
か
と
思
ふ
。

　三二
十
三
三

　　
（四）
憎
惡
の
極
、
怨
敵
の
肉
を
噉
ふ
場
合
。

　
支
那
人
は
そ
の
怨
敵
に
對
す
る
時
、
よ
く
欲
㆑

噬
㆓

其
肉
㆒

と
か
、

食
㆑

之
不
㆑

厭
と
か
、
將
た
魚
㆓

肉
之
㆒

と
か
い
ふ
文
字
を
使
用
す
る

が
、
こ
は
決
し
て
誇
張
せ
る
形
容
で
な
く
、
率
直
な
る
事
實
で
あ

る
。
彼
等
は
生
き
た
る
怨
敵
の
肉
を
噉
ふ
は
勿
論
、
死
ん
だ
怨
敵

の
肉
す
ら
噉
ふ
こ
と
が
稀
有
で
な
い
。
生
者
を
噉
へ
ば
之
に
苦
痛

を
與
へ
得
る
が
、
死
者
の
場
合
は
、
屍
を
鞭
打
つ
と
同
樣
の
心
理

に
本
づ
く
も
の
と
想
ふ
。
春
秋
戰
國
時
代
か
ら
、
こ
の
風
習
の
存

在
し
た
こ
と
は
、
已
に
述
べ
て
置
い
た
か
ら
、
茲
に
繰
り
返
さ
ぬ
。

　
漢
室
を
簒
奪
し
た
王
莽
が
、
後
に
敗
死
し
た
時
の
有
樣
を
『
漢

書
』
に
、

軍
人
分
㆓

裂
｛
王
｝
莽
身
㆒

。
支
㆓

節
肌
骨
㆒

。
臠
分
。
爭
相
殺

者
數
十
人
。
…
…
傳
㆓

莽
首
㆒

詣
㆓

更
始
㆒

。
縣
㆓

宛
市
㆒

。
百
姓

共
提
㆓

撃
之
㆒

。
或
切
食
㆓

其
舌
㆒

（
卷
九
十
九
、
王
莽
傳
下
）。

と
載
せ
て
あ
る
。
梁
の
賊
臣
侯
景
、
及
び
そ
の
參
謀
の
王
偉
が
、

後
に
失
敗
し
て
殺
戮
さ
れ
た
時
、
市
民
百
姓
等
は
競
う
て
そ
の
肉

を
噉
食
し
た
。
前
者
に
就
い
て
は
『
南
史
』
卷
八
十
に
、

及
㆓
｛
侯
｝
景
死
㆒

。｛
王
｝
僧
辯
截
㆓

其
二
手
㆒

。
送
㆓

齊
文
宣
㆒

。

傳
㆓

首
江
陵
㆒

。
果
以
㆓

鹽
五
斗
㆒

置
㆓

腹
中
㆒

。
送
㆓

於
建
康
㆒

。

暴
㆓

之
于
市
㆒

。
百
姓
爭
取
。
屠
膾
羹
食
。
皆
盡
。
并
溧
陽
｛
公
｝

主
亦
預
㆓

食
例
㆒

。
景
焚
㆑

骨
揚
㆑

灰
。
曾
罹
㆓

其
禍
㆒

者
。
乃
以
㆑

灰
和
㆑

酒
飮
㆑

之
。
首
至
㆓

江
陵
㆒

。
元
帝
命
梟
㆓

於
市
㆒

三
日
。
然

後
煑
而
漆
㆑

之
。
以
付
㆓

武
庫
㆒

。

と
記
し
て
あ
る
。
溧
陽
公
主
は
梁
の
武
帝
の
孫
女
で
あ
る
が
、
侯

景
の
婦
と
な
つ
た
か
ら
、
衆
怒
に
觸
れ
て
食
肉
さ
れ
た
も
の
と
想

ふ
。
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王
偉
に
就
い
て
は
、『
梁
書
』
卷
五
十
六
に
、

及
㆘

囚
㆓

送
江
陵
㆒

。
烹
㆗

於
市
㆖

。
百
姓
有
㆘

遭
㆓

其
毒
㆒

者
㆖

。
竝

割
炙
食
㆑

之
。

と
記
し
て
あ
る
。

　
隋
唐
以
來
も
同
一
の
事
例
が
疊
見
し
て
居
る
。
君
上
の
怒
に
觸

れ
、
民
衆
の
怨
を
買
つ
た
者
の
、
噉
食
さ
れ
た
場
合
が
稀
有
で
な

い
。
隋
の
煬
帝
は
叛
臣
斛
斯
政
を
烹
て
、
百
官
に
そ
の
肉
を
噉
は

し
め
（『
資
治
通
鑑
』
隋
紀
六
、
大
業
十
年
の
條
）、
隋
末
關
西
に

割
據
し
た
薛
擧
の
子
薛
仁
杲
は
、
有
名
な
る
文
人
庾
信
の
子
庾
立

を
捕
獲
し
て
、
そ
の
降
ら
ざ
る
を
怒
り
、
之
を
火
上
に
磔
し
、
そ

の
肉
を
割
い
て
軍
人
に
噉
し
め
た
（
同
上
隋
紀
八
、
義
寧
元
年
の

條
）。
同
じ
く
隋
末
に
河
北
を
寇
掠
し
た
賊
首
張
金
穪
が
、
官
軍
に

捕
獲
さ
れ
た
時
の
光
景
は
、『
資
治
通
鑑
』
隋
紀
七
、
大
業
十
二
年

の
條
に
、
次
の
如
く
記
載
さ
れ
て
居
る
。

吏
立
㆓

木
於
市
㆒

。
懸
㆓

其
頭
㆒

。
張
㆓

手
足
㆒

。
令
㆘

仇
家
割
㆗

食

之
㆖

。
未
㆑

死
間
。
歌
謳
不
㆑

輟
。

　
唐
の
則
天
武
后
時
代
の
酷
吏
に
來
俊
臣
が
あ
る
。
酷
吏
の
代
表

と
し
て
後
世
に
ま
で
聞
え
て
居
る
が
、
こ
の
來
俊
臣
が
後
に
棄
市

せ
ら
れ
た
時
、
民
衆
は
爭
う
て
そ
の
肉
を
割
食
し
た
。『
資
治
通

鑑
』
唐
紀
二
十
二
、
神
功
元
年
の
條
に
、

仇
家
爭
噉
㆓

｛
來
｝
俊
臣
之
肉
㆒

。
斯
須
而
盡
。
抉
㆑

眼
剥
㆑

面
。

披
㆑

腹
出
㆑

心
。
騰
蹋
成
㆑

泥
。

と
見
え
て
居
る
。
唐
の
玄
宗
の
奸
相
楊
國
忠
が
馬
嵬
で
、
禁
軍
の

憤
怒
を
買
ひ
、
遂
に
軍
士
の
爲
に
噉
食
さ
れ
た
（『
新
唐
書
』
卷
二

百
六
、
楊
國
忠
傳
）。
五
代
の
後
晉
の
末
年
に
、
契
丹
の
手
先
と
な

つ
て
大
梁
に
跋
扈
し
た
張
彦
澤
が
後
に
死
に
處
せ
ら
れ
た
時
、
市

民
は
爭
う
て
其
腦
を
破
ぶ
り
其
髓
を
取
り
、
其
肉
を
臠
し
て
之
を

食
し
た
（『
五
代
史
記
』
卷
五
十
二
、
張
彦
澤
傳
）。
張
彦
澤
と
略

時
代
を
同
く
し
て
閩
の
王
延
政
が
あ
る
。
閩
主
王
審
知
の
子
で
、

閩
の
最
後
の
主
君
で
あ
る
。
彼
は
建
州
を
根
據
と
し
て
居
つ
た
が
、

部
下
に
在
つ
た
、
福
州
兵
の
謀
叛
の
噂
を
聞
き
、
兵
を
伏
せ
て
福

州
兵
八
千
人
を
殺
し
、
そ
の
肉
を
脯
と
し
て
食
料
に
供
し
た
（
明

の
黄
仲
昭
の
『
八
閩
通
志
』
卷
二
十
七
參
看
）。
當
時
王
延
政
は
格

別
食
糧
に
窮
し
て
居
ら
ぬ
か
ら
、
こ
の
擧
は
全
く
憎
惡
か
ら
出
た

も
の
と
解
釋
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
元
の
世
祖
時
代
に
政
權
を
握
つ
た
色
目
人
に
阿
合
馬
が
あ
る
。

彼
は
諸
方
面
の
反
感
を
買
つ
た
が
、
後
に
そ
の
罪
惡
が
暴
露
し
て

誅
戮
さ
れ
た
時
、
か
ね
て
彼
の
專
横
を
惡
め
る
人
々
は
爭
う
て
そ
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の
肉
を
食
し
た
。
同
時
代
の
鄭
所
南
の
『
心
史
』
に
、

軍
民
盡
分
㆓

臠
阿
合
馬
之
肉
㆒

而
食
。
貧
人
亦
莫
㆑

不
㆓

典
㆑

衣
歌

飮
相
慶
㆒

。
燕
市
酒
三
日
倶
空
。

と
記
し
て
居
る
。
又
明
の
武
宗
時
代
の
宦
者
に
劉
瑾
が
あ
る
。
所

謂
八
虎
の
隨
一
で
、
隨
分
專
横
に
振
舞
つ
た
。
後
に
罪
を
發
か
れ

て
市
に
磔
せ
ら
れ
た
時
、
諸
人
の
彼
を
怨
め
る
も
の
、
一
錢
を
以

て
そ
の
一
臠
を
買
ひ
、
之
を
生
食
し
た
と
い
ふ
（『
皇
明
通
紀
』
卷

十
）。

　
要
す
る
に
支
那
人
の
間
に
、
罪
人
の
肉
を
噉
ふ
こ
と
は
、
一
種

の
私
刑
と
し
て
公
認
の
姿
と
な
つ
て
居
る
。
怨
ま
れ
た
る
、
若
く

ば
惡
ま
れ
た
る
罪
人
は
、
所
定
の
公
罰
を
受
く
る
の
み
で
な
く
、

同
時
に
民
衆
又
は
仇
家
に
噬
食
さ
れ
る
と
い
ふ
私
刑
を
受
け
ね
ば

な
ら
ぬ
。
此
の
如
く
に
し
てS

o
lay

m
a
n

の
い
ふ
所
（
）
の
、
不

忠
者
は
斬
罪
に
處
せ
ら
る
る
上
に
、
そ
の
肉
は
食
ひ
盡
さ
れ
る
こ

と
も
、
又A

b
û

Z
ay

d

の
傳
へ
る
所
（
）
の
姦
通
、
泥
棒
、
殺
人

等
、
民
衆
の
怨
を
買
ふ
べ
き
性
質
の
罪
人
は
、
所
定
の
公
罰
を
受

け
た
後
ち
、
更
に
民
衆
の
爲
に
食
ひ
盡
さ
れ
る
こ
と
も
、
大
體
に

於
て
事
實
を
得
た
も
の
で
あ
る
。
但A

b
û

Z
ay

d

の
此
等
の
罪
人

が
、
一
律
に
死
刑
に
處
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
點
は
、
一
考
を
要
す
る

と
思
ふ
。
殺
人
罪
を
犯
す
者
の
死
刑
に
處
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
先

づ
當
然
と
し
て
、
唐
時
代
に
姦
通
者
や
泥
棒
が
、
概
し
て
死
刑
に

處
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
必
し
も
事
實
で
な
い
。『
唐
律
』
卷

二
十
六
（
雜
律
上
）
に
據
る
と
、
一
般
の
姦
通
罪
は
徒
二
年
で
あ

る
。
さ
れ
ど
支
那
人
は
親
屬
間
に
於
け
る
姦
通
に
對
し
て
は
、
中
々

嚴
し
い
制
裁
を
加
へ
る
か
ら
、『
唐
律
』
に
も
こ
の
方
面
の
姦
通
に

對
し
て
は
、

諸
姦
㆓

從
祖
祖
母
姑
。
從
祖
伯
叔
母
姑
。
從
父
姉
妹
。
從
母
。

及
兄
弟
妻
。
兄
弟
妻
。
兄
弟
子
妻
㆒

者
流
二
千
里
。
強
者
絞
。

諸
姦
㆓

父
祖
妾
。
伯
叔
母
。
姑
。
※
妹
。
子
孫
之
婦
。
兄
弟
之

女
㆒

者
絞
。

と
規
定
し
て
あ
る
。『
明
律
』（
卷
二
十
五
、
犯
姦
律
）
の
規
定
は

一
層
嚴
重
で
、『
唐
律
』
の
流
は
絞
に
、
絞
は
斬
に
改
め
ら
れ
て
居

る
。
男
女
の
別
の
嚴
な
る
支
那
で
は
、
男
女
相
識
の
範
圍
は
甚
だ

狹
隘
で
從
つ
て
男
女
の
姦
通
と
い
ふ
事
件
は
親
屬
間
に
多
い
。
親

屬
間
の
姦
通
は
、
時
に
死
刑
に
處
せ
ら
る
る
こ
と
も
あ
る
。
此
の

如
く
し
て
姦
通
者
が
死
刑
に
處
せ
ら
る
る
と
い
ふA

b
û

Z
ay

d

の

所
傳
も
、
部
分
的
に
は
正
し
い
。
次
にA

b
û

Z
ay

d

の
所
謂
泥
棒

（v
o
leu

r
）
を
強
盜
の
意
味
に
解
す
れ
ば
、
こ
の
所
傳
も
大
體
に
於
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て
正
し
い
。
支
那
の
法
律
で
は
、
竊
盜
は
概
し
て
死
刑
に
處
せ
ぬ

が
、
強
盜
に
對
し
て
は
中
々
重
い
。『
唐
律
』
卷
第
十
九
（
賊
盜
律

三
）
の
規
定
で
は
、

諸
強
盜
不
㆑

得
㆑

財
。
徒
二
年
。
一
尺
徒
三
年
。
二
疋
及
加
㆓

一

等
㆒

。
十
疋
及
傷
㆑

人
者
絞
。
殺
㆑

人
者
斬
。
其
持
㆑

仗
者
。
雖
㆑

不
㆑

得
㆑

財
。
流
三
千
里
。
五
疋
絞
。
傷
㆑

人
者
斬
。

と
な
つ
て
居
る
が
、『
明
律
』（
卷
十
八
、
賊
盜
律
）
の
強
盜
に
對
す

る
處
分
は
、
今
一
段
と
嚴
重
で
、
概
し
て
斬
罪
に
行
ふ
。
死
罪
に

當
る
者
を
笞
打
ち
殺
す
と
は
、
所
謂
杖
殺
を
い
ふ
。
唐
の
中
世
以

後
は
、
謀
反
、
惡
逆
等
の
如
き
重
大
な
る
者
を
除
き
、
比
較
的
輕

い
死
罪
者
は
、
杖
殺
す
る
の
が
普
通
で
あ
つ
た
（『
新
唐
書
』
刑
法

志
參
看
）。
ア
ラ
ブ
人
は
こ
の
事
實
を
傳
へ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。

　M
a
rco

P
o
lo

は
元
の
上
都
に
就
い
て
、

此
等
の
人
民
は
、
私
が
讀
者
に
告
知
し
て
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ

一
種
（
特
別
）
の
風
習
を
有
す
。
若
し
或
る
者
が
死
に
處
せ

ら
れ
、
官
憲
の
手
に
て
殺
戮
さ
れ
た
時
に
は
、
彼
等
人
民
は

そ
の
死
體
を
料
理
し
て
食
用
に
供
す
る
。
さ
れ
ど
（
斬
殺
に

あ
ら
ざ
る
）
自
然
に
よ
る
死
者
の
肉
は
食
は
ぬ
（Y

u
le

a
n
d

C
o
rd

ier;
M

a
rco

P
o
lo

.
v
o
l.

I,
p
.

3
0
1

）。

と
述
べ
て
居
る
。
茲
に
い
ふ
「
此
等
の
人
民
」
と
は
、
指
す
所
や

や
曖
昧
で
あ
る
が
、
上
都
地
方
の
住
民
―――
北
支
那
人
及
び
蒙
古

人
―――
を
意
味
す
る
も
の
と
想
ふ
。
兔
に
角
そ
の
風
習
は
支
那
人

の
そ
れ
に
似
て
、S

o
lay

m
a
n

の
記
事
（
）
と
一
致
す
る
。
支
那

人
は
時
に
病
死
者
の
肉
を
、
甚
し
き
に
時
は
墓
中
よ
り
掘
り
出
し

た
屍
肉
す
ら
食
ふ
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
は
特
別
の
場
合
に
限
り
、

普
通
は
殺
害
し
た
、
又
は
殺
害
さ
れ
た
人
肉
を
食
ふ
の
で
あ
る
か

ら
、M

a
rco

P
o
lo

やS
o
lay

m
a
n

の
所
傳
は
、
大
體
に
於
て
間

違
が
な
い
。

　
支
那
人
は
父
兄
の
讎
に
對
し
て
、
不
倶
戴
天
の
強
い
反
感
を
も

つ
。
已
に
『
禮
記
』
に
も
、

子
夏
問
㆓

於
孔
子
㆒

曰
。
居
㆓

父
母
之
讎
㆒

。
如
㆓

之
何
㆒

。
子
曰
。

寢
㆑

苫
枕
㆑

干
。
不
㆑

仕
。
弗
㆔

與
共
㆓

天
下
㆒

也
。
遇
㆓

諸
市
朝
㆒

。

不
㆑

反
㆑

兵
而
鬪
（『
禮
記
註
疏
』
卷
七
、
檀
弓
上
）。

兄
弟
之
讎
。
不
㆑

反
㆑

兵
（『
禮
記
註
疏
』
卷
三
、
曲
禮
上
）。

と
明
記
し
て
あ
る
通
り
、
儒
教
は
復
讎
主
義
を
是
認
し
、
又
奬
勵

し
て
居
る
。
故
に
支
那
人
は
父
兄
の
讎
を
尤
も
惡
む
べ
き
怨
敵
と

認
め
、
そ
の
復
讎
の
場
合
に
は
、
單
に
そ
の
生
命
を
絶
つ
の
み
を

以
て
滿
足
せ
ず
、
往
々
そ
の
骨
肉
心
肝
を
食
ひ
盡
く
し
て
仕
舞
ふ
。
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西
晉
末
の
譙
登
は
、
そ
の
父
を
殺
害
し
た
馬
晩
を
斬
つ
て
、
そ
の

肝
を
食
し
（『
欽
定
古
今
圖
書
集
成
』
人
事
典
卷
二
十
一
所
引
、
東

晉
の
常
璩
の
『
西
川
後
賢
志
』）、
東
晉
初
の
趙
胤
は
、
そ
の
父
趙

誘
の
讎
な
る
杜
會
を
斬
つ
て
、
そ
の
肺
肝
を
食
し
た
（『
太
平
御

覽
』
卷
四
百
八
十
一
所
引
、
東
晉
の
王
隱
の
『
晉
書
』）。
東
晉
時

代
に
出
た
謝
混
が
、
そ
の
父
兄
の
讎
に
當
る
張
猛
を
殺
し
て
、
そ

の
肝
を
食
つ
た
こ
と
が
、『
晉
書
』
卷
七
十
九
の
謝
琰
傳
に
見
え
て

居
り
、
同
時
代
の
馬
權
が
、
そ
の
兄
の
讎
な
る
綦
母
翊
を
殺
し
て
、

そ
の
肝
を
食
つ
た
こ
と
が
、『
十
六
國
春
秋
』
卷
九
十
七
の
北
涼
録

四
の
馬
權
傳
に
見
え
て
居
る
。
馬
權
は
も
と
胡
人
で
あ
る
が
、
當

時
の
支
那
人
間
に
行
は
る
る
風
習
に
な
ら
つ
て
、
讎
の
肝
を
食
し

た
も
の
ら
し
い
。
隨
初
の
王
頒
は
、
そ
の
父
が
陳
の
武
帝
に
殺
害

さ
れ
た
の
を
怨
み
、
隋
の
征
南
軍
に
加
つ
て
陳
を
滅
ぼ
し
、
武
帝

の
陵
を
發
い
て
、
そ
の
骨
を
焚
き
水
に
混
じ
て
之
を
飮
ん
だ
と
い

ふ
（『
隋
書
』
卷
七
十
二
、
孝
義
傳
）。
唐
初
の
王
君
操
は
、
父
の
讎

な
る
李
君
則
を
刺
殺
し
、
そ
の
腹
を
刳
き
、
心
肝
を
取
り
出
し
て
、

立
所
に
噉
食
し
盡
し
た
（『
舊
唐
書
』
卷
百
八
十
八
、
孝
友
傳
）。
特

に
心
臟
や
肝
臟
を
食
す
る
場
合
の
多
い
理
由
は
、
已
にG

ro
o
t

の

注
意
せ
る
如
く
、
こ
の
心
肝
は
生
命
の
根
源
と
し
て
、
支
那
人
一

般
に
信
ぜ
ら
れ
て
居
る
か
ら
で
あ
る
（T

h
e

R
elig

io
u
s

S
y
stem

o
f
C

h
in

a
.

V
o
l.

IV
,
p
p
.

3
7
3
-3

7
4

）。
そ
の
仇
敵
の
心
肝
を
食

ひ
盡
く
す
こ
と
は
、
彼
の
生
命
に
對
し
て
、
最
後
の
、
同
時
に
最

大
の
打
撃
を
與
へ
、
そ
の
復
活
を
不
可
能
な
ら
し
む
る
所
以
に
外

な
ら
ぬ
。

　
怨
敵
の
肉
な
り
骨
な
り
心
肝
な
り
を
食
し
て
、
鬱
憤
を
晴
ら
す

と
い
ふ
の
が
、
支
那
人
古
來
の
風
習
で
あ
る
。
近
く
西
暦
千
八
百

九
十
五
年
の
八
月
に
、
廣
東
地
方
の
或
る
村
落
間
に
水
論
が
起
り
、

兩
派
に
分
か
れ
て
激
し
い
爭
鬪
を
續
け
た
。
こ
の
爭
鬪
の
間
に
、

雙
方
と
も
多
く
の
死
傷
者
を
出
し
、
又
若
干
の
捕
虜
が
出
來
た
。

此
等
敵
の
捕
虜
は
、
や
が
て
殺
害
せ
ら
れ
、
そ
の
肉
は
村
童
仲
間

へ
食
料
と
し
て
分
配
さ
れ
た
と
、
信
用
す
べ
き
當
時
の
英
字
新
聞

は
傳
へ
て
居
る
（B

a
ll;

T
h
in

g
s

C
h
in

ese.
p
.

1
2
8

）。
支
那
の

淫
書
に
『
覺
後
禪
』
が
あ
る
。
そ
の
卷
三
に
艶
芳
と
い
ふ
婦
人
が
、

情
人
未
央
生
の
變
心
を
疑
ひ
、
之
を
責
め
た
書
翰
中
に
、

從
㆑

此
絶
㆑

交
。
以
後
不
㆑

得
㆓

再
見
㆒

。
若
　マ
タ還　
再
見
。
我
必
咬
㆓

　ナ
ン
ヂ
ノ

儞
的　
肉
㆒

。
當
㆓

做
猪
肉
狗
肉
㆒

吃
也
。

と
述
べ
て
居
る
。
婦
人
の
文
句
と
し
て
は
、
隨
分
興
覺
め
た
も
の

だ
が
、
之
も
支
那
人
間
に
、
怨
家
の
肉
を
喫
食
す
る
風
習
の
存
在
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す
る
こ
と
と
關
聯
し
て
、
始
め
て
了
解
し
得
る
文
句
で
あ
る
。

　
や
や
事
情
を
異
に
す
る
が
、
宋
の
魯
應
龍
の
『
閑
窓
括
異
志
』（『
稗

海
』本
）に
載
せ
て
あ
る
左
の
記
事
も
、亦
支
那
人
のC

a
n
n
ib

a
lism

を
研
究
す
る
に
當
つ
て
、
一
應
參
考
に
資
す
べ
き
材
料
と
思
ふ
。

江
南
平
。
建
州
有
㆓

大
將
余
洪
敬
㆒

。
妻
鄭
氏
有
㆓

絶
色
㆒

。
爲
㆓

亂
兵
所
㆒
㆑

獲
。
獻
㆓

於
裨
將
王
建
峰
㆒

。
遇
以
㆓

非
禮
㆒

。
鄭
志

不
㆑

可
㆑

奪
。
脅
以
㆓

白
刃
㆒

。
不
㆑

屈
。
又
命
引
㆓

所
㆑

掠
婦
人
㆒

。

令
㆓

鄭
殺
以
食
㆒
㆑

之
。
謂
鄭
曰
。
汝
懼
乎
。
曰
此
身
寧
早
充
㆓

君
庖
㆒

。
誓
不
㆑

可
㆘

以
㆓

非
禮
㆒

汚
㆖
㆑

我
。

　
婦
徳
を
失
は
ん
よ
り
身
命
を
擲
た
ん
と
す
る
、
鄭
氏
の
貞
節
も

感
心
す
べ
き
で
あ
る
が
、
怒
を
犯
し
て
命
を
喪
ふ
こ
と
を
、
充
㆓

君

庖
㆒

―――
料
理
の
材
料
に
供
す
る
―――
と
い
ふ
、
支
那
式
の
所
が
面

白
い
。

　
憎
惡
と
は
い
へ
ぬ
が
威
嚇
の
目
的
で
、
支
那
人
が
蠻
人
の
肉
を

食
し
た
場
合
が
、
支
那
史
乘
に
尠
か
ら
ず
見
當
る
。
殊
に
唐
宋
時

代
に
多
い
。
し
ば
ら
く
そ
の
二
三
の
例
證
を
左
に
附
記
い
た
さ
う
。

　
唐
の
徳
宗
時
代
に
、
良
原
の
刺
史
に
な
つ
た
郝
※
は
、
吐
蕃
人

を
捕
獲
し
て
之
を
噉
食
し
た
（
唐
の
李
肇
の
『
唐
國
史
補
』
卷
中
）。

五
代
の
前
蜀
の
王
建
時
代
に
、
四
川
の
軍
士
は
雲
南
蠻
人
の
入
寇

す
る
も
の
を
擒
に
し
て
、
之
を
噉
食
し
た
（
五
代
の
孫
光
憲
の
『
北

夢
瑣
言
』
卷
五
）。
尤
も
甚
し
い
の
は
、
北
宋
の
初
期
に
出
た
、
王

彦
昇
で
あ
る
。『
宋
史
』
卷
二
百
五
十
に
次
の
如
き
記
事
を
發
見
す

る
。

西
人
（
西
戎
）
有
㆘

犯
㆓

漢
法
㆒

者
㆖

。｛
王
｝
彦
昇
不
㆑

加
㆑

刑
。

召
㆓

僚
屬
㆒

飮
宴
。
引
㆑

所
㆑

犯
。
以
㆑

手
※
㆓

斷
其
耳
㆒

。
大
嚼
巵

酒
下
㆑

之
。
其
人
流
血
被
㆑

體
。
股
栗
不
㆓

敢
動
㆒

。
前
後
啗
者

數
百
人
。
西
人
畏
㆑

之
。
不
㆓

敢
犯
㆒
㆑

塞
。

　
支
那
人
が
臺
灣
を
占
領
し
た
時
代
に
は
、
近
く
日
清
戰
役
の
頃

ま
で
、
臺
灣
在
住
の
支
那
人
間
に
、
島
中
の
蕃
人
の
肉
を
食
用
す

る
風
習
が
行
は
れ
、
蕃
人
の
肉
が
豚
肉
同
樣
に
市
場
に
公
賣
さ
れ

た
こ
と
も
稀
有
で
な
か
つ
た
と
、
千
八
百
九
十
六
年
一
月
發
行
の

『H
o
n
g
k
o
n
g

D
a
ily

P
ress

』
に
見
え
て
居
る
（B

a
ll;

T
h
in

g
s

C
h
in

ese.
p
p
.

1
2
8
-1

2
9

）。

　三四
十
一
三
五

一

　　
（五）
醫
療
の
目
的
で
人
肉
を
食
用
す
る
場
合
。

　
唐
時
代
か
ら
現
時
に
至
る
ま
で
約
千
二
百
年
に
亙
つ
て
、
隨
分
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廣
く
行
は
れ
て
居
る
。
こ
の
人
肉
を
瘵
疾
の
良
劑
と
し
て
紹
介
し

た
の
は
、
唐
の
開
元
時
代
の
明
醫
、
陳
藏
器
の
『
本
草
拾
遺
』
に

は
じ
ま
す
と
い
ふ
。『
新
唐
書
』
卷
百
九
十
五
の
孝
友
傳
の
序
に
、

唐
時
陳
藏
器
著
㆓

本
草
拾
遺
㆒

。
謂
。
人
肉
治
㆓

羸
疾
㆒

。
自
㆑

是

民
間
以
㆓

父
母
疾
㆒

。
多
※
㆓

股
肉
㆒

而
進
。

と
記
し
て
あ
る
。
ほ
ぼ
同
一
の
記
事
が
北
宋
初
期
の
錢
易
の
『
南

部
新
書
』
辛
に
見
え
て
居
る
か
ら
推
す
と
、『
新
唐
書
』
は
『
南

部
新
書
』
に
本
づ
け
る
こ
と
疑
を
容
れ
ぬ
。
歴
史
を
調
査
し
て
も
、

唐
以
前
に
醫
療
の
目
的
で
人
肉
を
食
用
し
た
事
實
は
、
殆
ど
見
當

ら
ぬ
。
絶
無
と
迄
は
斷
言
出
來
ず
と
も
、
先
づ
絶
無
に
近
い
。『
南

史
』
の
孝
義
傳
、『
北
史
』
の
孝
行
傳
、
列
女
傳
を
見
渡
し
て
も
股

肉
を
※
つ
て
、
そ
の
父
母
舅
姑
の
療
病
に
供
し
た
も
の
は
、
一
人

も
見
當
ら
ぬ
。

　
所
が
『
新
唐
書
』
の
孝
友
傳
に
、
始
め
て
父
母
の
疾
病
を
醫
療

す
べ
く
、
自
己
の
肉
を
割
い
た
孝
子
三
人
を
載
せ
て
あ
る
。
何
れ

も
唐
の
中
世
以
後
の
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
降
つ
て
『
宋
史
』
の

孝
義
傳
、
列
女
傳
、『
元
史
』
の
孝
友
傳
、
列
女
傳
、『
明
史
』
の

孝
義
傳
、
列
女
傳
の
中
に
は
、
醫
療
の
目
的
で
人
肉
を
食
用
し
た

例
證
が
頗
る
多
い
。
陳
藏
器
の
『
本
草
拾
遺
』
か
ら
、
こ
の
風
習

の
俑
を
作
つ
た
と
い
ふ
こ
と
も
、
大
體
に
於
て
事
實
を
得
た
も
の

と
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
さ
れ
ば
こ
そ
支
那
一
流
の
刺
股
行
孝
と
い

ふ
風
習
は
、
唐
以
後
に
限
つ
て
、
隋
以
前
に
見
當
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

　
陳
藏
器
の
『
本
草
拾
遺
』
は
原
の
儘
で
は
今
日
傳
ら
ぬ
が
、
後

世
の
本
草
書
類
に
引
用
さ
れ
て
居
る
か
ら
、
そ
の
大
概
を
知
る
こ

と
が
出
來
る
。
支
那
本
草
を
集
成
し
た
、
明
の
李
時
珍
の
『
本
草

綱
目
』
卷
五
十
二
に
も
、
亦
『
本
草
拾
遺
』
を
引
き
、
羸
瘵
の
醫

藥
と
し
て
人
肉
を
擧
げ
て
居
る
。
吾
が
輩
は
人
肉
が
醫
藥
と
し
て
、

し
か
く
有
效
の
も
の
で
あ
る
や
否
や
を
審
に
せ
ぬ
が
、
支
那
人
の

記
録
に
よ
る
と
、
餘
程
效
能
あ
る
や
う
で
あ
る
。

　
父
母
の
爲
、
若
く
ば
舅
姑
の
爲
め
、
自
己
の
股
肉
を
割
い
て
供

し
た
所
謂
孝
子
孝
女
は
、
唐
宋
以
後
の
正
史
野
乘
を
始
め
、
各
地

方
の
通
志
、
府
縣
志
等
に
疊
見
し
て
居
つ
て
、
一
々
列
擧
す
る
に

堪
へ
ぬ
。
し
ば
ら
く
そ
の
一
端
を
示
す
爲
に
、
四
五
の
事
實
の
み

を
次
に
紹
介
す
る
。

　
（ａ）
『
宋
史
』
卷
四
百
六
十
、
列
女
傳
、

吉
州
安
福
縣
朱
雲
孫
妻
。
劉
氏
姑
病
。
雲
孫
※
㆓

股
肉
㆒

作
㆑

糜

以
進
而
愈
。
姑
復
病
。
劉
亦
※
㆑

股
以
進
又
愈
。
尚
書
謝
諤
爲

賦
㆓

孝
婦
詩
㆒

。
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（ｂ）
『
元
史
』
卷
百
九
十
八
、
孝
友
傳
、

胡
伴
侶
。
鈞
州
密
縣
人
。
其
父
實
嘗
患
㆓

心
疾
㆒

。
數
月
幾
死
。

更
㆓

數
醫
㆒

倶
莫
㆓

能
療
㆒

。
伴
侶
乃
齋
沐
焚
㆑

香
。
泣
告
㆓

于
天
㆒

。

以
㆓

所
㆑

佩
小
刀
㆒

。
於
㆓

右
脇
傍
㆒

。
※
㆓

其
皮
膚
㆒

。
割
㆓

脂
一

片
㆒

。
煎
藥
以
進
。
父
疾
遂
瘳
。
其
傷
亦
旋
愈
。
朝
廷
旌
㆓

表

其
門
㆒

。

　
（ｃ）
『
元
史
』
卷
二
百
、
列
女
傳
、

秦
氏
二
女
。
河
南
宜
陽
人
。
逸
㆓

其
名
㆒

。
父
嘗
有
㆓

危
疾
㆒

。
醫

云
不
㆑

可
㆑

攻
。
※
閉
㆑

戸
默
祷
。
鑿
㆓

己
腦
㆒

和
㆑

藥
進
飮
。
遂

愈
。
父
後
復
病
。
欲
㆑

絶
。
妹
※
㆓

股
肉
㆒

置
㆓

粥
中
㆒

。
父
小
啜

即
甦
。

　
（ｄ）
『
四
川
總
志
』（『
欽
定
圖
書
集
成
』
閨
媛
典
、
第
三
十
四

卷
、
閨
孝
部
列
傳
三
所
引
）

四
川
茂
州
鄧
氏
文
節
妻
。
節
赴
㆓

秋
試
㆒

。
母
李
患
㆑

病
。
醫
治

莫
㆑

效
。
鄧
※
㆓

左
臂
肉
㆒

。
作
㆑

羹
奉
㆑

姑
。
姑
食
㆑

之
異
。
越
數

日
復
思
㆑

之
。
子
嘉
謨
跪
告
㆓

于
母
鄧
㆒

曰
。
母
能
食
㆑

姑
。
孫

獨
不
㆑

能
㆑

食
㆓

祖
母
㆒

耶
。
嘉
謨
亦
割
以
進
。
李
疾
漸
愈
。
有

司
以
聞
旌
表
。

　
（ｅ）
『
武
進
縣
志
』（『
欽
定
圖
書
集
成
』
閨
媛
典
、
第
三
十
四

卷
、
閨
孝
部
列
傳
三
所
引
）、

楊
氏
徐
時
肩
妻
。
年
十
三
。
母
病
㆑

瘵
。
醫
祷
不
㆑

愈
。
晝
夜

哭
泣
。
※
㆓

左
臂
肉
㆒

進
㆑

之
。
卒
無
㆑

救
。
哀
毀
骨
立
。
三
年

不
㆑

見
㆑

齒
。
父
病
。
奉
㆓

湯
樂
㆒

必
嘗
。
疾
甚
。
焚
㆑

香
※
㆑

天

號
慟
。
願
㆓

以
㆑

身
代
㆒

。
復
※
㆓

右
臂
肉
㆒

以
進
。
及
㆑

笄
嫁
爲
㆓

徐
氏
媳
㆒

。
夫
就
㆓

外
傅
㆒

。
事
㆓

舅
姑
㆒

盡
㆑

孝
。
夫
早
喪
。
氏

年
二
十
七
。
以
㆓

舅
姑
在
㆒

。
不
㆓

敢
死
㆒

。
…
…
姑
病
。
復
如
㆑

前
。
※
㆓

體
肉
㆒

和
㆑

藥
進
。
姑
病
獲
㆑

愈
。
…
…
人
穪
爲
㆓

三
※

孺
人
㆒

。

　
父
母
舅
姑
の
爲
に
、
自
己
の
肉
を
※
る
こ
と
は
、
最
上
の
孝
行

と
し
て
、
社
會
も
歡
迎
し
、
官
憲
も
奬
勵
し
た
。
所
が
雷
同
性
の

多
い
、
模
仿
性
に
富
む
支
那
人
の
こ
と
と
て
、
そ
の
流
弊
憂
ふ
べ

き
に
至
り
、
支
那
官
憲
も
幾
分
之
を
抵
制
す
る
必
要
を
感
じ
て
來

た
。
已
に
『
元
典
章
』
卷
三
十
三
、
行
孝
の
部
に
、
至
元
三
年
（
西

暦
一
二
六
六
）
の
禁
割
肝
剜
眼
、
至
元
七
年
（
西
暦
一
二
七
〇
）
の

行
孝
割
股
不
當
の
條
文
が
載
せ
て
あ
る
。
後
者
の
條
文
の
中
に
、

割
㆑

股
旌
賞
體
例
。
雖
㆑

爲
㆓

行
㆑

孝
之
一
端
㆒

。
…
…
頗
與
三
六

聖
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人
垂
戒
。
不
㆔

敢
毀
㆓

傷
父
母
遺
體
㆒

不
㆑

同
。
又
恐
愚
民
不
㆑

知
㆓

侍
養
常
道
㆒

。
因
縁
奸
弊
。
以
敢
毀
㆓

傷
肢
體
㆒

。
或
致
㆓

性

命
㆒

。
又
貽
㆓

父
母
之
憂
㆒

。
…
…
今
後
遇
㆑

有
㆓

割
㆑

股
之
人
㆒

。

雖
㆑

不
㆑

在
㆓

禁
限
㆒

。
亦
不
㆑

須
㆓

旌
賞
㆒

。

と
明
記
し
て
あ
る
。
さ
れ
ど
元
の
泰
定
二
年
（
西
暦
一
三
二
五
）

に
新
刊
し
た
『
事
林
廣
記
』
壬
集
卷
一
に
、

　
ス
ベ
テ
諸　
…
…
爲
㆓

祖
父
母
、
父
母
、
伯
叔
父
母
、
姑
嫜
及
舅
姑
㆒

。

割
㆑

股
（
奴
卑
爲
㆓

本
主
㆒

同
）
竝
委
㆓

所
屬
㆒

。
由
覆
㆓

朝
廷
㆒

。

官
支
㆓

絹
五
疋
、
羊
兩
頭
田
一
頃
㆒

。
以
勸
㆓

孝
悌
㆒

。

と
あ
り
、
且
つ
『
元
史
』
に
至
元
七
年
以
後
も
、
父
母
舅
姑
の
爲

に
、
股
肉
を
割
い
た
男
女
を
旌
賞
し
た
實
例
が
疊
見
し
て
居
る
に

據
る
と
、
行
孝
割
股
不
當
の
條
文
の
、
實
際
に
於
け
る
效
力
は
疑

問
と
申
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
明
の
太
祖
は
實
際
的
政
治
家
と
し
て
、
中
々
傑
出
し
居
る
が
、

彼
は
割
股
行
孝
の
流
弊
を
知
つ
て
、
新
に
之
を
制
限
し
た
。
明
初

に
青
州
日
照
縣
の
住
民
に
江
伯
兒
と
い
ふ
者
が
あ
つ
て
、
そ
の
母

が
病
に
罹
つ
た
時
、
自
分
の
肉
を
割
い
て
進
め
た
が
、
十
分
の
效

驗
が
な
い
。
彼
は
遂
に
神
に
願
掛
け
し
て
、
母
の
病
が
平
い
だ
ら
、

我
が
子
を
殺
す
こ
と
を
誓
つ
た
。
後
幸
に
母
が
平
癒
し
た
か
ら
、
彼

は
か
ね
て
の
願
掛
け
通
り
、
三
歳
に
な
る
幼
兒
を
殺
し
て
神
に
謝

し
た
。
地
方
官
憲
は
江
伯
兒
を
母
に
孝
な
る
者
と
し
て
、
旌
表
す

べ
く
上
聞
し
た
。
所
が
太
祖
は
江
伯
兒
の
行
爲
は
人
倫
を
絶
滅
せ

る
、
以
て
の
外
の
非
行
と
し
て
、
大
に
怒
り
之
を
海
南
島
に
遠
謫

し
、
且
つ
禮
部
に
命
じ
て
、
將
來
に
於
け
る
孝
行
旌
表
の
事
例
を

詳
議
さ
せ
た
。
禮
部
の
詳
議
し
た
結
果
は
、
明
の
何
孟
春
の
『
餘

冬
序
録
摘
抄
』
一
（『
紀
録
彙
編
』
卷
百
四
十
八
）
に
、
次
の
如
く

記
載
し
て
あ
る
。

子
之
事
㆑

親
。
居
則
致
㆓

其
敬
㆒

。
養
則
致
㆓

其
樂
㆒

。
有
㆑

疾
則

拜
㆓

託
良
醫
㆒

。
嘗
㆓

進
善
藥
㆒

。
…
…
若
臥
㆑

氷
割
㆑

股
。
前
古

所
㆑

無
。
事
出
㆓

後
世
㆒

。
亦
是
間
見
。
割
㆑

肝
之
擧
。
殘
害
爲
㆑

最
。
且
　モ
シ如　
父
母
止
有
㆓

一
子
㆒

。
割
㆑

股
割
㆑

肝
。
或
至
㆑

喪
㆑

生
。

臥
㆑

氷
或
至
㆓

凍
死
㆒

。
使
㆓

父
母
無
㆑

依
。
宗
祊
乏
㆒
㆑

生
。
豈

不
㆔

反
爲
㆓

大
不
孝
㆒

乎
。
原
㆓

其
所
㆒
㆑

自
。
愚
昧
之
徒
。
一
時

激
發
。
及
務
爲
㆓

詭
異
㆒

之
輩
。
以
驚
㆑

俗
駭
㆑

世
。
希
㆓

求
旌

表
㆒

。
割
㆑

股
不
㆑

已
。
至
㆓

於
割
㆒
㆑

肝
。
割
㆑

肝
不
㆑

已
。
至
㆓

於

殺
㆒
㆑

子
。
違
㆑

道
傷
㆑

生
。
莫
㆓

此
爲
㆒
㆑

甚
。
自
今
人
子
。
遇
㆓

父
母
病
㆒

。
醫
治
弗
㆑

愈
。
無
㆑

所
㆓

控
訴
㆒

。
不
㆑

得
㆑

已
而
臥
㆑

氷
割
㆑

股
。
亦
聽
㆓

其
爲
㆒

。
不
㆑

在
㆓

旌
表
之
例
㆒

。
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朝
廷
は
こ
の
議
を
採
用
し
て
、
洪
武
二
十
七
年
（
西
暦
一
三
九

四
）
に
、

凡
割
㆑

股
或
至
㆑

傷
㆑

生
。
臥
㆑

氷
或
至
㆓

凍
死
㆒

。
自
㆑

古
不
㆑

稱

爲
㆒
㆑

孝
。
若
爲
㆓

旌
表
㆒

。
恐
㆓

其
倣
傚
㆒

。
通
行
㆓

禁
約
㆒

。
不
㆑

許
㆓

旌
表
㆒

。（『
禮
部
志
稿
』
卷
二
十
四
）。

と
發
布
し
た
。
さ
れ
ど
こ
の
禁
約
も
支
那
一
流
の
空
文
で
、
爾
後

明
一
代
を
通
じ
て
、
依
然
官
憲
も
之
を
旌
表
す
れ
ば
、
民
間
も
之

を
奬
揚
す
る
（
明
の
張
鼎
思
『
琅
邪
代
醉
編
』
卷
二
十
參
看
）。
從

つ
て
股
を
割
い
て
孝
を
行
ふ
風
習
が
毫
も
衰
廢
せ
ぬ
。
否
有
明
三

百
年
の
間
に
、
割
股
行
孝
の
風
習
は
、
前
代
に
比
し
て
一
層
流
行

し
た
趣
が
あ
る
（G

ro
o
t;

T
h
e

R
elig

io
u
s

S
y
stem

o
f
C

h
in

a
.

V
o
l.

IV
,
p
.

3
8
7

）。
隨
分
皮
肉
な
事
實
で
は
な
い
か
。

　
清
朝
で
は
早
く
順
治
九
年
（
西
暦
一
六
五
二
）
に
、
明
初
の
規

定
を
復
活
し
て
、

割
㆑

股
或
致
㆑

傷
㆑

生
。
臥
㆑

氷
或
致
㆓

凍
死
㆒

。
恐
㆓

民
仿
效
㆒

。

不
㆑

准
㆓

旌
表
㆒

（『
欽
定
大
清
會
典
事
例
』
卷
四
百
三
、
旌
表

節
孝
の
條
）。

と
い
ふ
禁
令
を
公
布
し
て
居
る
。
さ
れ
ど
こ
の
規
定
も
七
八
十
年

の
後
に
は
、
次
第
に
そ
の
效
力
を
失
う
た
。
雍
正
六
年
（
西
暦
一
七

二
八
）
に
、
福
建
の
巡
撫
か
ら
管
内
の
孝
子
李
盛
山
と
い
ふ
も
の

が
、
肝
を
割
き
て
母
の
病
を
救
ひ
、
母
の
病
は
癒
え
た
が
、
彼
自

身
は
そ
の
傷
重
く
し
て
遂
に
死
ん
だ
か
ら
、
こ
の
孝
子
に
旌
表
を

加
へ
た
い
と
申
出
た
。
禮
部
は
「
割
㆑

肝
乃
小
民
輕
㆑

生
愚
孝
。
　
サ
キ
ニ
向　

無
㆓

旌
表
之
例
㆒

。
應
㆑

不
㆓

準
行
㆒

。」
と
議
決
し
た
が
、
雍
正
帝
は
、

朕
念
。
割
㆑

肝
療
㆑

疾
。
事
雖
㆓

不
經
㆒

。
而
其
迫
切
救
㆑

母
之

心
。
實
屬
㆑

難
㆑

得
。
深
可
㆓

憐
憫
㆒

。
已
加
㆑

恩
準
㆓

其
旌
表
㆒

矣

（『
欽
定
大
清
會
典
事
例
』
卷
四
百
三
、
旌
表
節
孝
の
條
）。

と
て
、
特
旨
で
旌
表
を
加
へ
ら
れ
て
居
る
。
勿
論
雍
正
帝
は
今
囘
の

處
置
を
以
て
定
例
と
な
す
べ
か
ら
ず
、
又
地
方
官
憲
は
よ
く
管
内

の
人
民
に
、
割
肝
輕
生
の
愚
擧
を
懇
戒
す
べ
き
旨
を
仰
せ
下
さ
れ

て
居
る
が
、
兔
に
角
こ
の
時
以
來
、
國
初
の
禁
令
の
や
や
弛
緩
さ

れ
た
の
は
爭
ふ
こ
と
が
出
來
ぬ
。
爾
來
二
百
年
の
間
、
依
然
と
し

て
割
肝
※
股
の
風
が
行
は
れ
、
官
憲
も
そ
の
行
爲
が
賣
名
の
目
的

で
な
い
限
り
、
之
に
旌
表
を
加
へ
て
居
る
。
清
代
の
記
録
や
新
聞

に
、
か
か
る
例
證
が
多
く
散
見
し
て
居
る
が
、
煩
を
恐
れ
て
茲
に

は
引
用
す
ま
い
。
二
十
餘
年
間
支
那
に
布
教
し
て
、
該
國
情
に
精

通
し
て
居
る
ア
メ
リ
カ
のA

rth
u
r

S
m

ith

も
、
そ
のC

h
in

ese

C
h
a
ra

cteristics.
p
.

1
7
8

に
、
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支
那
人
は
兩
親
が
難
治
の
疾
病
に
罹
る
時
は
、
そ
の
子
女
た

る
者
が
、
自
己
の
肉
片
を
割
き
之
を
調
理
し
て
父
母
に
進
め

る
こ
と
が
、
尤
も
有
效
な
療
法
と
認
め
て
居
る
。
支
那
の
新

聞
紙
上
に
、
時
々
か
か
る
療
法
を
實
行
し
た
場
合
の
報
道
が

記
載
さ
れ
て
あ
る
。
著
者
自
身
も
、
親
し
く
母
親
の
病
氣
を

醫
す
べ
く
、
自
己
の
股
肉
を
割
い
た
若
者
に
面
會
し
た
こ
と

が
あ
る
。
彼
は
宛
も
古
武
士
が
戰
場
で
受
け
た
古
傷
を
示
す

が
如
き
得
意
な
態
度
で
、
自
分
に
そ
の
傷
痕
を
示
し
た
。

と
述
べ
て
居
る
。

　
支
那
人
は
單
に
人
肉
ば
か
り
で
な
く
、
人
體
の
一
部
分
、
例
へ

ば
人
膽
、
人
骨
、
人
血
、
毛
髮
、
爪
甲
等
を
始
め
、
そ
の
他
の
奇

妙
な
も
の
ま
で
、
皆
醫
藥
と
し
て
效
能
あ
る
も
の
と
信
じ
て
居
る

（『
本
草
綱
目
』
卷
五
十
二
、B

eh
ren

s;
D

er
K

a
n
n
ib

a
lism

u
s

d
er

C
h
in

esen
.

G
lo

b
u
s.

B
d
.

L
X

X
X

I,
N

r.
6
,

S
S
.

9
6
-

9
7
.

G
ro

o
t;

T
h
e

R
elig

io
u
s

S
y
stem

o
f

C
h
in

a
.

V
o
l.

IV
,

C
h
a
p
.

X
IV

,
p
p
.

3
8
9
-4

0
5
.

參
看
）。
明
代
の
高
寀
と
い
ふ
宦
者

が
、
生
殖
器
を
再
生
せ
し
む
る
目
的
で
、
無
數
の
童
男
を
買
取
り
、

之
を
殺
害
し
て
そ
の
腦
髓
を
啖
う
た
（『
野
獲
編
』
卷
六
）
と
い
ふ

如
き
、
及
び
之
に
類
似
せ
る
幾
多
笑
ふ
べ
き
迷
信
的
行
爲
は
し
ば

ら
く
措
き
、
支
那
人
は
一
般
に
人
の
生
血
、
生
膽
の
效
能
に
就
い

て
、
多
大
の
信
頼
を
以
つ
て
居
る
。R

en
n
ie

に
據
る
と
、
千
八
百

六
十
五
年
の
頃
、
北
京
西
郊
で
罪
人
を
處
刑
し
た
時
、
※
刀
手
は
そ

の
斬
り
首
よ
り
噴
出
す
る
鮮
血
に
饅
頭
を
漬
し
、
血
饅
頭
と
名
づ

け
て
市
民
に
販
賣
し
た
と
い
ふ
（P

ek
in

g
a
n
d

th
e

P
ek

in
g
ese.

V
o
l.

II,
p
p
.

2
4
3
-2

4
4

）。
又
長
髮
賊
の
亂
中
に
、
上
海
在
住
の

外
國
商
館
に
雇
は
れ
て
居
つ
た
支
那
人
の
召
使
は
、
自
己
の
膽
力

を
増
進
す
る
目
的
で
、
所
刑
さ
れ
た
賊
徒
の
心
臟
を
食
用
し
た
と

い
ふ
（B

a
lfo

u
r;

C
y
clo

p
a
ed

ia
o
f
In

d
ia

.
V

o
l.

I,
p
.

5
7
0

）。

こ
の
罪
人
の
生
血
、
生
膽
等
を
強
壯
劑
と
し
て
珍
重
す
る
こ
と
に

關
し
て
、
支
那
在
住
の
西
洋
人
の
報
告
も
尠
か
ら
ず
傳
つ
て
居
る

が
（Y

u
le

a
n
d

C
o
rd

ier;
M

a
rco

P
o
lo

.
V

o
l.

I,
p
.

3
1
2

）、

茲
に
は
引
用
せ
ぬ
。

　
罪
人
の
心
肝
を
使
用
す
る
の
は
、
ま
だ
よ
い
。
支
那
で
は
療
病

の
目
的
で
、
他
人
の
生
命
を
斷
ち
、
そ
の
肉
な
り
そ
の
肝
な
り
を

採
取
す
る
兇
行
が
、
古
來
可
な
り
行
は
れ
て
居
る
。
已
に
元
代
無

名
氏
の
『
鬼
董
』（
知
不
足
齋
叢
書
』
本
）
卷
十
二
に
、
左
の
如
き

記
事
が
見
當
る
。

嘉
定
戊
寅
（
西
暦
一
二
一
八
）
冬
。
廣
西
諸
司
。
奏
㆓

知
欽
州
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林
千
之
食
㆑

人
事
㆒

。
始
千
之
得
㆓

末
疾
㆒

。
有
㆓

道
人
㆒

。
教
以
㆔

童
男
女
肉
。
強
㆓

人
筋
骨
㆒

。
遂
捕
㆓

境
内
男
女
十
二
三
歳
㆒

。

腊
而
食
㆑

之
。
謂
㆓

之
地
雞
地
鴨
㆒

。
其
家
小
婢
妾
被
㆑

食
甚
衆
。

又
以
㆓

厚
賄
㆒

使
㆑

卒
。
掠
㆓

人
虚
市
間
㆒

。
民
稍
知
㆑

之
。
皆
深

閉
不
㆓

敢
出
㆒

。
卒
無
㆓

以
應
㆒
㆑

命
。
乃
走
㆓

其
鄰
横
州
㆒

。
伏
㆓

莽
中
㆒

掠
㆓

過
者
㆒

。
横
州
民
呼
爲
㆓

紅
衣
人
㆒

。
意
㆓

其
盜
㆒

也
。

告
㆑

州
捕
得
。
卒
言
㆓

其
情
㆒

。
監
司
上
㆓

諸
朝
㆒

。
既
而
獄
久

不
㆑

決
。
又
使
㆘

大
理
評
事
孫
涇
。
往
㆓

全
州
㆒

置
㆑

獄
勘
㆖
㆑

之
。

還
延
歳
餘
。
千
之
竟
從
㆓

輕
典
㆒

。
僅
追
毀
除
㆑

籍
。
配
㆓

吉
陽

牢
城
㆒

而
已
。
既
而
言
者
論
㆓

涇
罪
㆒

。
涇
罷
去
。

『
鬼
董
』
に
は
荒
誕
な
記
事
も
多
い
が
、
林
千
之
の
こ
と
は
、『
賓

退
録
』
を
始
め
、
宋
元
の
記
録
に
散
見
し
て
居
る
か
ら
、
當
時
一

般
に
事
實
と
し
て
信
用
さ
れ
た
ら
し
い
。
こ
の
記
事
を
如
何
程
信

用
す
べ
き
か
は
し
ば
ら
く
措
き
、
明
清
時
代
の
記
録
に
も
、
之
と

類
似
の
事
實
が
往
々
發
見
さ
れ
る
。
明
律
に
採
生
折
割
人
の
條
項

が
あ
つ
て
、
生
人
の
臟
腑
を
取
つ
て
人
體
を
毀
損
す
る
者
に
對
す

る
刑
罰
を
述
べ
て
、

凡
採
㆑

生
折
㆓

割
人
㆒

者
。
凌
遲
處
㆑

死
。
財
産
斷
㆓

付
死
者
之

家
㆒

。
妻
子
及
同
居
家
口
。
雖
㆑

不
㆑

知
㆑

情
。
竝
流
二
千
里
安

置
。
爲
㆑

從
者
斬
（『
明
律
』
卷
十
九
、
人
命
部
）。

と
あ
る
。『
清
律
』
も
全
然
同
一
で
あ
る
。
隨
分
の
重
罰
で
、
人
の

心
肝
を
採
取
す
る
者
は
、
こ
の
罰
を
受
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。
之
に
拘

ら
ず
こ
の
條
項
を
犯
す
者
が
尠
く
な
い
（『
大
清
律
例
集
要
新
編
』

卷
二
十
五
下
參
看
）。
豈
に
驚
く
べ
き
で
は
な
い
か
。

　三七
十
二
三
八

二

　　
古
代
に
溯
る
とC

a
n
n
ib

a
lism

は
、
存
外
廣
く
諸
國
民
の
間
に

行
は
れ
て
居
つ
た
。
中
古
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
間
に
も
、
こ
の

蠻
風
が
存
在
し
た
と
い
ふ
。
否
中
古
に
限
ら
ず
、
最
近
に
於
け
る
大

戰
役
の
際
に
も
、
オ
ー
ス
ト
リ
ー
や
ロ
シ
ア
邊
で
は
、
食
糧
缺
乏

し
て
人
肉
を
食
用
し
た
と
傳
へ
ら
れ
て
居
る
。
し
ば
ら
く
支
那
の

四
圍
を
見
渡
す
と
、
西
の
チ
ベ
ッ
ト
人
、
北
の
蒙
古
人
、
東
の
朝
鮮

人
、
南
の
安
南
、
占
城
諸
國
民
の
間
に
も
、
嘗
てC

a
n
n
ib

a
lism

の
行
は
れ
た
證
跡
歴
然
た
る
も
の
が
あ
る
。
た
だ
我
が
日
本
人
の

間
に
は
、
支
那
傳
來
と
思
は
る
る
迷
信
に
本
づ
き
、
療
病
の
目
的

に
、
人
肉
を
使
用
し
た
極
め
て
稀
有
の
場
合
を
除
き
、
記
録
の
上

で
は
殆
ど
こ
の
蠻
風
が
見
當
ら
ぬ
。『
日
本
書
記
』
卷
十
九
、
欽
明
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天
皇
の
二
十
八
年
（
西
暦
五
六
七
）
の
條
に
、

郡
國
大
水
。
飢
。
或
人
相
食
。
轉
㆓

傍
郡
穀
㆒

。
以
相
救
。

と
あ
る
は
、
已
に
先
人
の
指
摘
し
た
如
く
（
敷
田
年
治
『
日
本
書

紀
標
注
』
卷
十
六
參
看
）、『
漢
書
』
の
元
帝
本
紀
初
元
元
年
（
西

暦
前
四
八
）
九
月
の
條
に
、

關
東
郡
國
十
一
。
大
水
。
饑
。
或
人
相
食
。
轉
㆓

旁
郡
錢
穀
㆒

。

以
相
救
。

と
あ
る
原
文
を
そ
の
儘
に
襲
踏
し
た
も
の
で
、
必
し
も
當
時
の
事

實
を
傳
へ
た
も
の
で
な
い
か
と
思
は
れ
る
。
第
一
郡
國
の
二
字
は
、

漢
代
の
支
那
に
於
て
こ
そ
意
義
も
あ
れ
、
我
が
國
と
し
て
は
餘
り

妥
當
で
な
い
。
兔
に
角
日
本
人
が
飢
饉
の
場
合
、
籠
城
の
場
合
に
、

人
肉
を
食
用
し
た
と
い
ふ
確
證
が
見
當
ら
ぬ
。
ま
し
て
嗜
好
の
爲
、

憎
惡
の
爲
、
人
を
啖
つ
た
事
實
の
見
當
ら
ぬ
の
は
申
す
迄
も
な
い
。

太
田
錦
城
が
、
日
本
で
は
神
武
開
闢
以
來
、
人
が
人
を
食
ふ
こ
と

見
當
ら
ざ
る
は
、
我
が
國
の
風
俗
の
淳
厚
、
遠
く
支
那
に
勝
る
所

以
と
自
慢
し
て
居
る
が
（『
梧
窓
漫
筆
』
後
編
上
）、
こ
の
自
慢
は

支
那
人
と
雖
ど
も
承
認
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
此
の
如
く
食
人
肉
の
風
習
は
隨
分
廣
く
世
界
に
行
は
れ
て
居
つ

た
が
、
支
那
の
如
き
世
界
最
古
の
文
明
國
の
一
で
、
然
も
幾
千
年

間
引
續
い
て
、
こ
の
蠻
風
を
持
續
し
た
國
は
餘
り
見
當
ら
ぬ
。
支

那
人
間
に
於
け
る
こ
の

C
a
n
n
ib

a
lism

は
、
外
國
傳
來
の
も
の

で
あ
る
か
、
若
く
ば
そ
の
國
固
有
の
も
の
で
あ
る
か
は
、
勿
論
容

易
に
決
定
す
る
こ
と
が
出
來
ぬ
。
但
極
め
て
悠
遠
な
る
時
代
か
ら
、

可
な
り
普
通
に
、
こ
の
蠻
風
が
支
那
人
間
に
存
在
し
た
こ
と
は
、

吾
が
輩
が
上
來
紹
介
し
來
れ
る
事
實
に
據
つ
て
、
疑
を
容
る
べ
き

餘
地
が
な
い
。

　
日
支
兩
國
は
脣
齒
相
倚
る
間
柄
で
、
勿
論
親
善
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
日
支
の
親
善
を
圖
る
に
は
、
先
づ
日
本
人
が
よ
く
支
那
人

を
了
解
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
支
那
人
を
よ
く
了
解
す
る
爲
に
は
、

表
裏
二
面
よ
り
彼
等
を
觀
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
經
傳
詩
文
に
よ

つ
て
、
支
那
人
の
長
所
美
點
を
會
得
す
る
の
も
勿
論
必
要
で
あ
る

が
、
同
時
に
そ
の
反
對
の
方
面
、
即
ち
そ
の
暗
黒
の
方
面
を
も
一

應
心
得
置
く
べ
き
こ
と
と
思
ふ
。
食
人
肉
風
習
の
存
在
は
、
支
那

人
に
と
つ
て
餘
り
名
譽
の
こ
と
で
な
い
。
さ
れ
ど
儼
然
た
る
事
實

は
、
到
底
之
を
掩
蔽
す
る
こ
と
を
許
さ
ぬ
。
支
那
人
の
一
面
に
、

か
か
る
風
習
の
存
在
せ
し
、
若
く
ば
存
在
す
る
こ
と
を
承
知
し
置

く
の
も
、
亦
支
那
人
を
了
解
す
る
に
無
用
で
あ
る
ま
い
と
思
ふ
。

　
支
那
人
間
に
於
け
る
食
人
肉
風
習
の
存
在
は
、
決
し
て
耳
新
し
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い
問
題
で
な
い
。
南
宋
の
趙
與
時
の
『
賓
退
録
』、
元
末
明
初
に
出

た
陶
宗
儀
の
『
輟
耕
録
』
を
始
め
、
明
清
時
代
の
支
那
學
者
の
隨

筆
、
雜
録
中
に
、
斷
片
的
な
が
ら
こ
の
食
人
の
史
實
を
紹
介
し
、

若
く
ば
論
評
し
た
も
の
が
尠
く
な
い
。
日
本
の
學
者
で
こ
の
史
實

に
注
意
し
た
も
の
も
、
二
三
に
止
ら
ぬ
。
就
中
『
東
京
學
士
會
院

雜
誌
』
第
三
篇
八
册
に
掲
載
さ
れ
て
あ
る
、
神
田
孝
平
氏
の
「
支

那
人
人
肉
ヲ
食
フ
ノ
説
」
の
一
篇
が
、
尤
も
傑
出
し
て
居
る
。
傑

出
は
し
て
居
る
が
、
勿
論
十
分
と
は
い
へ
ぬ
。

　
元
時
代
の

M
a
rco

P
o
lo

以
來
、
明
清
時
代
に
支
那
に
來
た
、

西
洋
の
宣
教
師
や
旅
行
家
が
、
往
々
支
那
人
間
に
於
け
る
食
人
肉

風
習
を
傳
へ
て
居
る
が
、
何
れ
も
斷
片
的
報
告
に
過
ぎ
な
い
。
こ

の
風
習
に
關
す
る
研
究
的
な
論
文
は
、
未
だ
歐
米
の
學
界
に
發
表

さ
れ
て
居
ら
ぬ
。
千
九
百
二
年
二
月
六
日
發
行
のG

lo
b
u
s

雜
誌

に

B
eh

ren
s

の

D
er

K
a
n
n
ib

a
lism

u
s

d
er

C
h
in

esen
と
題

せ
る
一
篇
を
收
め
て
あ
る
が
、
こ
の
論
文
も
、
一
二
頁
の
短
篇
で
、

特
に
紹
介
す
る
程
の
價
値
が
な
い
。

　
吾
が
輩
の
知
れ
る
範
圍
で
は
、
西
洋
の
學
者
の
中
で
、
支
那
人
の

C
a
n
n
ib

a
lism

に
關
し
て
注
意
に
價
す
る
も
の
は
、
英
國
のY

u
le

と
オ
ラ
ン
ダ
のG

ro
o
t

と
の
二
人
で
あ
る
。Y

u
le

は
そ
の
名
著

M
a
rco

P
o
lo

（1
9
0
3

版V
o
l.

I,
p
p
.

3
1
2
-3

1
3

）
中
に
、
主
と

し
て
西
洋
方
面
の
材
料
に
よ
つ
て
、
支
那
人
のC

a
n
n
ib

a
lism

を

紹
介
し
て
居
る
。
例
に
よ
つ
て
博
引
旁
搜
で
は
あ
る
が
、
支
那
方
面

の
材
料
を
殆
ど
利
用
し
て
な
い
の
が
大
な
る
缺
點
と
思
ふ
。G

ro
o
t

は

Y
u
le

と
反
對
に
、
主
と
し
て
支
那
方
面
の
材
料
に
よ
つ
て
、

支
那
人
のC

a
n
n
ib

a
lism

を
紹
介
し
て
居
る
。（T

h
e

R
elig

io
u
s

S
y
stem

o
f
C

h
in

a
.

V
o
l.

IV
,
p
p
.

3
6
4
-3

8
9

）。
支
那
方
面
よ

り
蒐
録
し
た
材
料
の
豐
富
な
こ
と
は
、
確
に
前
人
に
卓
越
し
て
居

つ
て
、
西
洋
人
と
し
て
は
隨
分
努
力
を
要
せ
し
こ
と
と
想
像
さ
る

る
が
、
書
物
の
性
質
上
當
然
と
は
い
へ
、G

ro
o
t

は
醫
療
の
目
的

で
人
肉
を
食
用
す
る
場
合
の
み
に
重
き
を
置
き
、
そ
の
他
の
場
合

に
於
け
る
支
那
人
の

C
a
n
n
ib

a
lism

を
紹
介
す
る
こ
と
が
甚
だ

十
分
で
な
い
。
又
彼
は
材
料
の
選
擇
に
妥
當
を
缺
き
、
正
史
や
信

憑
す
べ
き
當
時
の
記
録
よ
り
も
、
荒
誕
不
稽
と
思
は
る
る
稗
史
小

説
を
多
く
引
用
せ
る
點
に
於
て
、
同
時
に
又
類
書
よ
り
間
接
引
用

の
多
き
點
に
於
て
、
可
な
り
如
何
を
免
れ
ぬ
。

　
吾
が
輩
の
こ
の
論
文
は
劈
頭
に
宣
告
し
て
置
い
た
通
り
、S

o
-

lay
m

a
n

や
A

b
û

Z
ay

d

の
所
傳
の
正
確
な
る
こ
と
を
證
明
し
、

且
つ
そ
の
所
傳
の
事
實
に
解
釋
を
加
へ
る
こ
と
を
主
目
的
と
い
た
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し
て
居
る
が
、
同
時
に
支
那
人
の
食
人
肉
の
風
習
を
、
歴
史
的
に

究
明
す
る
と
云
ふ
副
目
的
に
就
い
て
も
、
前
人
の
所
論
に
對
し
て

可
な
り
の
進
歩
を
與
へ
得
た
積
り
で
あ
る
。

（
大
正
十
三
年
三
月
十
九
日
稿
・『
東
洋
學
報
』
第
十
四

卷
第
一
號
所
載
）

　　後
註(一)

９
字
下
げ

(二)
「
緒
言
」
は
中
見
出
し

(三)
「ièm

e

」
は
上
付
き
小
文
字

(四)
「e

」
は
上
付
き
小
文
字

(五)
９
字
下
げ

(六)
「
一
」
は
中
見
出
し

(七)
縦
中
横

(八)
縦
中
横
終
わ
り

(九)
縦
中
横

一
〇

縦
中
横
終
わ
り

一
一

縦
中
横

一
二

縦
中
横
終
わ
り

一
三

９
字
下
げ

一
四

「
二
」
は
中
見
出
し

一
五

９
字
下
げ

一
六

「
三
」
は
中
見
出
し

一
七

９
字
下
げ

一
八

「
四
」
は
中
見
出
し

一
九

こ
こ
に
「
本
全
集
第
三
卷
所
收
」
と
注
記

二
〇

９
字
下
げ

二
一

「
五
」
は
中
見
出
し

二
二

９
字
下
げ

二
三

「
六
」
は
中
見
出
し

二
四

９
字
下
げ
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二
五

「
七
」
は
中
見
出
し

二
六

９
字
下
げ

二
七

「
八
」
は
中
見
出
し

二
八

「（
５
）」
は
縦
中
横

二
九

「（
７
）」
は
縦
中
横

三
〇

９
字
下
げ

三
一

「
九
」
は
中
見
出
し

三
二

９
字
下
げ

三
三

「
十
」
は
中
見
出
し

三
四

９
字
下
げ

三
五

「
十
一
」
は
中
見
出
し

三
六

四

三
七

９
字
下
げ

三
八

「
十
二
」
は
中
見
出
し
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